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港北ニュータウン･タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討

用 語 集

ページ 用 語 意 味

239 建基法 ｢建築基準法｣の略

非住戸利用 建物の階を住居以外の用途に利用すること○

建基法 ｢地階｣建基法 ｢地盤面｣協定 【平均GL】FL広域店舗案内 建築基準法施行令第1集1項二号

床が地盤面下にある階で､床面から地盤面までの高さがその階の天井の

高さの1/3以上のものをいうo

建築基準法施行令第2条2項

建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい､

その接する位置の高低差が3mをこえる場合においては､その高低差3m

以内ごとの平均の高さにおける水平面をいうo

本協定上､建物の階数を算定する基準o建物が面するそれぞれの全面道

路の平均の高さo

フロアレベルの略.建物周BfIの基準点 (±0)を基準とした建物内部の
床の高さ○

貸し看板で地域内店舗誘導等のための看板

低居部 建物前面の歩道面から約10mまでの高さの部分

中高層部 建物前面の歩道面から約10m以上の高さの部分
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潮 ヒニュータウン･タウンセンター地区 毎づ くり協定 の運 用 に係 る検討 はじめに･もくじ

はじめに

F街づくり協定j(93年5月運用開始)及び F街づくり協定ガイドラインJ (94年5月運用開始)が

運用されて3年あまり経過し､96年10月の時点で ｢街づくり協定行為届出｣件数が約80件にのぼった｡

本業務では､これまでの r協定J及び FガイドラインJの運用状況の中で特に事業者側からの要望

の多い r住居導入の緩和｣｢看板 ･広告物などの基準の見直し｣といった6つの問題点を､協定運営
委員会の諮問機関として発足した協定運岡小委員会によって検討し､改良運用基準の作成を行った｡

協定運用小委員会は全6回開催され､協定運営委員会から参加の地権者4名と横浜市･住都公団 ･
港北都市開発センターの計7名に事務局が加わり､6つの問題点について以下のような観点で議論が

行われた｡

① r協定上の階数 (1階)の定義｣による2層分の非住戸利用について

; 敷地に接する前面道路の高低差や敷地の地形上の問題から､ガイドラインで謡われている2

層分の非住戸利用が判断しにくく､ r協定上の階数 (1階)の定義j r景観的配慮Jを連射ヒ

することで､敷地内での住宅導入可能な範囲を明確にする｡

② 住宅配置可能地区外における住居系機能の暫定利用について

; 現在の景気低迷下で商業･業務系テナントの確保が難しく､事業者側からの ｢住居導入の緩

和｣要望が強いことをうけて､TCの早期熟成という観点から住宅配置可青抄出区の変更は行わ
ない範囲での住居系機能の暫定利用を基準化する｡

③ 看板･広告物の取扱いについて

; 横浜の副雑LlとしてのTCの集客能力を強化し､商業 ･業務率施設の積極的な立地及びテナ

ントの積極的な入居を促すために､協定の変更を行わない範囲内で､エリアの改訂･_低層部の

積極的な緩和といったガイドラインの見直しを行う｡

④ 暫定利用時におけるぺデと敷地のレベルの取扱いについて

; TCの早期熟成という観点から暫定的土地利用に対する基準の緩和を行う｡
⑤ 小規模敷地における隔地駐車場の取扱いについて

; ガイドラインに則った自前駐車場の確保が難しい敷地における隔地駐車場の許容を行うとと

もに､駐車場の確保と街並みの脹わいの連続性という観点から､将来的な街並み形成を念頭に

置いた段階的な駐車場確保の考え方を示す｡

⑥ 界隈性の創出について

; 将来的な通り毎 ･街区毎の街並みの特徴付けを行うことを前提とし､施設立地状況を見据え

た紺 勺な界隈性の創出の考え方を示すO

この報告書は r協定J及び rガイドラインJの改良運用基準を提示するとともに､協定運用小委員

会における検討の経緯をまとめたものである｡

もくじ
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港北ニュータウン･タウンセンター地区 街 づ くり協定 の運 用 に係 る検討 検討フロー図 1

検討フロー図

検討すべき問題点

4. 実際の運用棚 の腿
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① r慧完t書芸芸,:'iS'Tの定凱 こよる2層分

-高低差の大きな道路に接する建物の1.2階
の取扱い

② 芸宗冨警 警 区外における僻 系縦 の暫

③報 .広告蜘 軌 ､について

幹線道路沿いの壁面後退部分の設えについて

④ 冨 l票 慧 享けるペデと敷蜘 レベイレの

⑤ 小規模鮒 こおける駈車齢 取扱い'''いて

検討小委員 会スケジュ ール

問

題

と

な

る

宅

地

･ゾ
ー

ン

の

抽

出

検討項目 現在までの運用状況

●2階部分の住居利用についての緩和の ●1階の住宅設置-不可

方向性の有無 ●2階の住宅設置-不可

(地権者からの申出に対しては個

別に協定運営委に諮るo)

●同十建物での複数階接道 ●全ての道路に対して1.2階の非住戸利用となる

●協定上の階数 (1階)の定毒づけ

●新定義による住戸 .非住戸利用階の設定

①住宅導入について ①マスタープラン策定 (T.C.への商 .業施設の高集 ●住宅配置可能地区の遵守
積)の経緯 .T,C.内の人口計画から不可 ●対象街区における住居系機能の暫定利用許可

①ペントハウスの広告利用の扱い ①屋上広告物の出現 ●TC中心部と周縁部で住宅導入と広告規制のバラ
②窓面広告の定義 .緩和の方向性の有無 ②全面禁止だが既に出現 ンスをとつたエリアの改訂

③立て看板 .桃太郎旗 (峨)の扱い ③全面禁止だが既に出現 l 中心部 】 周縁部

④バナーの扱い ④店名 .ロゴマーク有り-抽看板扱い. 住宅導入 l 現状維持 l 緩

店名 .ロゴ7-クなし-高さ-歩道面+2.5M .建物諾 芸TJ中主層部誓分割し土基警 防･出幅-歩道通行可能幅員の

1′2かつlM以内 ●総許容面積60rrfの見直し

①壁面後退部の付属物設置による通行障 ①庇 .独立広告塔 .ゴミ置場etc.位置 .大きさ.出 ●幹線道路沿いの1mの歩道状公開空地の確保

皇②壁面後退部の自転車置場等の暫定利用 幅によって適宜指導

●ペデレベルに合わせ宅地造成をすると ●暫定利用として緩和 . ●暫定土地利用のみの粗造成レベルでの建藁の許容

開発行為となり計画が長期化 ●協定上の4m壁面後退部分は法面のままで許容

●隔地駐車場の是非 ●駐車場条例等で規定されているもの以外は､ ●施設立地状況を見据えた段階的な駐車場の確保

･原則自己所有 (借地承諾書等があれも封巨所有可) (1)現段階 ;隔地駐車場の確保

･隔地駐車場と建物敷地との距離は徒歩圏内 暫定的土地利用による駐車場の確保

･駐車場施設の有無は問わない (2)第2段階 ;共同化駐車場の検討 .実現

●努力項目については評価 ●施設立地状況を見据えた段階的な枇 みの特徴付け

-

新

基

準

案

の

提

示

2/19 3/13 4/11 5/16 7/7 :8/4

第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
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港北ニュータウン･タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討 ① 暇 定上の階数 (1階)の定勤 による2層分の非住戸利用について 2

① 『協定上の階数 (1階)の定義』による2層分の非住戸利用について
- 高低差の大きな道路に接する建物の1･2階の取扱い

現 才子 ｢街 づ < LJ協 定
- プゴイ ド ラ ーr ン ｣

現 有二子の 運 用

◆ 用途 協定 (P･ J'

[311階の用途

通りの賑わいを形成するために､施設の1降には.塀
わい施設を立地させましょうO特に､歩行者系道路に一

面した施設の1階部分には､住宅 ･倉庫 ･駐車場など
の施設 (賑わいを生み出さない施設)

ようにしましょうO

暫定利用施設は､通りの賑わいを阻害しないような

工夫をしましょう｡

ガイドライン (P.6)

良好な商業.業務施設立地のため､

住居は3階以上に設けるようにしてくださいここ

通りに面した12階部分は､通りの賑わいつくり上重要であ

るので､脹わいを生み出さない住居は設けないようにしま

しよう｡

対象/住居配逢可能地区

●2階での住居利用要望について

-ガイドライン通り ｢2階 までの非 住居利用｣を指
導している｡

●高さの違う2つ以上 の道路に接す る宅地について

- 全ての道路に対して r2層分の非住戸利用jと

なるよう指導している｡

● 高低差の大きな道路に接する建物の1階が埋も
れる (半地階が生じる)場合について

- レベル設定､開口部､ピロティ等によって通り

に対して極力開くように指導している｡

- 3階バルコニーデザインを1･2階に合わせ､
見かけ上2層分の非住戸利用となるよう指導して
いる｡

改 良 運 用 基 準 の 考 え 方

+ 原 貝rJ;従来亀岡の遵守

1,F全ての道路に対して2層分の非住戸利用』は変えない｡

従来の運用通り ｢全ての道路に対して2層分の非住戸利用｣となるよう指導する｡但し､以下の様な場

合は2層分の非住戸利用と見なす｡

｢ 運用基準の明確化

2.r協定上の階数 (1階)の定義』

● 通りに対する賑わい形成という観点から､建築基準法とは別に前面道路から見た階数 (1階)の設定を

協定独自に行うものとする｡ 【P.3 参照】

3.r前面道路の高低差が大きな宅地』での基準

●TC中心部や幹線道路沿道といったエリアによる緩和はせず､即地的な解決策をとる｡

t 前面道路の高低差によって半地下となる階 (建基法上地下1階)が r協定上の階数 (1階)の定義Jで
1階と判断される建物であれば､建基法上2階となる階であっても3階と判断し住戸利用を認める｡

【P,4 参照】

4.r景観的配慮』による2層分の非住戸利用の確保

● 改良運用基準の補完規定として現行運用例を基準化する｡

Ilr協定上の階数 (1階)の定義Jの条件を満たす建物であっても､通りに対して見かけ上 r2層分の非住
戸利用Jが確保されていないと判断される場合は､3階 (住戸利用階)のファサードデザインの工夫や建

物全体の賑わい形成による r景観的配慮Jを行うものとするo 【P.4 参照】

YAMATER.AMIN3CABIN'
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港北ニュータウン.タウンセンタ-地区 街づ くり協定の運用に係 る検討 ① r協定上の階数 (1階)の定勤 による2層分の非住戸利用について 3

● 以下の基準を満たす場合､建築基準法上の ｢B1階.1階.2階～｣を協定上 ｢1階.2階.3階～｣と見
なすo

: ._/ .′ - .▲一 一■ -ち .=一一一.I一一 ≡ 平均GL-天井高/2

'~ 1,ilti< :Iiを -I.十 ＼ la-- 立面 【窒】 =-1200)蘇 ●誓 警 認 諾 諾 4階【- . FL≧-.200であれば

-.-｣臥 協定)～ ,, / モ ー B l階健 基海～､ヽ相 加 .協定 【榔 L ,- (, . r3 0 0 )誓 書 一 軒 琴劉 釆聖轡 】 摩 - を実現 紳 言 lFと見なす○…(.≡ ≡≡ {完済 ……詔 _3蒜 平均讐

L . --～ .S (●通りに対して開口部を大きくとり､

店舗等の振わいを積極的に表 出させるo I_-:_三.;建築物が面するそれぞれの前面道:-:..1-A;床面から地盤面までの高さが､そこざ路の平均の高さ. の階の天井の高さの1/3以上.基準法【平均地盤面】

】 ;建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面○. l満たせば1倍と見なす●協 定 上 の 1階 の 定 義 ●前面道路の平均GL

i 基準法上地階となる階でも前面道路の平均GLより天井高の1/2以上が地上に出ていて､通り沿いに店舗 本協定は主に通りに対する賑わい形成に主眼を置いているので､敷地形状に係わらず前面道路とそれに面す
l 等賑わい施設が配され通りに対して帳わいが十分に表出できると判断される場合､協定上これを1階と見なすO る建物立面との関係で賑わい形成の成否を判断することとするo

※ - ケーススタディ 参照 よって､平均GLの捉え方はそれぞれの前面道路毎として､各前面道路の平均GLに対するプロヱレベル

●2階における住居利用前面道路に対して協定上3Fであれば､基準法上2Fであつても住宅利用できるものとする○ (F■L)とその階の天井高の関係によって前面道路 (通り)に対するlFの定義を行うo



タウンセンター地区 街 づ く り協 定 の運 用 に係 る検 討 ① r協定上の階数 (順 )の定勤 による2層分の非住戸利用について 4

ガイドラインの改良運用基準

誕 酵数の設定についてはr協定上の階数(個 の定勤に基づく｡

塙低差の大きな前面端1つに接する飴』

①2層分の非住戸利用
r協定上の階数 (1階)の定

軌 を満たした協定上の3階
であれl挿 坪1用できる｡

②景観的配慮

r協定上の階数 (1階)の定

義Jを満たしていても､前面

道路の高低差によって部分的

に ｢2層分の非住戸利用｣に
見えない所がある場合は､3

階部分での景観的配慮が望ま

しい｡

r景 観 白勺酉己慮 ｣

●バルコニー仕様の配慮 一一一.----- バルコニー内が見えないような外壁の仕様とするo

一バルコニーデザインの配慮 --.--- 仕上げ､色彩､目地割り等を1.2階と揃えるO

塙低差の大きな3つ比の前面並に接する齢の離全酢の判削

ほ裏2つの道路に接する場合j

①2層分の非住戸利用

● ひとつの敷地で高さの異な

る表裏2つの道路に接する場
合､それぞれの道路に対して

r協定上の階数 (l階)の定勤

に基づく ｢2層分の非住戸利

型 肇 狸を行う｡

(D2層分の非住戸利用

･ 道路A･Cに対しては r協
定上の階数 (1階)の定義J

に基づく ｢2層分の非住戸利
用｣が確保されている｡

･ 道路Bに対してのみ部分的

に ｢2層分の非住戸利用｣が
確保できない所がある｡

②通りに対する賑わい形成

敷地全体で通りに対する賑

わい施設の配置や動線等の工

夫を行う｡

③景観的配慮

･ Dの部分の住戸利用床は景

観的配慮を行い､道路Bに対

しても ｢2層分の非住戸利用｣
に見えるような配慮をする｡

YAMATER_〟刑l帖 CABIN●



港北ニュータウン
タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討 ① r協定上の階数 (1階)の定義｣による2層分の非住戸利用について 5

<景翻 勺配慮の考え方>

lケーススタディ ･II･【前面萌の高低差が大きい雛の通りに対する賑わい】

●問題点 - 前面道路の高低差が大きい場合､1階が景観的に埋もれてしまう｡
(1階階高を大きく出来ない｡メイン道路への1階の賑わいが表出しにくい｡)●以下の様に建物タイプ別にファサードデザインや動線･開口部等の取り方によって1階-3階までのファ

サード全体で賑わいの演出に貢献していると思われるものは 【景観的配蕨】と見なす｡

一.壁 面 後 退 型 2.1 ■2階 併 月弓型 3.ピ ⊂コテ Jf型 4.ス キ ッ プ 型 5.積 衝 帯 型

略図事 l l lm■mlm m 1JXIL IX H Im m一､二ヽ､⊥l m ｢T｢｢Tlm m ｢｢lXl ryJ IXI r t )m m lm n｢lrTt｢lX u Lフql Lm m l m けTlm lLX ll l rX Il ~tm r｢｢ll FXlrJm rllLI E><こr

1m mlm m lm m【Xll Jニーく1L I一二1tm mJm m矧-威皇i- - ■ m m m m lmr>rl Dく二｣l m m m TT｢｢nL>q LXl l:>くlm n｢｢｢1｢∩｢T T軸 物 S脚 r- 幹準 璽 】 m =lm ｢T｢ l ｢丁｢lm叫 駆 i軸 B

.:⊂二二コi…E=コ…⊂二二 五…I,ll昌一'表.I.,I;.'-,藍… ヨ‥_- 一二一nm m - ■ ■ ■ ⊂ 二二∃lfLm査誕 萱控室垂.一一一一-一一
日 '. . ;Z,Ii重き:::i.-一.聖 や 十 一-! p 妙r､:一√ 庖 ____,__..____.__辛)よ的:MNニ喜

イタlJ等 ＼- ＼-.～.一････.･.･.･..._一...･.･..___J
∴仏還艶i.義 Ll:=I吐1 ‡.■滞琴 言_7'.5. ..与

夢∴:.: 准顎 -i.栄I/<1 :A-T, 呈 掘.チ.ニ

･r7- .鞭鐸 E.藁.-..蔓JH

角牢説 ●■1.2階部分のみを十分に壁面後退し外 ●1階部分では主にエントランスの賑わい ●十分な壁面後退が出来ない場合､メイ:/ ●1.2階をスキップフロアとし前面道路 ●前面道路に対しポルティコやア-ケ-ド.アトリウムなどを設けることで外壁との緩

壁と歩道の寮衝帯として建物レベルにあ を前面に出し､2階へのアプローチデツ エントランス部分を1.2階吹き抜けの の高低差に係わりなくエントランスを設

つた歩道状空地を設ける○ キなどで全体の賑わいを補うo ピロティにするなど､街角広場風に設え ける○ 衝帯をつくり出しファサードデザインその
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② 住宅配置可能地区外における住居系機能の暫定利用について

現 行 ｢街 づ く り 協 定l プブイ ドラ イ ン ｣ 現 孝二テの 運 用≡嵩 南 ≡…≡…≡垂 ……ぎ≡!美恵≡告 改 良 運 用 基 準 の 考 え プチ

ガイドライン(P.6)住居の計酎ま住居配置可能地区で.二.ニデこ.:.ll..-.;IPき計画出来るものとします. ●1階の住居導入について ■ 原 貝U1.F住宅配置可能地区』の変更はしないo
-協定 .ガ イドライン通り住居導入は認めていないo

●2階の住居導入について

タウンセンターは港北二ユ-タウンのセンタ-であると同時に､横浜市北部地域のセンタ-としての役割も期待されてい -ガイドライン通り住居導入は認めていないが､地 ■ 運用基準の明確化

ます.そのためには､商業施設や業務施設を集和させることが大切ですが､港北ニュータウンにおけるバランスの取れた街つくりも 権者からの申出によって協定運営委員会において不調となり2階への住居導入を行ったケースはある○ 2.r対象街区に対し特例として住居系機能の暫定利用を認めるo』
考慮し､タウンセンターには約1万人の定住人口を計画しています.供給処王朝包設等の基盤施設も､この人□計画を基に道ら -住居配置可青む也区以外での住居導入を認めていな ● 協定の変更を行わず､商業.業務系施設集積の補完支援策として､対象街区に対し条件を満たすものに
れています○ い背景を説明 限り､住居系槻能の暫定利用を認める○

タウンセンタ-の中心部分は､街の核にふさわしい商業.某頼.系の編組集紙をはかる必要があるため､住居の利用は中心部 (1)T.C.マスタープランのコンセプト .(横浜市副郁■Lの位置づけ､商業.業務施設 ■ 対象街区に対し､以下の3条件を満たすものに限り､住居系機能の暫定利用を認める○
の高集棟) 日)用途条件

(2)皆で話し合いを重ねて作ってきた ｢街づく ･従業員宿舎､寄宿舎､期間限定利用のものとする○

り協定｣だから自分たちで守るのが大切 ･分譲しないo

(3)人口計画の順守 ･容積は容積率対象床面積の50%未満とするo
(4)〔申し出〕 〔ゾ一二ンクつ 〔換地〕といった (2)景観的条件

段階的経緯での合意を無にしない○…≡菜軽重尋大喪 薮 斬 k=≡≡線 ゐ触 達蒜…言…≡… ･住居系機能導入階は全ての道路に対して5階以上の階とするo･外壁デザインは非住戸利用階と揃えるo※階数設定は r協定上の階数 (1階)の定義｣による(3)間取り条件･基本的にワンルームとし､オフィス等非住戸利用に簡易に転用できるものとする〇･非住戸利用に転用する際にその価値や利用勝手が損なわれないような間取りとする○【P.丁 参照】





糾 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くtJ協定の運用に係る検討
② 住宅配置可能地区外における住居系機能の暫定利用について 8

<街区の選定の考え方 >

<街区選定の考え方>

｢TCを内意 ･外濠と分けた中で外凄｣

｢メインストリートに対しサブストリート｣

｢公的用地 (公団所有地､市有地､保留地他)を除いた馳

｢シンボル広場周辺･駅前広場周辺･ビジネスコア以外の街区｣

以上の様な考え方から下図に示すA-D街区について検討を行った｡

<対象街区>

第 1地 区 8-37街区

塾 宏 遍 L l､̀こ.､ pH

寸 区 ･1.# 管護藍 ◆ .よ し適..ソ.､訊き仰 蒜.i.去釈!.r /鉦..LIL..仁

u■■冠 - 賢讃 去.::磨pJtこ 聾-,.,;!: K.過 _{') 退 鮎.匙# % l i iJ
汽 :∫･'.:.′ 硝 Ll._..---三p-ー_ / I...m # ,好 , 』赴』

l l

●猿--.V 亡 ≒i 卓 +i - rV ..Jq:質 ;聖 書 ∋ -…一.壷喜頭転義亮

雪i/A-./ F:十十 _-チ.～■II)_:'̂.--I-. L.=遜琴筆,-■./.--,.-..-.3S謝義･rJ妻■.t'E/I㌔層 ･==~ー:ここ==:聖∃ ′◆

53-t.'1-.翌蕎I:さこそ一::::'..(.I.'琶室生望 Jt._r-?>'.tll ∫:IIrー~.こ_lil.-i.?､A?.≒≒..f 蔓 5iy蛋 圏 号匿蚕室藁..;-冊】崖…窒塑層堅 iiLif.I-:二二二jlJ葛7':五二%.73; TL日.__-._｣ ■●■=一■■::■->- lq tJ

I '●:.Y.I-.■.>'でI:,ilJ十 ～,h■ミニこ.:..litl.{■､_-.tJ ~門 1,.『㌔/表札 .,,FH,

⊂=コ幸代rrr; シンボル広場に面するエリアlZZA一喝lビジネスコ7周辺エリ,I… 既計画馳工事中宅地等 -
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タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討
港北ニュータウン

③ 看板･広告物の取扱いについて 9

③ 看板 .広告物の取扱いについて

現 孝二テの 運 用

現 行 ←街 づ く り 協 定 -
プゴ~ィ ド ラ イ =ノ｣

ガイドライン (P.31)

●屋上広告.窓面広告･野立広告軌 ま禁止します｡

●自家用春樹 こ限ります｡

4蛍光塗料､点滅サイン(ネオン等)は禁止しますo

+ 赤･黄色の面的使用は禁止します｡(交通信号､緊急時の表示

に頗先使用します.)

43倍以上の高さに付く看板･広告物の色彩は彩度を低く抑え

ます.(マンセル色度表示による最高彩度の1/3までの彩度と

します｡)

●背板の設置にあたっては､表現 取り付け方法について､街

つくり協定運営委員会と協議してください｡

JIエリア別項昌

エリア1. シンボル広場 ･駅前広場周辺

+3惜以上の高さには､看板.広告物等は設置しないようにし

てください.(ただし､建物の名称を示す合計20nl以内の看

横､および一時設置の広告胃は設置出来るものとします｡)

●壁面利用広告物は､建築壁1面につき堅面積のV10以下､か

つ捲許容面積を60ml以下とします｡

●袖看板､独立広告塔は禁止します｡

エリア2.シンボル道路沿道
●袖葛板は､高さ25m以上かつ3階床の高さ以下で､建物壁面

からの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします｡

●壁面利用広告物は､建築壁1面につき堅面積の2/10以下､か

つ捉許容面積を60m'以下とします｡

●独立広告塔は禁止します｡

エリア3.その他

●抽署軌ま､高さ2.5nl以上で建物の高さを超えず､建物壁面か

らの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします｡

●壁面利用広告物は､建築壁1面につき壁面橋の3/10以下､か
つ総許容面積を60rJ以下とします｡

●独立広告塔は高さを10m以下とします.

注)

如 制用広告物 壁面に張 り付けられた書坂､壁面に組み 込まれた書碩
(コンビニエンスストアの書頓等)なe:を指します｡

●屋上広告物

- 禁止だが､不調の末出現したケースがある｡

(広告面の数 ･方向については指導｡)～

●壁面利用広告物

- 広告幕を一時設置として面積許容したケースがある

●窓面広告

- 禁止だが営業開始とともに自然に出現している｡

●袖看板

- 現行ガイドライン通りに運用している｡

●独立広告塔

- 現行ガイドライン通りに運用している｡

●赤 ･黄色の面的使用

- 現行協定 ･ガイドライン通りに運用している｡

●ネオン等

- 現行協定 ･ガイドライン通りに運開している｡

改 良 運 用 基 準 の 考 え プぎ

1.r協定の変更はしない』

● 現行の ｢街づくり協定｣は変更せずに解釈を明確にし､ ｢ガイドライン｣の基準の見直しを行う｡

■ 看板 ･広告物の定義及び各広告形態に対する解択を明確にする｡

;自社 (テナント)用看板 ･広告物｡サインやバナー･オーニングの類は看板広告物の基準には入れな

い｡

貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止とする｡ 【P.12 参照】

2.rエリアの見直し』

● 現行ガイドラインにおいて最も基準の厳しい 〔エリア1.〕については､TCの集客効果を制約しないよ
う 〔エリア2.〕と同じ基準とし､エリア分けを2つに簡略化する｡

● 看板 ･広告物規制と住居導入でガイドラインのバランスをとる｡中心部については大幅に基準を変更す

る｡

■ エリアの改言丁

エリ71. ;シンボル広場 .駅前広場.シンポJ威 名沿道

エリア2.;その他 (幹線道路沿道については壁面後退部分に対する基準を追加) 【P.12 参照】

3.r低層部の積極的緩和』

● 低層部､中高層部を分割した基準を設け､低層部については通りの賑わい形成上積極的に広告できるも

のとする｡

■ 低層部､中高層部の分割

低層部 ;歩道面～約10m ､ 中高層部 ;約10m- 【P.13 参照】

4,r総許容面積60m2の見直し』

● 壁面利用広告物の総許容面積60m2は見直し､できるだけ広告可能な面積を広くする.
■ 各立面の見付面積に対し ｢屋上広告物･壁面利用広告物 ･窓面広告｣の合計許容面積の割合を規定する｡

エリア1. ;見付面積の2/10以下

エリ72.;見付面積の3/10以下かつ 100m7以下 【P.13 参照】

YAMATEFW IPGCABIN'
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タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討 ③ 看板 ･広告物の取扱いについて 10

現況及び問題点の整理､これまでの運用例

2,窓面 広 告

テナン

●ガイドライン

･全面禁止

●現況･運用例

･禁止だが営業開始とともに出現している｡

●問題点

･協定の解釈を含めた見直しの必要がある｡

3.壁面不り用広告

♂

/

二
号
.

,,J

一時設置の広告幕を含めると面髄 過 店舗デザインによる広告効果

面積-文字HX2×(全幅+字幅×2)

tP Ilt:二

妻屋根上の看板

●ガイドライン

エリア1.シンボル広場･駅広周辺

･建築壁1面につき壁面積の1/10以下､
かつ総許容面積-60m2以下
エリア2.シンボル道路沿い
･壁面積の2/10以下､総許容面積-60m2以下
エリア3.その他
･壁面稜の3/10以下､総許容面積-60m2以下
●現況.運用例

･建築壁1面の解釈について
･複雑な建物での判断基準がないO

･一時設置の広告幕の扱いについて

･暫定利用として面積を許容したケースがある｡

･妻屋根上の看板について

･特に基準はない｡

･字体 (線形)のみによる看板の面積について

･面積算定基準は特にない｡

●問題点

･建築壁1面の解釈､総許容面積等の見直しの

必要がある｡

YAMATERm lNSCABIN●
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タウンセンター地区 街づ くり協定 の運用 に係 る検討 ③ 看板 ･広告物の取扱いについて 11

●カイ ドライン

エリア1 シンボル広場･駅広周辺

･禁止

エリア2 シンボル道路沿い

･出幅1m以内､高さ2.5m以上3階床以下
エリア3 その他

･出幅1m以内､高さ2.5m以上建物高さ以下
●現況･運用例

･現行ガイドライン通りに運用している｡

●問題点

･-壁面複数設置の要望がある｡

･大規模テナントビルにおけるテナント表記面

穣不足に不満があり､基準が厳しいと窓面広

告の発生が予想される｡

6.野立広告板 7.中鼓 -′ヾナ

●ガイドライン

･全面禁止

●現況･運用例

･建設予定公示看板や出店広告等が多く見られ

る｡

･暫定利用として黙認している｡

●問題点

･禁止となる広告形態の明確化が必要である｡

~ ~f

5.独 立 広 告 塔

●ガイドライン

エリア1 シンボル広場･駅広周辺

･禁止

エリア2 シンポJ値 各沿い

･禁止

エリア3 その他

･高さ10m以下
●現況･運用例

･現行ガイドライン通りに運用しているこ

●問題点

･幹線道路沿い壁面後退部分で通行の障害になっ

ているものがあり基準の明確イb5i必要である.

●ガイドライン

･基準なし

●現況･運用例

･店名･ロゴ71クあり;柚看板扱い

店名･ロゴマークなし;高さ-歩道面+2.5m
出幅-歩道通行可音訓表員

の1/2かつ1m以内
●問題点

･基準化の必要性がある｡

●ネオン等点滅サインについて

･夜間内照型･ライトアップ型･液晶等はネオン電飾扱いか｡

●赤t黄色の面的使用について

･企業カラーとして使用要望が多い｡緩和の方向性はあるか｡

●界隈性の創出について

･通り､街区､エリア毎の性格付けによる細かな指針が今後必要となるか｡

●チェック槻構の在り方について

'現在 GLB% i誓聖霊だ警 警 こついては]というかたちで酢 くり稽 届け以後の再協議を傾

しているが､大規模な計画や特別なケース以外は別途協議を行うことは少ない｡また､テナント等の

営業開始とあわせた看板の設置や窓面広告についてはチェック械横が無い状態にある｡

YAMATERm l帖CABIN●
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r 協 定 の 解 釈

別表3 看板･広告物等設置基準

●車板 広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです｡

a 寺坂の′【蓬のない整った街並みを創るため､シノ東ル広場

ンノポル道路 駅前広境の周辺には､屋上広告 窓面広告

野立広告堰等は設3EしないようにしまLlう｡

b 蛍光塗料､点滅サインは使用しないようにしましよう｡

C 赤 黄の面的使用は交通信号 緊急時のき示に使先使用

するため､使わないようにしましよう｡

d 3障以上の高さに付く看板 広告物の色彩は彩度★を低

く抑えましょう｡

(マ/セル色度表示による各色の最高彩度の 1/3までに抑

える｡)

i･ ○ 建物の住所や名称を表示するサイノは 通りや界班毎に

デサイ/を統-するようにしましよう｡
(

誹 t'警賃ま誓 芸芸か孟芸≡呈,,警霊宝豊…慧芸茎諾 警告

ます｡

看板､広告物定義;

●自社 (テナント)用看板･広告物oサインやバナー･オーニングの類は看板広告物の基準外｡

●貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

a.●屋上広告物

･貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

･自社 (テナント)用看板は許容｡

●窓面広告

･低層部については許容｡

●野立広告物

･貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

･公共広告や暫定利用の自社岡･テナント募集･テナントオープン広告等は許容｡

b.●蛍光塗料･点威サイン

･蛍機 斗は使用不可｡ (市 屋外広告物条例)

･光源が買出し点滅するものは低層部での使用を許容､特に住宅配置可能地区の中高層郡での

使用は禁止｡

C.●赤.黄の面相吏用

･彩度調整によって許容｡

{ エ リ ア の 改 言丁

エリア1.

;シンボル広場 ･シンポJ個 古
･駅前広場周辺

※ エリア1.については個別の協議に

よって判断する｡

エリア2.

;その他のエリア (幹線道路沿道につい

ては細則あり｡)

YAMATE11〟刈Il唱CAB川●
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r 低 層 部 - 中 高 層 苦βの 分 割
■ 合 計 許 容 面 積

全 イ本基 準

｡低層部･中高層部の考え方

低層部は歩道面から【概ね10mまで】の高さと

する｡

申 前面道路の高低差に影響されず､独立広告

塔高さ制限に同じ｡

●合計許容面積の考え方

屋上広告物､壁面利用広告物 (バラベ7ト上部利用､

ビル名称､広告幕､テナント名称)､窓面広告 (低層

部のみ)の総面積を建物立面の総見付面積に対す

る割合で算定する｡

エリア1.r見付面積の2/10以下｡.)
エリ72.r見付面積の3/10以下､かつ､

100汀1以下｡.I

広 告 形 態 男リ基 準

●屋上広告物形態高さ基準

･ペントハウス上部利用でペントハウスの形状に

合わせはみ出さないこと｡

･広告物の高さは10m以下｡

･屋上より20m以下｡

･建物高さの2/3以下O

●窓面広告

･低層部のみ許容

･透明シール等の利用により文字のみの表記とな

るものが望ましい｡

･窓面積の1/3以下｡

●合計許容面積対象広告物
屋上広告物

捻見付面積の糾合以内

●手中奈 Jrl県 屋 夕1-広 告 物 条 侍り(抜 粋 )

竺親 一つの鰍 ついての表示面横の合 一 f

Jl囲 圏 l

脚 蔓琵 還 整 i2昔話 ､.20t 四 囲

●横 浜 市 崖 夕ト広 告 物 垂 イ列 (抜 群李 )-巌の基準 準 住 居 地 域 艇 の他の地■域

′広告物の高さを20m～ p

の2分の1以下 宮 詣 五節 巧言〒

fLEBJk五紙三禦蛇 もの ～ 一̀､)～､'r ～.1▲一､症20 丘

照明装置等の使用基準 ㍗ 脂

朗 しないもの.その他の朋 では懸 媒 篭 語 喜豊 諾 諾 ,:芸誓 ㌘ 意 謎 遠 す

簡 閲 3LL3票 .‡ G,L

唖住居地域 そ の 他 の 地 域

m,以内E4_ 高さを15m以下表示面横車 75m2以内･5旧･omT ~吊 13拍
G.L C.L G.L

YAMATER_州 IrCCABIN●



緋 ニュータウン･タウンセンター地区
街づくり協定の運用に係る検討③看板･広告物の取扱いについて14

ガイドラインの改良運用基準
看板､広告物定義 ;自社 (テナント)用看板.広告物｡貸し看板､商品広告･広域店舗案内等は禁止 案内サイン.バナー,オーニング等は看板･広告物には含まない｡

エ リ ア 1. (イ匡l男リ言周整 協 音義:) エ リ ア 2_

合緒容硝 屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告の合計許容面積は 屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告の合計許容面積は各立面につき見附面積の2/10以下としますo 各立面につき見附面積の3/10以下､かつ100m2以内とします○

屋 上 広 告 物 貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止します○

形態;ペントハウス上部利用のみo 広告物の高さ;10m以下､屋上からの上端までの高さ;20m以下､かつ建物高さの2/3以下○

壁 面 串lJ用 広 告 物 パラペット上部 (文字 (線状)表記のみ)､ビル名称､広告幕､テナント名称､窓面広告 (低層部のみ)としますo

貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止します○

窓 面広 告 低居部 (～約10m) 表示面積;窓 (開口部)面積の1/3以下○透明シール等により文字のみの表記となるものが望ましいo

事由看 板 低居部 (-約10m)､ 高さ2.5m以上で10mの高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします○ 高さ2.5m以上で10mの高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面複数箇所とします○

独 立広 告 塔 禁止しますo 高さを10m以下 (市 屋タ拡 告物条例実績)とします○ …高さを10m以下とし､道路境界から1m以内で高

…さ2.5m以下の範囲には既定物は設置しないo

野 立 て 看 板 貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止します○ (公共広告､自社用､テナント募集､テナントオープン広告等は許容)

恭 一黄 色 の 面 白勺使 月弓 3階以上の高さに使用する場合は彩度を低く抑えましょうo

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の1/3までに抑えましょう○)

ネ オ ン等 低居部 (～約10m) 光政が買出し点滅するものも許容します○

中亭層部 (約10m-) 点滅型のものは禁止します○ 嘩 系利用を考慮し､禁止しますo

そ の 他 ･オーロラビジョン.時計等広告物以外の付属物については個芳l厨整協議の上平噺〇･仮囲いの広告利用は許容しますo但し､公共広告､自社用､テナント募集､テナントオープン広告等に限るo -
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区
街づくり協定の運用に係る検討 ③ 看板 ･広告物の取扱いについて 15

.看板､広告物定義 ;自社 (テナント)
コ二リ ア 1･

.山=謀

.S7糾.C
ぷ
いn
笥

旦矧!
.

用看板 ･広告物｡貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

合計許容面積 エ リ ア 2 _

頭重! - --- llll-l-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 幹線道路沿道 .■L瓶

a A ∫

屋上広告物･高さ10m以下･上韓までの高さ20m .以下､かつ建物高さの2/3以下 旨rqf令ド1檎i毒】】i
･..:-i,･.../A.:.i.,. 屋上広告物･高さ10m以下･上点までの高さ20m以下､かつ建物高さの2/3以下 外壁天塩以下√二--~

｣tIrl

'iq∈く>～'fii

lコ･lt)ぺナト上郡利用･ビル名称看板･一一一時設置の広告幕･低層部の窓面広告/// ･壁面利用広告物･パラ叫上郡利用･ビル名称看板･一時設置の広告幕･低層部の窓面広告
J.iJ //抽看板

袖看板･出幅1m以内､高さ ド ////･出幅1m以内､高さ2.5m以上､10m以下のものは1壁面複数箇所･出幅1m以内､高さ2,5m以上､外壁天端以下のものは1壁面1箇所 2mの壁面後退･道路境界線より1m以内には歩行者の通行の障害となるものは一切設置しない○l

l1【I｢lIIl-~7』J2.5m以上､10m以下･1壁面1箇所驚､-イ吊'警課は窓甜ニ;,1:==:::::中高層部千 仁巨 ー＼

伝
巨鰭 ′///

低層部･窓面広告の許容･窓面広告面横は窓面鏡の1/3以下,gTm

/

ド/-.中高層部-ノト

蕊 .5日諾○i:㌃ 間 / 侶孟 謹賀+ 萱!l IIIII.,1-_'訂I.㌔≒章議由I…妻7町】
≡;l三;三1 Iy/ I..悶 罫 !L湖 熟

_研鷲
i ll
l Ln l Lr}pJ JL>㌢u:;.1-;;.;

Gr̀-
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糾 ニュータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討 ④ 暫- 用時のベデと馳 レベルの取乱 ､について 16

④ 暫定利用時のぺデと敷地レベルの取扱いについて

現 才子 ｢街 づ く り 協 定
- プブイ ドラ イ ニノ｣

現 才二亨の 運 用

㊥ 暫定 土地利用 の届出
協定 (P.5)

第5条に定める協定区域内の土地につしげ,.,
な土地利用(仮設建築､青空駐車填､′資材置場
行う場合にも､この協定の内執
項の手続きを行うものとします｡

ガイ ドライン (P.16)
■壁面後退部分のしっらえ
床のレベル
前面のシンボル広場の高さに合わせまLJ:う｡
天井の高さ
隣接する建物の壁面後退部分と合わせまLJ:う｡
誠装
シンボル広場のSi5装材との素材や色調の調和を考えましょう｡
使い方

通行の掛プにLj:る､看板や自動販売也等は置かIj:いようにし
ましよう｡(ウコンなど崖時に設置するものは除きます｡)

封A/シンボル広場用リの取地

●シンボル広場とのレベルについて

-既に事例に合わせ許容している｡

事例 (第2地区 9-26-(王堰かセンター南駅前商業施設 (仮称)

1..lilrI..ITII
I

iJヤ ーr /i H .;_"1ii l

如-5 l 〟

J≡ _Eiiはそのま喜 芯 毒 亭01/I コ □｢′ .■御削 二日 -ロ⊂l⊂コ 一口占 巳十 三≠ 腰Om R
l三一- - A - ●-

整｣＼. a
-.一一.. ,. _% ~ H も.rJ_=⊥ ⊥ _ _ ー__ 二一一也デ■=

､ユー.一一一｣- -∴ _!.追 一一二 二一.ムーTJ二言i---

改 良 運 用 基 準 の 考 え 方

1. r暫定的土地利用については粗造成レベルでの建築が出来るものとする｡』

●TCの早期熟成を目指し暫定的土地利用においては､開発行為として計画が長期化しないよう粗造成レ
ベルにおける建築が出来るものとする｡

協定上の4mの壁面後退部分は法面のままとするが､以下の点に留意した壁面後退を行い､開放的に設
えることによってシンボル広場との一体的利用が出来るようにする｡

一粗造成レベルでの壁面後退部分での留意点

(1)シンボル広場から自由に利用できる平場を設ける｡

(2)シンボル広場と壁面後退部分は階段やスロープなどスムーズな歩行者動緑によって繋げる｡
(3)壁面後退部分は施設の娠わいとシンボル広場の脹わいが連続していくような設えとする｡
ex)施設の開放テラス利用､待ち合わせ広場､小広場etc.

YAMATERm rl焔CABIN●



卿 ニュータウン

ヽ
｢

/Iいl

タウンセンター地区 街 づ くり協 定 の運 用 に係 る検討 ⑤ 小規模敷地における隔地駐車場の取扱いについて 17

⑤ 小規模敷地における隔地駐車場の取扱いについて

軍見才子 ｢街 づ く り 協 定
l プブイ ド ラ イ ン ｣

現 子二子の 運 用

⑳ 駐車場 ･註輪場

【19】駐車場･駐請場の設置

来街着の利便性､円滑な道路利用を高めるために､

駐車場･駐輪場の付置を図りましょう｡駐車場を付置

する場合､付置義務台数以上の整備に努めましょう｡
大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて駐輪場を

付置しましょう｡小規模宅地では､駐車場の計画に際

して共同化等に努めましょう｡
ガイドライン (P.8)

来往i書の利便性を高めるため､十分な駐車場を
整備しましよう｡(ガイドライン6-1)

タウンセンターは､その立地特性から自動車による来街着の
割合が高いと予想されています｡弘幸場が少ないと､駐革待ち
行列によって周辺道路にまで渋滞が発生しますし､街中の路
上駐車も増えてしまい環境も悪くTj:リます｡
タウンセンターは駐車場整備地区に指定されており､建物の
用途や床面軌こよって整備しなければならない駐車台数(附
音義務台歎)が定められています｡

しかし､附置義務台数は都心における良筆増発偏の最低限度
を条例で定めたものであり､来街着にとってより利便性の高
いタウンセンターの街つくりを行うためには､附笹島携台数
以上の駐車場整備が必要です｡

施設の計副こあたっては､釆街着やサービス用の車両の路上
駐車などが生じないよう､施設の用途や規模をよく考慮して
十分な長の駐車台数を確保しましよう｡
十分な駐車場が用意出来ない場合でも､商業業務系施設(非
住居系用途分)については.横浜市駐手甥条例による附直見務
台数の少なくとも2割増し程度は設けるようにしましよう｡
また､住居系用途の場合には､戸数の7割程度の姓専甥(車庫)
は軌ナるようにしましよう｡

対奴/LJ浜市駐車場条軌こ該当する用途のiS勃

小規模な施設の場合でも､自前の監車施設を
用毒しましょう｡(ガイドライン612)

B車甥の附置義預の生じない施設でも､テナント用や来店客
用の駄宰場が必要となります｡自分T.使用する駐車施設は､自
前で造ることが大切です｡

このような場合には､共同t=･ル方式や敷地を共同化した小さ
な軸 が集まって共同で駐車場を整備する方法もあります｡

対魚/拙筆鳩の附3ほ掛こ簸たない小規悦の姑は
恥蓮するガイドライン/2-1主軸の共同化

2-2協EJI化した施投計白

●小規模敷地での駐車場について

●住宅系施設での駐車場について

- 協定､ガイドライン通り住戸数の7割の自前駐

車場の確保を指導している｡

●隔地駐車場について

-以下の条件を満たせば隔地駐車場を認めている｡

(1)原則自己所有とする｡

(借地承諾書があれI封巨所有でも可能とする｡)

(2)隔地駐車場と建物敷地との距離は徒歩圏内と
する｡

(3)駐車場施設の有無は問わない｡

改 良 運 月弓基 準 の 考 え 方

1.r施設立地状況を見据えた段階的な駐車場の確保を行う｡』

● (1)現段階 ; 隔地駐車場の許容､暫定的土地利用による駐車場の確保

施設立地が半数に満たない段階では隔地駐車場を許容し､TCの早期熟成という目的から自前駐
車場によって1階部分の脹わいが途切れることのないようにする｡

また､当面の施設計画が無い敷地では敷地相互に協力し､駐車場としての積極的な暫定淵 り用

を行う｡

(2)第2段階 ;共同小笠と黄楊の誘致

施設立地がある程度充実し各ゾーン･街区の動向が見極められる状態になった段階で､ゾーン毎

に共同化駐車場の設置を相互に検討 ･実現する｡

一 隔地駐車場の許容基準

(1)敷地規模等による許容の目安

以下の敷地規模の敷地や前面道路に対する間口の狭い敷地で､前面道路の賑わい形成上隔地駐車場

が望ましいと判断されるものは隔地駐車場を許容する｡

･住宅系施設 ; 敷地面鏡 約300Ⅰ丘以下の敷地

･非住宅系施設; 敷地面陳 約200Ⅰ庁以下の教場
(2)原則自己所有とする｡ (借地締 書があれば非所有でも可能とする｡)

(3)隔地狂車場と建物敷地との呈巨雛は徒歩圏内とする｡
(4)昆車場施設の形態は問わない｡

( 共同化昆車場の検討 r実現

共同化駐車場の設置はTCの街づくりの最重要課題のひとつとして行政 ･民間一体で取り組み､民間で
の設置については開発推進協議会 (地経者)や町内会 (テナント等)において r検浜市監事場整備融資｣

｢共同駐車場整備促進事業｣といった公的補助制度も積極的に検討していく｡

YAMATERm JNGCABIN◆
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現 25王事巴ま聖･壁 塑 撃 駐車場確保状況敷地規模 総敷地数 隔地保有敷地数 日前駐重台数 隔地駐車台数 自前駐車率■隔士畦 車率 ー 横 浜 市 馬主車 場 条 伊rJ(駐車施設の附匿の特例)

(m2, E (㈹ f (件) E (台, i (8, l (%) l (%,～100( -149) 14 12 6 57 9.5'≡≡灘 至…妻∋喜200(150-249) 9 7 20 71 21.9 ≡…墓室圭≡訂…老妻≡妻≡≡≡≡下妻300(250-349) 1 1 3 12 20.0 崇垂範 ≡珊 凱 o粂 第4条から第6条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は,その建築物の構造又は敷地の位置,規模等により,市長が特にやむを得ないと認める場合において払 その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置しないことができるoこの場合において,当該薪重文は増築

400(350-449) 2 1 27 6 81.8 18.2 若しくは用途変更をしようとする者は,その建築物の敷地からおおむね200メー ト

500(450-549) 4 2 83 9 90.2 9.8 ル以内の場所に駐車施設を設けなければならない○

1000(950- ) 8 1 230 53 81.2 18.8 2 建築物の新築又は増築若しくは用途変更をする地区又は地域の地形,交通事情等

合 計 l 38.r 23 日 369 1 208 1 63.9F 36.,･ 敷地規模300m2以下では､隔地駐車率が高い0400m2以上の敷地規模で隔地駐車が発生している原因としては､商業床から発生する付置義務台数が影響していると思われるo●非住宅系他 車場確保状況 (屋外駐車場､仮設事務所は除く) からして,第4条から第6条までの規定により建築物に附置しなければならない駐車施設を2以上の建築物のために一団として設けることが合理的であると認められる場合において,その駐車施設が規則で定める規模以上となるときをも 当該建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする著は,第4条から第6条までの規定にかかわらず,その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置しないことができる03 第4条から第6条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途-

敷地規模 総敷地数 隔地保有敷地数 日前駐車台数 隔地駐車台数 自前駐車率 隔地駐車率 変更をしようとする者が,その建築物からおおむね200メー トル以内の場所におい

(rT17) (件) (件) (台) (台) (%) (%) て,法第10粂第 1項の規定により都市計画として決定された路外駐車場を建設する

～100( -149) 7 6 2 28 6.7 王室≡≡≡軒3妻Liぎ≡妻蔓3… 場合は,その建築物又はその建築物の敷地内に附置する駐車施設の駐車台数を,第

200(150-249) 2 1 3 3 50.0 圭妻漆 ≡帖 妻をjQ≡ 4灸から第6灸までの規定により算出した駐車台数からその路外駐車場の駐車台数

300(250-349) 4 0 39 0100.0 0.0! 喜33 濫 54…許 4 0 40 0 .00 0 の2分の1の範囲内において規則で定める限度の駐車台数を控除した駐車台数とすることができるo

600(550-649) 1 1 0 13 0.0 100.0 4 前3項の規定により駐車施設を設けようとする者は,あらかじめ,駐車施設の位

700(650⊥749) 2 1 20 13 60_6 39.4 置,規模及び構造について市長の弟認を受けなければならない○東認を受けた事項

800(750-849) 1 1 0 14 0.0 100.0loo°-(1050-) 13 0 2187 0100.0 0.0% fT l 34F 10 lI 229l l 71 1 974 3.'0' 軌 地 検600m2以上で隔地駐車が発生しているのは､第1地区の地下鉄高架下利用の敷地によるもので一般的な敷地では200m似 下の敷地規模にしか偏地駐車が発生していないことになるo を変更しようとするときも,また同様とする○
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ヽ

_馬主車 場 建 設 の た め の 商虫醤 幕リ度 及 び 補 助 寄り度 ー共 同 駐 車 場 整 備 促 進 事 業l諾 讐 竺忌芸芸IB霊芝荒.,晋豊 省抑JtRして別 するEEM Tli害悪害芸書芸差益議 だ嘉票 冨買主妄笠監書芸互 蛾 相 即

対 象 と な る B ヰ 鳩 融 資 等 の 内 容 問合せ先

境浜市駐車場を fI BL音 30台以上の一時預かり又は月操駐車場を連投する場合 (藩葉物に限る) 由実阻定額 :8億円刺 .率 :年3.20%(8年5月28日現在)JXjZ期間 :20年以内 (5年据置) 軒有計画

局B単項mtO45-67ト4052 2.霊宝芸豊芸害芸,市井楓 州 別 脚 であること. -N -l~ー脚 ≦ キ察垂:芸霊宝芸孟…岩冨監禁 三三三三.Rlで糊 して行うものであること. ,,::昔 黒 :

横浜市共同住宅位乎鳩設置資金恥資 延宋面積1.OOOTJを超える共同住宅を新築する事業で.敷地内に駐車場を設置する場合(青空駐車唄を除く) 飴莞限度額 :工事色別毎に300万円以内/台 伽蟻浜市建集助或公社軸1■045-461-3805

利 率 :年3.40%(8年4月8日現在)舶 期間 :28年以内(分註住宅は2年以内一指舶 ) ･1珊 肇潤 一. ぺ■;腐 搬 入石TJ′-l■T4(1),P…蓋芸喜蓋重量……:::∴ こに軌て糾舶 泣肘 る. 萱_感 鮭 .-A500 事業者Eg 市･ 四

横浜市り シ 1ン管理組合向け駐車場整備融資 市内マンション菅産経合所有の臣事頓の新設.相投･補修工事で.住宅金飴公庫のマンション共用部分リフォームロ-ンを利用し,なお資金不足の場合 触覚阻変額 :①300′台×台数⑦(建設絵絹の90X)-(公呼触賢榔①と②のどちらか使い方利 率 :年3.40%(8年4月8日契在)戊遭期間 :15年以内

秩浜市産業開発資金敵資 市及び事業Elが.企画立峯段階から鮭統して指導した中小 .中堅企業の開発事業により盤備する駐辛施設及び設軌 こ要する土地 息資限度鎖 :予算の範盟で特段定めなし利率 :無利子及び年1.50%(8年4月1日現在)併題期間 :15年(据置期間3年含む) 経済局産業振興訣tO45-

671-2592 ｣ 5/6gF丑昔 日′6椛肋al

横浜市商店街共同施設整備 商店IB振興組合法又は中小企業等協同組合法に基づく又は準ずる商店街が整備又は改修する来街着 助成率;25%以内 辻堆取得衰限度# :500万円 は除～…経済局産業立地指導担当tO45-671-383% 一 博 浜 市 駐 車 場 整 備 南虫資
ライブタウン整備事業 ライブクウン整備事業の指定を受けた事業者が策定した計画に基づき髭備される来街着用駐早場 助成率‥35%以内 tE地取得苛限度額 :5.000万円 -.は除く妻 ≡近年.甘心田的 しめとする正午iA不足は深有Jな交通渋清を招くなt.大きな社会間革 …8CE円 (糾討たとなるiI投Iの80.以内又は幸7tの台当たりさ榊 価に古づくすtE等≡となっております.その対策として.民何Ji暮iAの鵬 を促iIするため.拙W1Eを書J蛭 ≡ Xq}=以円か､すTLか延いtL)

※中′jvl､売商業垢 助成率 :25%以内興法等適用の場合 限度額 :7.500万円

≡しております. 妬む染抜は.Eは暮jE会の舟黒に毒づきBCt円かつ約をFRBr(こ脊市がfe注します.≡これによりjI持交iaQ)円滑化を固リ.市民生活の安全性や利便tEを確保するとともに,≡沖市tt能のJt持及びqf卦こ苛与しようとするものです. 喜☆別事と退諌≡朗 利手 等2.7%因定金利(境Z細 中2.日も)【平成8年ー0月25巳現在】≡

蟻浜市中小企業団休共同施設 中小企業団体の組辛掛こ関する法乱 中小企黄等協同組合法.商店街振興組合法に基づく法人が整備 助成率:15%以内 生地取得貞 経済局産業坂興課限度額..300万円 は除く… ☆Jはを責けらrLる桝 iI … 栄紙 価'舶 甜JBiA,ml脚 lW Zilp脳 室

垂備助成事業 する駐車場 暮045-67ト2569 喜30台以上の一時加､リ又は月昏桝 tAをj和する14台で王摂動であるもの 更務讃鮒 脚≡退所剛 20年以内(5科畑の据正W.1を含t;)☆お汁の村JtとなるX用 書退京方忘 元利均閏 月仇ilHiitの対Aと1'LるI用は.J154対JL事兼にFするJt用とします.ただし,次の攻E)に転≡当するものは,Bitの対" 用から除きます. kはに的する=XT.1は?妻(日用粒の取得欝に要した天用 枕浜市m ZtiB席捲閉 脚 JJ対脚≡(2)滋粥 転剛 区外において.盲7t店.マ-ケツ ト.退行.正技朋 を業とする香水 ℡045-671-3854.4052… 当!相投のためにtiIするti事q部分のZEEMに某するX用

-共 同 性 早 場 次のすべての要件を満足する駐車場①駐車場整備坤牢._ー帝筆埠革異性嘩単帝菓坤牢内 助成率 :共同駐車場整備事業党の1′6.(Eg1′12.横浜市1′12)(おおむね謝 台を限度とする)EDO 都市計画局駐車場対策課7045-671-4052

整備促進早業断 ち亨東 学節の予算措置のまつrf=め .事業着手≡･洋 で に時間がかモ娠 す .

②おおむね4haの地区内でユ0 人 以 上の地権者等が共同で筆項するもの

③駐車場法に基づく届出駐車場で.かつ=革帯や?9駐車台数が50号払上④助成されないと経営が囲穀であること⑤周辺路上駐事の解消に寄与するもの
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⑥ 界隈性の創出について

現 行 の 連 日弓

現 才子 ｢街 づ < LJ協 定 ･
プブイ ド ラ イ ニノ｣

⑳ 建物形態

【12】意匠

建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを創

り出すように工夫しましょう｡
ガイドライン (P.24)

界隈毎に協調化したデザインにより､
一体的な通りの個性を演出しましょう｡

(ガイドライン15-1)

協調化デザインの考え方
ガイドライン2-2の敷地の共同利用と同じですが､それぞれの

敷地で別々 に梅吉受建設を行う場合でも､隣り合った建物と協調
して計画することで一体的な計画とすることが出来ます｡

との方法も､地椅者の皆さんが話し合いを行い､協力すること
から始まります｡

隣同士､通り毎､ブロック毎にまとまって話し合いを進めま
しょうO

対象/通り､界隈に面するすへてのhE･投
ガイドライン (P.29)

界隈毎の統一感を出すため｢界隈色｣の
導入を検討しましよう｡
(ガイドライン18-2)

界隈色は､通り･街区毎(界隈毎)に萎調色や､建物の2階以下
の壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するた
めに､色相の範囲や明るさなどを取り決めるものです｡

対象/すべての施設

ガイドライン (P.

質の高い魅力的な看楯で､建物の個性､

界隈の個性を演出しましょう｡
(ガイドライン20-2)

■界隈の個性づくり

通りのまとまりのある個性化のために看板の設置に際して以
下のような方法があります｡
●取り付け位置を揃える｡
●大きさを揃える｡
●色彩を揃える｡

●素材を揃える｡

●同じマークを使用する等

対象/すへての施王受

33)

●界隈性の創出について

改 良 運 用 基 準 の 考 え プチ

1.r施設立地状況を見据えた段階的な街並みの特徴付けを行う｡』

● 施設立地がある程度充実し各通り･街区･ゾーンの動向が見極められる状態になった段階で､商店会 ･

町内会の組織化を図り､通り毎 ･街区毎の特徴付け･界隈性の創出を図っていく｡

■ 通り毎 (街区毎)の賑わいの創出､特徴付け

･バナー､オーニンク等付属物

ex)バナー用フックの取付けの徹底､形状 ･色の統一 etc.
･植栽計画

ex)フラワーバスケット･フラワ-ポットの統一､植種の統一 etc.
･色彩計画

ex)シンボルカラーの使用､建物 (低層部)色彩の統一､付属物色彩の統一 etc.
･照明計画

ex)照明演出の統一 etc.
･ネーミング

ex)シンボルカラーによるネーミング､植種によるネーミング etc.
･業種､業態

ex)特定の業種 ･業態の誘致による特徴付け

■ 民間施設用サインの設置

･通り(街区)入口敷地での設置

･サイン塔､壁付きサイン等のデザインによって通り毎 (街区毎)の特徴付けを強める｡

YAMATERJUAll帖CABlN●
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<ゾーン毎･通り毎の特徴付け>

●ゾーン毎の考え方

∩)シンボル広場･駅前広場ゾーン

･ 両地区の顔であり玄関口となるゾーンとして建築形態を含めたデザインコードによる特徴付け｡

･ 4mセットバックによる回廊､ランドマーク､アイストップを意識した建築形態やシンボル広場の緑

と呼応するような立体緑化､バナー･オーニングによる一体感等によって特徴付ける｡

(2)シンボル道路･核的複合施設を中心としたゾーン
･ シンボル道路 ･核的複合施設を中心としたゾーンの特徴付けを行い､セール等のイベント時にはシン

ボル道路を中心にゾーン全体で一体的な展開を図る｡ゾーン全体の特徴付けとしてはシンボルカラ-や

各付属物などを統一する｡

(3町内会･商店会毎の特徴付けを行うゾーン

･ 町内会･商店会にあわせた特徴付けを行いながら回遊軸となるペデや道路によって横の繋がりを持た

せる｡

●通り毎の考え方

(1)シンボル道路

･TCの中心的通りとして建築形態･色彩などの意匠や付属物や植栽などを含め特徴付けを行う｡付属
物やシンボルカラーなどについては､シンポノ雌 各･核的複合施設を中心としたゾーンー全体の特徴付

けにも用い､ゾーンの一体化も図る｡

(2)TC内回遊通り
･TC内の匝遊動線として各商店会や町内会を繋ぐ連続した特徴付けを行う.
出入口には民間施設用案内サインを設ける｡

(3)TCの内外を結ぶ通り

･ シンボル広場ゾーンとTC外を結ぶ通りとして統一された特徴付けを行う｡
･ 出入口には民間施設用案内サインを設ける｡
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討 第 1回- 検- 委員会

港北ニュータウン･タウンセンター地区

街づくり協定の運用に係る検討

第1回 検討小委員会
97年 2月19日 (水)10:00-12:30

街づくり館 ファンホールにて

圭 巨象言

1.小委員会資料

運用状況と改善の視点･方向性

① レベルの違う2つ以上の道路･ペデに接す建物の1･2階の取扱い
② 2階部分における十郎住居利用について
③ 住宅可能区域外での住宅導入の可否

④ 看板等付属物の取扱いについて

⑤ 壁面後退部分のしっらえ

⑥ 暫定利用時におけるベデと宅地のレベルの取扱いについて

⑦ 小規模宅地における駐車場の取扱いについて
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-.r緋 ニユ-タウン.タウンセンタ-地区 街づくり協定の運用に係る検討 朗 - と韓 の鮎 .方向性 第掴 -2

I1】1J ①レベルの違う2つ此の萌.ぺデに接する軸の1.2Fの粗い(矧こ共同偶)

1.間 是亘点 3.言亥当 街 区 ｢同一敷地内に 1.5m (階高の半分)以上の高低差の生じるエリア.敷地｣

●同一建物での複数港接道 関連ガイドライン (P6) 〔第1地区〕 〔第2地区〕

賢等 薫蒸 ください○ 芸Jに ≡) ;警 ススタデ.エリア 熱 雲荒 諾 ,C完 呂;ニ警

2.こ れ までの 運 用 イ列 4.改 善 の 視 点 一方 向 性

】】】】】li]1l ⇒ ● 全ての道路に対して2Fまでの非住戸利用になるよう指導o事例 (第1地区 8-18-喧XZ))
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討 運用状況と改善の視点 .方向性 第1回-4
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緋 ニュータウン.タウンセンター地区 街 づ く LJ協 定 の運 用 に係 る検 討 - - と鰭 の鮎 ･}f向性 第1回-5

②2脚 に射る瑠備利用について(特に裏通旺外て)

1.間 是頁点

●緩和の方向性の有無 関連ガイドライン (P6)

:I,}l-:良好な商業.業務施設立地のためこ--_i:J'て毒､1㌔鎮_fl-
住居は3階以上に設けるようにしてくだ水島を

(ガイドライン4-2) TJ接憲

通りに面した1ヾ2階部分は､通りの賑わいづくり上重要であ

しよう.

て

_rl..r1../.:;鰯 点 輩～ 1.2階部分は賑わい施設を設けてfJ/I
-=t::i.-Lト-,;.jl祭 将 iT.:7-;, ください.

2.こ れ ま で の 運 用 伊rJ

●1階の住宅設置J不可
●2階の住宅設置-原則不可

但し､地腹者からの申出に対しては個別に協定運営委員会に諮る｡

4･改 善 の 視 点 ･方 ｢句 性

③住宅可能区域外での住宅導入の可否

1.間 是喜点

●現在の経済状況下から住宅可能区域外での

住宅導入要望が多い｡

●施設付属従業員宿舎の扱い

･病院､消防署､警察署etc.宿舎 ･宿直･仮
眠施設

･店舗 (コンビニ､パチンコ店etc.)従業員

宿直施設

関連ガイドライン (P6)

住居の 計画は 住居配 置可能地
計画出来るもの とします｡
(ガイドライン4-り

タウンセンターは港北ニュータウンのセンターであると同時
に､横浜市北部地域のセンターとしての役割も期待されてい
ます｡

そのためには､商業施設や業務施設を集横させることが大切で
すが､港北ニュータウンにおけるバランスの取れた街づくりも
考慮し､タウンセンターには約1万人の定住人口を計画してい
ます.供絵処理施設等の基盤施設も､この人口計画を茎に造ら
れています｡
タウンセンターの中心部分は､街の核にふさわしい商業業務
系の施設集横をはかる必要があるため､住居の利用は中心部
以外の街区(住居配置可能地区)で行いましょう｡

対象/住居配al可能地区(右図参照)

2.こ れ ま で の 運 用 伊lJ

●住居配置一不可

住居配置可能地区設定の背景

(1)T.C.マスタープランのコンセプト(商業 ･業務施設の高集積による横浜市高lJfB'亡の位置づけ)

(2)皆で話し合いを重ねて作ってきた ｢街づくり協定｣だから自分たちで守るのが大切

(3)人口計画の順守
(4)〔申し出〕 〔ゾ一二ンクつ 〔換地〕といった段階的経緯での合意
以上の背景から住居配置可肯跳1区以外の住居設置は認めない｡

4.改 善 の 視 点 ･･方 向 一控巨

YAMAltRm lPGCABlN●



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定 の運用 に係 る検討
運用状況と改善の視点･方向性 第1回-6

④看板鮒属物の頓用こついて

1.間 是喜点

① 屋上広告物の扱い

② 窓面広告の定義･緩和の方向性の有無

③ 立て看板･桃太郎旗 (職)の扱い

④ バナーの扱い

関連ガイドライン (P31)

,lJエリア別看軌 広告物等設置基準-:+=S:詰 .∴ ㌧

■共通項目
●屋上広告窓面広告野立広告板は禁止します｡
●自家用看板に限ります｡
●蛍光塗料､点滅サイン(ネオン等)は禁止します｡
●赤黄色の面的使用は禁止します｡(交通信号､緊急時の表示
に優先使用します｡)
●3FtEi以上の高さに付く看板･広告物の色彩は彩度を低く抑え
ます｡(マンセル色度表示による最高彩度の1月までの彩度と
します｡)
●看板の設置にあたっては､表現取り付け方法について､街
つくり協定運営委員会と協議してください｡

2.こ れ ま で の 運 月弓伊lJ

① 屋上広告物の扱い

⇒ペントハウスの広告利用を指導するが既に出現

② 窓面広告の定義･緩和の方向性の有無

③ 立て看板･桃太郎旗 (帳)の扱い

ヰ全面禁止だが既に出現

④ バナーの扱い

事例 (第1地区 8-31､32､25⑥)ヨネヤマ･プランテーション

⇒ 1.店名･ロゴマーク等が表示されているものは､協定上抽看板とみなす｡

2.店名･ロゴマーク等が表示されていないものは､次の条件を満たすこととする｡
① 旗の最下端から歩道面 (地盤面)までの高さは2.5m以上とする｡

② 旗の材質は劣化しにくいものを原則とし､劣化した際はすぐ交換する｡

③ 将来､商店街としての利用が考えられた場合､梗薩的にその利用を図る｡

④ 道路に突出する場合､突出幅は歩道の通行可肯削高員の1/2以内かつ1m以内とする｡
⑤ デザインについては協定運営委員会と協議する｡

⑥ 道路占用許可･屋外広告条例の内容に合致する｡

4.改 善 の 視 点 一方 向 性

YAMATERm l帖 CABlN●



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用に係る検討 - - と- の鮎 ･方向性 第1回-7

●TC.現況看板･宜鍋等の現況整理

2.窓面 広 告

1~ テナン

●ガイドライン

･全面禁止

●現況･問題点

(1)テナント募集広告

(2)テナント名､宣伝広告

●評価と方向性

3.壁面弄り用広告

一一時設置の広告幕を含めると面積超過 店舗デザインによる広告効果

●ガイドライン

エリ71 シンボル広場 ･釈広周辺

･建築壁 1両につき壁面額のl/10以下､

かつ絵許容面境-60Er以下

エリア2 シンボル道路沿い

･壁面頓の2/10以下､絵許容両横-60Ⅱf以下

エリア3 その他

･壁面横の3/10以下､抵許容面積-60Ⅱf以下

●現況･問題点

(1)建築壁1面の解釈
(2)一時設置の広告幕の扱い

(3)要屋根上の看板は壁面利用広告扱い

(4)字体のみによる看板の面積

●評価と方向性

YAMATERm 榊3CABIN●



緋 ニュータウン

'L_LJr.III_
･Iqr

タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用に係 る検討 運用状況と改善の視点･方向性 第1回-8

●ガイドライン

エリ71 シンボル広場 .駅広周辺

･禁止

エリア2 シンボル道路沿い

･出幅1m以内､高さ 2.5m以上3階床以下

エリア3 その他

･出棺1m以内､高さ 2.5m以上建物高さ以下

●現況 ･問題点

･テナントビルにおけるテナント表記面積不足

に不帝あり

一 志面広告の発生が予想される

●評価と方向性

5.独立広告塔

壁面後退部分での通行障害となる独立広告塔

●ガイドライン

エリア1 シンボル広場 ･駅広周辺

･禁止

エリ72 シンボル道路沿い

･禁止

エリア3 その他

･高さ10m以下

●現況 ･問題点
(1)壁面後退部分での通行障害物化

●評価と方向性

夜間内照型･ライトアップ型 ･液晶等 - ネオン電飾扱いか｡

赤 ･黄色の面的使用 - 使用要望有り｡緩和の方向性はあるか｡

通り､街区､エリア毎の性格付けによる細かな指針が今後必要か｡

チェック抵構の在り方

現在 GE芸芸霊芝冨芸票 警賢 については]というかたちで街づく｡行為届け以後｡再協議を依頼

-イメージの共有化の徹底? or数値化の敢底?

YAMATER_N刺IrGCABlN●



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討 嗣 糊 と鰭 の鮎 坊 向性 第1回-9

⑤師脚 分のしっらえ

1.間 是巨点

①壁面後退部分の付属物設置

-固定物 (看板支柱､チェーン付き車止め)

が歩道状公開空地上に設置されることによっ
て通行が妨げられる｡

②自転車置場等の暫定利用

-壁面後退部分やポルティコが暫定利用的に

自転車置場や自販綴置場などに使われる可

能性が高い｡

-更に暫定利用が将来的に最終利用になって

しまう可能性もある｡

関連ガイドライン (P17)
■壁面後退部分のしっらえ

床のレ′くル

+壁面後退部分2rnのうち少なくとも1mは歩道と同じレベルで

整備し､歩行者のための空間づくりをしましよう｡

+残りの部分は建物へのアプローチ(階段やスロープなど)と

して使用したり､レベルを違えることも可能です｡

話芸

●歩道と同じレベルで整備した部分は､前面道路の額装材との

素材や色彩の調和を考えましょう｡

壁面径退部の管理

●歩道と同じレベルで整備した部分には､通行の妬けになるよ

うな看板や自販機等はせかないJ:うにしましよう｡

●歩行用以外の壁面後退部分は.緑化や街角広場整備など街の

脹わいやうるおいづくりになるような工夫をしましよ う.

2.こ れま で の 運 用 イダリ

① 壁面後退による公開空地部分の付属物設置 ⇒ 庇 ･独立広告塔 ･ゴミ置場etc.位置 ･大きさ･出幅

によって適宜指導

事例 (第1地区 8-I-②㈱ 住梯 子港北NT支店仮店舗 I

紬 Twko旦tlIfi,,iI1SS駐 1ll1"i日!L-iZE

F. P宗t,(… 一
r'rbU1 喜E璽 讐

洋 二 ｣出 一一一iII

独立広告塔;出幅について敷地内 ㊨

lI転 i文事に納まるよう要請 ≡～母t J=地' i盤も豊)_⑨
1Li

､甘-〟凪 監⊥~一 ･._ a■--1L

4･改 善 の 視 点 一方 向 性

⑥暫定利用時におけるぺデと宅地のレベルの相川こついて(工事費との関連等)
1.間 是喜点 ､

●ベデレベルに合わせた宅地造成

J暫定利用に係わらず開発行為となり計画が

長期化

-ペデとの一体的な計画は難色

2.こ れ ま で の 運 用 イタIJ

⇒ 暫定利用として緩和

関連ガイドライン (P16)
■蟹面後退部分のしっらえ

床のレベル

前面のシンボル広場の高さに合わせましょう｡

天井の高さ

隣接する建物の壁面後退部分と合わせましょう｡

舗装

シンボル広場の舗装材との素材や色調の調和を考えましょう｡

使い方

通行の妨げになる､看板や自動販売機等は書かないようにし

ましよう｡(ワコンなど臨時に設置するものは除きます｡)

対象/シンボル広i8周りの敷地

郭 lJ(第2地区 9-26-0割 セ ン タ - 南 駅 前商業施設 (仮称)

i -㍗ -r i ; E】 il lj｢一~~..一一_____!_一

宅地造成iまそのまま 卑 0 ....... コ G叫 遷毎 二‡寄 手 ザ湾 口 Jt

｣ ≧.I:;;:読 /,:;lJ'-..lltuo.告ぎ ⊂ユ【コ∴ oD ≒ 腰 D@智 q'xJ' -GJr' □ 亨- 豆証-
/ U

如-l= ■こも㌻-千 ..二一一一ナ竿===三と----打前 t虹.堤邑=ご 引上も:■-二二｣ -_-⊥-----山ムJ
1ll'6-A′芦酸.A■＼J-｣ ｣_一二_.,止､二二一一JL_⊥-rl-トー-千

4.改 善 の 視 点 一方 向 性
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雛 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定 の運 用 に係 る検討 第1回運用検討小委員会 議鞘 第1回-10

r第1回 潮 ヒNTITC･｢街づくり協定｣運用検討小委員会
日時:97.02.19.(水) 10:00-12:30

於 :街づくり館 ファンホール

(出席) 徳江 義治 協定運営委員会副委員長
飯田 恒雄 //

金子三千男 委員

栗原 貞夫 /′

(事務局) 横浜市 :続橋氏
公団 :大墨氏

KTC :米山氏､秦野氏､水谷氏
YPC :菅､石原 (記)

1.開会のあいさつ : 徳江副委員長

2.資料説明: 菅､石原 (別紙)
【2階における一部住居利用､住居設置可能区域外での住宅導入】

【小規模宅地における駐車場の取扱いについて】

【看板等付属物の取扱いについて】

3.質疑

【2階における一部住居利用､住居設置可能区域外での住宅導入】

(金子) ●計画人口が設定されているが､現況を見ていると満たないように思う｡ (NT-22万､TC-1万)

当時アパマン地区として想定していたファミレス等になっている｡人口定着が大事なのでは‥0

(徳江) ●3階以上の住居といっても2Fのテナントも入らないのが現状｡

(金子) ●エリアによっては妥協してもよいのでは｡例えば ｢内濠･外濠｣で2階住居を認めていくとか｡

(徳江) ● ｢ここだけは2階住居配置はできない｡｣というぐらいにした方が良いかもしれない｡メインは

どこかということが問題になってくる｡人通りか｡有効幅員か｡

(金子) ●広場に近い方がメインでは?(内濠･外濠)

(飯田) ●ガイドラインを変更した場合､既に建ってしまった建物はどうなるのか｡

(徳江) ●そもそもTCの原点は､ ｢香港のようなフトンが通りに出てくるような街にしたくない｡｣とい
うことだったはず｡

(金子) ●住宅の方でフトンを出させないようにする方法もあるのでは｡

脇田) ●フトンを表に乾さない協定をつくっては｡

(金f) ●計画人口をオーバーさせないために住居設置可能区域を設定したように思う｡現況を見ていると

オーバーすることはあり得ない｡シンボル広場沿い以外は2Fまでいいのでは｡

飽和 ●テナントがパッと埋まるような状態ならよいがある程度の緩和は必要なのではO

脇田) ●住居設置可能区域外での住宅導入については緩和ということか.

(秦野) ●｢ワンルームはダメか.｣という問い合わせが多い｡従業員宿舎もかつて議論 (15000人の枠)

されていたのならその方向で緩和基準を検討する｡

聴江) .住居 (②2階における一部住居利用､③住居設置可能区域外での住宅導入)については､ある程

度妥協するエリアを示してもらうようにして今後の議論にしたい｡

飯田) .住居設置可能区域の緩和案の理由･システム (e上c.容積率等を用いた係数)を明確にしてはしい.

【小規模宅地における駐車場の取扱いについて】

(徳江) ●隔地駐車場については認めてもらいたい｡協定運営委では便法上念書の手続きを取らせているが

実際問題としては隔地にならざるを得ない｡

【看板等付属物の取扱いについて】

(秦野) ●広告の話に移りたい｡ミサワ (第1地区)の屋上広告物について不調という結果になったが､4
面のうち2面にするなど多少ガイドラインの主旨は汲んではもらった｡

(金子) ●窓面広告はあってもよいのでは｡守れないルールはあってもしょうがないのだから｡壁面広告物

の60nf以内という基準は建物の大きさによっても違うのでは.

(飯田) ●広告について基準があるのはそもそも何故か｡

(大墨) ●美観上であろう｡多摩NTなども途中から基準を変えている｡

(金子) ●あるタガがあれば自由にしてもよいのでは｡

事例紹介: 秦野 (別紙)

e)東急 (2地区):屋上広告物､エリア等違反計画を要望o

･〃ティ*-シ門1(1地区):赤･黄色の面的使用､営業広告等要望.
徳江) ●｢シンボル広場沿いについては住宅禁止の代わりに夜間広告の緩和をする｡｣などの発想の転換

が必要では｡駅前は若者の集まる街をイメージしたい｡

(飯田) ●ネオンもあってもよいのでは｡

(秦野) 蛋広告物･看板についても事例を用いて (東急)検討致します｡

(大墨) ●3月位までには小委員会としての見解を出しておきたい｡

(飯田) ●緩和の場合はどこまでか｡

(秦野) ●協定は順守｡ガイドラインの範囲内での緩和ということか｡
(大墨) ●緩和にともない基準の目的･意味を-ツキリさせたい｡

4.閉会のあいさつ: 徳江副委員長

次回 3/13(木)14:00- 街づくり館にて

【看板等広告物について】

【住宅利用について】

YAMATER_仙 川GCABIN'



緋 ニュー タ ウン
タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討 第2回運用検討小委員会
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港北ニュータウン･タウンセンター地区

街づくり協定の運用に係る検討

第2回 検討小委員会
97年 3月13日(木)14:00-16:30
街づくり館 ファンホールにて

巷 巨象言

I.小委員会資料

③ 住宅可能区域外での住宅導入について

② 2階部分における一部住居利用について

④ 看板等付属物について

資料 ケ-ススタディ
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用 に係 る検討 ケーススタディ･鰭 の鮎 ･加 性 第2回-2

②2F掛こおける-#僻利用について

4.改 善 の 視 点 ･方 向 一性

<前回小委員会での緩和の考え方>

｢内濠･タ憶 と分けた中で外濠の緩和｣

rメインストリートに対しサブストリートの緩和｣

<現 況 住 宅 分 布 >

●幹線道路沿い;専門業者によるマンション事業

-｢1戸でも多くの住戸を入れたい｡｣
+TC.中心部;自己所有ビルが多く住戸を特別多く棲んでいなt､

宅地も多い｡敷地晩膜や共同化によって上階はマ

ンション化｡

1.南北幹線道路沿い

の緩和

●専門業者によるマンシ=ン化

傾向が強く､周辺ア巾ン地

区との調和という観点か

ら緩和｡

●既存宅地から文句が出な

いか｡

2.TC.中心部での緩和

●幹線道をTC.の顔と考
え中心部で緩和｡

●但し､シンボル道路沿い

は対象外｡

●1Fが駐車場､2F以上が住戸となってしまうと通り
の脹わいが生まれない｡

3.地形上問題のある宅地
のみの緩和

●前面道路の高低差が大き

いなどの問題からB1F

(基準法上)を接道管とし

て店舗等賑わい施設を配

置している場合は緩和｡

●但し､BIFは階高の

1/2以上地上に顔を出

すこと｡

4.景観的配慮による緩和

●2F部分の外観をlF

(店舗階)のデザインと

揃え､見かけ上1･2F

の非住戸利用になってい

れば緩和｡

5.現行通り

●一切の緩和はせず､最悪

の場合は景観的配慮を指

導｡不調もあり得る｡

YAMATERm l帖 CABlN●



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街 づ く tJ協定 の運 用 に係 る検討 ヶーススタディ･改善の視点･方向性 第2回-3

④看板新属船について

4.改 善 の 視 点 一方 向 '性

<前回小委員会での緩和の考え方>

｢守れないルールはつくらない｡｣

｢壁面広告物の総許容面積60Hfは建物規模によっては小さすぎる｡｣

｢シンボル広場沿いについては住宅禁止の代わりに､夜間広告の緩和をするなどの発想の転換が必要｡J

｢駅前は若者の集まる街をイメージしたい｡｣

｢ネオンもあってよいのでは‥. ｡｣

｢横浜駅周辺地区に負けない集客力をつけたい｡｣

<方 向 一性 >

1.r協定の改訂は無し､ガイドラインによる緩和』
-- 現行の ｢街づくり協定｣は変更したくないが､その範囲内でのガイドラインの変更は止むを得
ないとし､緩和と同時にイメージの明確化を図りたい｡

2.rエリアの考え方の見直し』
-･- 最も基準の厳しい 〔エリア1.〕については､TC.の集客効果を制約しないよう 〔エリア2.〕
と同様の基準とする｡

3.rェリア毎のイメージの共有化』
-.･･屋上広告物やネオンといったそれぞれの広告形態をェリア毎のイメージに合わせて整理する｡

4.r低層部､中高層部の基準の分割､低層部の積極的緩和』
･-- 低層部については通りの賑わい形成上積極的に緩和し､バナー･オーニンク等の脹わい装置を
積極的に誘導｡中高層部については ｢乱広告の禁止やTCの品格の確保｣等最低限の基準を徹底｡

5.r総許容面積60m2の廃止』
･･････壁面利用広告物の総許容面積60nfは廃止し､壁面槙割合のみの基準とする｡

<看板広告物形態別イメージ>

屋上広告物 - 基本的に禁止oペントハウス利用を誘導o通りの景観に品格をム

但し､幹線道路沿いは自家用 (テナント含む)のみの緩和の余地ありかoまた､看板以外

の工作物 (ポーリングのビン､自由の女神etc.)はどう扱うかo

壁面利用広告物 - 総許容面積60Ⅱfは廃止o低層部と中高層部の壁面瞭割合の区別や文字だけの表記といつ
た設えのルールによって現行ガイドラインのイメージ踏襲o

抽看板 - 中高層部は現行通りの通りイメージを遵守o低層部についてはバナーと同様の脹わい

装置として複数カ所設置等の緩和かo

独立広告塔 - 歩道状公開空地確保等の新ルールが必要o

窓面広告 ･..賑わい装置として 低層部に限り緩和○

バナー､ - 賑わい装置として奨励○道路突出部分については新基準 (H≧2.5m､W≦1m)杏
オーニング ルール化○

野立て看板､ - 野立て看板については暫定的なものとして許容o

置き看板 - 歩道状公開空地確保等の新ルールが必要か○

赤､黄色の面的使用 - 協定通り3階以上は彩度抑制かo

ネオン等 ∴ 点滅型のものはシ油拡場 .シン糾道路.駅前広場周辺の低層部のみ緩和かo

その他 ･.. シンボル広場 .駅前広場周辺ではオーロラビジョンやからくり時計等のラSF｡マーク

YAMATER_ANqlrCCABIN●



緋 ニュータ ウ ン ･タ ウ ンセ ンタ ー地 区 街 づ く り 協 定 の 運 用 に 係 る 検 討
ケーススタディ･改善の視点･方向性 第2回-4

<エ リア毎 の看 板 広 告 物 の イ メ ー ジ>

･エ リ ア 毎 の 看 板 広 告 物 の イ メ ー ジ

I1. 鷲.!7I 繍 I.昌.十一 rKARS :lii,iをi吋 I- 二_i_.I-≠ち

IADI.等顎'覇

退避芭畠+ .L

垂.

【閑静なオフィス街】
総合公園の線を恵三鼓し過狂な広告は避けたい.窓面
広告･最上広告物は禁止｡柚看板も蕪｣上でt)よい｡

J･l･ー:.二･■
●地下鉄沿線エリア
中高層部;地下鉄乗客を意捜した広告物が予想され
る?窓正拡告や息上広告物は避けたい｡

【隈わいとフォーマルな品格】
≒(元町+舶 +渋谷)÷3?

低層部,脹わい糞正としてバナー･オーニング莞助
点滅サインも使用許可?

中高層郡;フ*-マルなイメージ.称こ広場題りは
トロラビhンのようなものがあってもいい｡

Jl･ J/･1 ､一1､兇 _､一

+単組 名,Biiエリ7
【車両対応の様和】
低層部.独立広告塔､置き有坂など歩道状公開空地
の陀保徹底｡

中高層部;車両対応として幹線五指別に限って屋上
広告の援和か｡

･住居配置可肘也区(シンポJ儲 沿道を除く)｢
【住環晩を輔 した落ち着いた眼わい】
低層部;中高層部の住環境を意識し点滅型サインは
禁止｡暖色系の取明とヒューマンスケール
11着板による落ち着いた脹わい｡

住居配置可能地区 地下鉄沿線エリア

幹線道路沿道エリア ビジネスコア

YAMAltR_A叩MP43CABIN●



緋 ニュータウン･タウンセンター地区
街づ くり協定の運用に係 る検討 ヶーススタディ･改善の視点t方向性 第2回-5

｡看板広告物等一覧

エ リ ア 1. (イ国 男リ協 言義 ) エ リ ア 2_

シンボル広場.駅前広場周辺 … シンボル道路沿い 住居配置可能地区 . ビジネスコア . 地下鉄沿線エリア 幹線道路沿道エリア

共通 屋 ｣ニ広 告 物 基本的に禁止○ 幹線道路側に面するもののみ緩和

窓 面広 告 低層部 (1.2F) 壁面利用広告物の一つo

中高層部 (3ト) 禁止します○

野 立 て 看 板 禁止します○

項 置 き 看 板 歩道上には設置しないo

冒 道路境界より1m以内は設置不可

赤 ー艶 の 3階以上の高さに使用する場合は彩度を低く抑えましょう○

面 白勺使 用 (マンセル色度表示による各色の最高彩度の1/3までに
抑えましょう○)

壁 面 弄り用 広 告 物 建築壁1面につき壁面横の 建築壁1面につき壁面鞍の

2/10以下. 3/10以下○

事由看 板 低居部 (1.2F) 高さ2.5m以上で3階床の高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所としますo 高さ2.5m以上で3階珠の高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面複数箇所としますo

中高層部 (3ト) 高さ2_5m以上で建物の高さを超えず､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします○

独 立広 告 塔 禁止します○ 高さを10m以下とし､道路境界か高さを10m以下とします○ ･ら1m以内で高さ2.5m以下の範
'園には固定物を設置しないO

′ヾ ナ-I 高さ2.5m以上で､歩道に突出する場合､ 高さ2.5m以上で3階床の高さ以下で､歩道に突出する場合､

オ ー二一二 ン グ 道路境界からの出幅を1m以内としますo 道路境界からの出梅を1m以内とします○

ネ 三｢=ノ等 低居部 (ト2F) 点滅サインも許容○ 点滅型のものは禁止o

中高層部 (3ト) 禁止しますo 禁止します○

YAMATER.仙 INGCABIN'



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用に係る検討 ヶーススタディ･鯖 の鮎 ･棚 性 第2回-6

ここ リ ア 1.

壁面利用広告物･壁面鎌の2/10以下･(壁面1面毎に算出)･ビル名称看板･一時設置の広告革/.儲部の窓砿告///苧詔1- 高さ -2.5m以上､3F珠,/ .Y諾 温バナー等･掛也境界線より出暗1m以内､高さ2_5m竿 拙 く ……

∫

7
// ▼3F

1

･仙Wm∴/ レヽ低層市 島ミ也LLi 譲1

1.LIr.
L-A--

▼p■ t一一二雲 i

一m以内

敷地境界線

エ リ ア 2.

袖看板 外壁天筑以下幹線道路沿道長上広告物･自家用(テナント用)のみ･触紬rJのみ磨･出場1m以内､高さ

酢竿≡… 乙5m以上､3F床レベル以下のものは1壁一面挽数奇薪･出場1m以内､高さ2.5m以上､外壁天端以下のものは1壁面1箇所＼＼､苧霊芝讐10以下(壁面1面毎に算出)▼3F内

＼

〟 ･低層部の窓面広也
/ .-ノ ロ/ ∫
′′ バナ-等･脚 より出場 牡丘広告塔･道路塊根 より1m以 !内､高さ乙5m以下に

/ 1m以内､高さ2.5m以上､3F床レベル以下竿 ＼ はl司在勤を改正し′/′′′′

きく=l 卜㌻ l
(.a_↓低層部 冒tKLL一一) 頂 葦葦/_..--L<ー
,rI〟ソ隼解きQ._.二.二,

至 言

1品以内ニー 顕 誌 上 王壁竿
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討 第2回朗 検糾 委員会 議事録 第2回-7

JJ第2回 封 ヒNTITC･ ｢街づくLJ協定→運用検糾 ＼委員会
日時:97.03.13.(木) 14:00-16:30

於 :街づくり館 ファンホール

(出席) 徳江 義治 協定運営委員会副委員長
飯田 恒雄 ′′

金子三千男 委員

栗原 貞夫 ′/

(事務局) 横浜市 :同氏 続橋氏
公団 :大量氏

KTC :米山氏､秦野氏､水谷氏
YPC :菅､石原 (記)

I

f｢T

.T.I..

1.資料説明 : 菅､石原 (別紙)

【住宅配置可能地区外での住宅導入･2階部分の一都住居導入について】

【看板等広告物について】

2.前回協定運営委員会､事前打合せ等報告 : 秦野

3,質疑

【住宅配置可能地区外での住宅導入･2階部分の一部住居導入について】

(飯田) ●B･D街区等 (Br操氏)は現在 ｢やきにくや｣等の沿道型のファミレスになっている｡協定上は問
題ないのだろうがTCの発展を考えたとき､そういう施設ばかりで果たしてよいのかという疑問
が湧く｡早急に人が集まれる手だてを考えた方がよい｡そういう意味でも住居系の緩和はしたい｡

●資料では通り毎の景観等も考慮しているようだが､現在の協定通りでも同じ1本の幹線道路で住

居 ･非住居が混在している｡それ程考慮する必要はないのでは｡

(金子) ●資料Plでは宅地毎の不公平感に触れているが､考慮する必要はないのでは0
●自主協定だから守られなくなったということにはしたくない｡資料にあるように ｢守れないルー

ルはつくらない｣ようにしなくてはならない｡看板等はもっと緩和すべき｡

徳江) ●前回の小委員会では､住居系に関しては中心部を規制する代わりに看板等は緩和するという考え

方だったはず｡

(金f) +ビジネスコアの住居だけは避けたいO

(東園 ●一宅地で高低差が大きい場合の階の設定はどうなるのかO

簡 ●別項目として検討しているが幾つか対処の仕方があると思っている｡

(秦野) ●連用では各通りから見て全て2層分の非住居利用となるように指導している｡

(金f) ●道路形態によって臨機応変に対処してほしい｡
(秦野) ●広告等についてシンボル広場 ･駅前広場のイメージを確認したい｡例えば､渋谷 ･原宿のような

イメージか多摩センターのようなイメージか｡

●現段階では2地区の109と第1地区の阪急 (共同化義務街区)の計画とで特に夜景観に差が出

てしまうように思える｡広告等の規制で2地区の方が夜寂しくなってしまうというわけにもいか

ない｡

旬 .エリア1(シ籾 広場 ･駅前広場廻り･シ淵櫨 路)の広告等の規制は基準化よりもむしろ協 l協議
の方が良いと思っている｡

(大墨) ●ザッとまとめると､住居配置可能地区外の住居導入については､例えば洗濯物の問題であれば､

バルコニーの作り方や外壁デザインの歩調といった手法を含めた検討が必要｡2F住居導入につ

いては､先ず2Fの定義をハツキリさせその後デザイン手法の検討が必要｡看板についてもプラ

イオリティをつけたなかでの検討が必要｡といったところか｡

(管) ●一つ確認をしておきたいのは協定の変更をどう考えるか｡で協定の変更を含めて緩和するのか｡

ガイドラインの中だけで緩和するのか｡

(徳江) ●協定の変更はしたくない｡

(管) ●であれば､協定の解釈の範囲内での緩和を考えていく｡

(飯田) ●住宅配置可能地区外での住宅導入については､特例としての住居機能の緩和として将来的にはオ

フィスとして使われることを前提に○○F以上のワンルームやこういったプランなら良いといっ
た事例を提示してほしい｡

【看板等広告物について】

(大墨) ●看板等の低層部と中高層部の扱いの分け方も○○F以上或いは〇〇m以上といった定義をハッキ
リさせてはしい｡

(秦野) ●建物の階数によってくるのでは｡

(大墨) @109についてはルールを見て逆に提案という形にしたい｡

4.閉会のあいさつ : 徳江副委員長

次回 4/ll(金)14:00- 街づくり館にて

【看板等広告物について】

【住宅利用について】

事前打合せ4/4(金)14:00-
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緋ニュータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討 第3回朗 検- 委員会

港北ニュータウン･タウンセンター地区

街づくり協定の運用に係る検討

第3回 検討小委員会
97年 4月11日 (金)14:00-16:30
街づくり館 ファンホールにて

主 監言

1.小委員会資料

③ 住宅可能区域外での住宅導入について

② 2階部分における十部住居利用について
④ 看板等付属物について
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区
街づ くり協定 の運用 に係 る検討 ケーススタディ･改善の視点･方向性 第3回-2

②2棚 に糾る一部住酬用について

<前回小委員会での緩和の考え方>

｢地形上問題のある宅地の緩机

｢景観的配慮による緩和｣

<=2Fの 定 義 > L 二 - - 二5dt---1&+-j変lZr-hGdjGRAP!rlty5mlp5-̂ZihtJy2yu5-- < 全 て の 道 民各 tこ対 し て 2層 分 の さF住 戸 弄り用 >

3F 住 5F 住

前面道凱 対して2階 II 4F 住分の非捌 用 il 3F 住

＼p＼ミ＼/I､､圭王:三二:信二‥-..一一一 ､㌔ . .{一 .一々 -･一一---巨 憲､字 :､.蔓_二/髪3i≡e",l5.,g./.!_,_,_I,.,Sr.,,_,.I;_≡_弓′≠′I′,-i_亭一望 l ■ )∃雲慧 君主て2階

-ヾ宣二王享宣;T3..2F IF/＼ 持 前面胡 - < 宅 地 牢 二二南面端
< 景 観 自勺酉己慮 =>

､＼甘 :::-_A/-L-;.′ る; 竿 r壷.萱.S=..--二-表 二義 蛋'芸諾 志三雲呈%%謡 芝去孟…盲 __三豊 冨荒 島 それぞれの前防 ､-.i;#面から他 面までの高さが､そこ=L基準法【平均地盤面】;建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面O.協定上の1Fの定義穀筆法上地階となる階でも前面道路の平均GLより天井高の1/2以上が地上に出ていて､通り沿いに店舗等賑わい蜘 現 され通りに対して脹わいが十分に表出できると判断される場合､協定上これを1階と見なすO栄 - ケーススタディ参照 4F 住

宗 主完 雷雲冒 , .L+1+++++++++++L+++++++++++1++++++L++++++++++1++++++++++L+1+ JW -lふ3三…誌 oFtないo

● 全ての道路に対して見かけ上2層分の非住戸利用が確保できない場合､3階ファサードデザインを1.2

階と揃えることで景観的に配慮する○この場合の3階は住戸利用できるo

●3面以上道路に接する場合 3F 住 4F 住

継 体での判断 ) 景鮒 髄オ ) 雷雲TB,完 吉去72階

●2Fにおける住居利用
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用 に係 る検討
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第3回-5

●住戸階ではあるが店舗階と

様のデザインを用い､高低差

の高い方の側からも2Fまで
の非住戸利用に見せる｡

両側からアクセスできるE昨I
型の街角広場を形成するo

2Fへのアプローチデッキへ
の外階段を見せることでファ
サードに動きを持たせる｡ま

た､2層分の吹き抜けによっ

て賑わいを生み出す｡

●サンク ン的設えによってメイン

道路に 対 して極力開口をとる｡

●配置計画

･タワーパーキング位置

上勝の住棟計画に合わせタワーパ-キング位置

は北角のままとする｡但し､通りの景観を阻害し

ないようタワーJトキガの外壁デザインにも留意する｡

･回遊軸脚にショップフロント

トラックヤードは回遊軸側から西側歩車融道側

(1F店舗FLに擦りつけやすい位置)に移動し､

回遊軸側にショップフロントを出す｡

●賑わいの創出

･街角広場の形成

2つのメイン道路の交差部となる北東1スパン

をピロティとし街角広場を形成する｡

･メイン道路に対し開口部を大きく取る

北東側3スル は中の脹わいがメイン道路から見
えるようサンクン的な設えで開口部を大きく取る｡

I2Fアプローチデッキの強調

南側外階段によって2F710-fデ沖を強調し､動
きのある77サーFTJ糾ンをすることで道路に埋もれて
しまうlF部分の脹わいを補う｡

YAMATER_ANVII伯CABIN●



緋 ニュータウン･タウンセンター地区

く

街づくり協定の運用に係る検討 ケーススタディ･改善の視点 ･方向性 第3回-6

④看板鮒属船について

<前回小委員会での緩和の考え方>

rTC中心部と周縁部で住宅導入と広告規制のバランスをとる｡｣

⇒

<協 定 の 角牢釈 >

別表3.看板･広告物等設置基準

●看板･広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです｡

' a.看板の氾濫のない整った街並みを創るため､シンボル広場

シンボル道路 ･駅前広場の周辺には､屋上広告 ･窓面広告

野立広告板等は設置しないようにしまLJ=う｡

蛍光塗料､点滅サインは使用しないようにしましよう｡

赤 ･黄の面的使用は交通信号 ･緊急時の表示に倭先使用

するため､使わないようにしましよう｡

d.3障以上の高さに付く看砺 ･広告物の色彩は彩度kを低

く抑えまLJ:ラ.

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の 1/3までに抑

える｡)

8.建物の住所や名称を蓑示するサインは､通りや界隈毎に

デザインを統一するようにしましよう｡

L･三l注)火彩度 :色の鮮やかさを蓑し･彩度0は色味のない無彩色
となります｡色相 ･明度によって最高彩度の数字は異なり

r-:i: ます｡

< イ虞周 一中 高 層 の 考 え 方 >

TC中心部 TC周縁部

住宅導入 磨 揺

広告規制 緩 厳

看板､広告物定義 ;

･自社 (テナント)用看板 ･サインは許容｡

･貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

a.●屋上広告物

･貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

･自社 (テナント)用看板 ･サインは許容｡

●窓面広告

･低層部については許容｡

●野立広告物

･貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

･現状に多い暫定的なものは黙認｡

b.●蛍光塗料･点滅サイン
･蛍光塗料は使用不可｡ (市 屋外広告物条例)

･光政が言出し点滅するものは低層部での使岡を

許容､特に住宅配置可能地区の中高層部での使

用は禁止｡

C.●赤 ･責の面的使用

･彩度調整によって許容｡

●低層部の設定

【3階床まで】-色彩等の基調色高さ設定と同じo

【4階床まで】-10mを超える場合あり｡
☆ 【10mまで 】-独立広告塔高さ制限に同じ｡

｢階数に依る設定｣

- 前面道路高低差に影響される｡

☆ ｢歩道面からの高さに依る設定｣

- 前面道路高低差に影響されない｡

< エ リ ア の 考 え 方 ニー

エリア1.

;シンボル広場 ･シンボル道路

･駅前広場周辺

※ エリア1,については個別の協議に

よって判断する｡

エリア2.
;その他のエリア (幹線道路沿道につい

ては細則あり｡)
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用に係 る検討 ヶーススタディ･改善の鮎 ･方向性 第3回-7

｡看板広告物等一覧

看板､広告物定義;自社 (テナント)用看板･広告物｡貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

エ リ ア 1. (イ国男リ調 整 協 議 ) エ リ ア 2_

シンボル広場.駅前広場周辺.シンボル道路沿い 住居配置可能地区 .ビジネスコア .地下鉄沿線エリア 幹線道路沿道エリア

出ヒノー過項目 虐邑｣二広 告 物 貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止しますo

広告物の高さ;10m以下､かつ建物高さの1/2以下､表示面積一面当り200m2以内O 形態;面的なものはペントハウス上部利用のみ､パラペット上部は文字表記のみo

窓 面広 告 低居部 (-約10m) 壁面利用広告物の一つとして許容しますo 表示面瞭;窓面積の1/3以下､透明シ-ル等により文字のみの表記となるものが望ましいo

中高層部.(約10m～) 禁止しますo

野 立 て 看 板 禁止します○ (暫定的なものは黙認)

置 き 郡 元 駐車場案内.誘導サインを含め歩道上 (公道､公共空間)

には設置しないo …道路境界より1m以内は設置不可

赤 ■艶 の 3階以上の高さに使用する場合は彩度を低く抑えましょうo

面 白勺使 用 (マンセル色度表示による各色の最高彩度の1/3までに

抑えましょう○)

壁 面 弄り月司広 告 物 建築壁1面につき壁面積の3/10 建築壁1面につき壁面積の2/10

以下かつ100nf以内とします○ 以下かつ100m2以内とします○

事由宥 和支 低居部 (～約10m) 高さ2.5m以上で10mの高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします○ 高さ2.5m以上で10mの高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面複数箇所としますo

中高層部 (約10m-) 高さ2.5m以上で建物の高さを超えず､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします○

独 之広 告 塔 禁止します○ 圭高さを10m以下とし､道路境界か高さを10m以下 (市 屋夕拡告物粂卯旨導)とします○ …ら1m以内で高さ2.5m以下の範

…図には固定物を設置しない○

ネ オ ン等 低居部 (～約10m) 光波が露出し点滅するものも許容しますo

中高層部 (約10m-) 点滅型のものは禁止します○ 禁止します○

そ の 他 ･オーロラビジョン.時計等広告物以外の付属物については個別調整協議の上判断〇･仮囲いの広告利用は許容しますo但し､公共広告､自社用､■テナント募集､テナントオープン広告等に限るo ･仮囲いの広告利用は許容します○但し､公共広告､自社用､テナント募集､テナントオ-プン広告等に限る○
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 績づくLJ協定の運用に係る検討 ヶーススタディ･改善の鮎 ･方向性 第3回-8

*看板､広告物定義 ;自社 (テナント)用看板 ･広割 勿◇貸し看板･商品広告､広域店舗案内等は禁止◇

コ二リ ア 1_ エ リ ア 2 ･

屋上広告物告 - .高さ10m以下､かつ建
物高さの1/2以下
･表示面輯200rrf以内

｣ / 警 卜

I!i 袖報

圭 '2T56エEmX n霊 以
下

≡ .1壁面1箇所

-/ /∫

/ / I.{還 界線より出幅

/ V' 是 以内､高さ2●5m

/ 中翠部

↓l低層部 ･5i
磨 寧

′;圭童葛三三童…舶二享…享≡毒3㌶耕圭圭: II苧喜 一

lm以内

幹線道路沿道独立広告塔

ト 弧 鮒F :整 蓋 Bi…去喜喜建抽看板1.出幅1m以内､高さ2.5m以上､10m以芸 ものは1壁面鰍 筋･出幅1m以内､高さ2.5m以上､外壁天端以下のものは1壁面ノ1箇所

～ノ.:i'.'.+.+I/..:-;>I.I一㌧'

f

巨巨 圭ド 壁面利用広告物･壁面横の2/10以下(壁面1面毎に算出)･ビル名称看板･一時設置の広告幕･低層部の窓面広告バナー等

巨巨巨

E ■∴ヽ :

･敷地境界線より出幅1m以内､高さ2.5m ･道路境界線より1m以喝 顎内､高さ2.5m以下に

以上､10m以下 は固定物を設置し年いol

/中軍部 ＼ tj

l 十一~ 守 孟B ･'-∫一.:

i (＼ 磨 】 ,5∈○ 諌 …………E II旨 一三 .酎二,..:Ti,::.<｢題転 -.-. 内
JJim .
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定の運用に係 る検討 議鞄 第3回-9

■第3回 潮ヒNT･TC･｢街づくり協RJ運用検討小委員会
日時:97.04.ll.(金) 14:00-16:30

於 :街づくり館 ファンホール

(出席) 徳江 義治 協定運営委員会副委員長
飯田 恒雄 〝

金子三千男 委 員

栗原 貞夫 〝

(事務局) 横浜市 :北村氏､佐藤氏､続橋氏
公団 :大墨氏､

KTC :進氏､秦野氏､水谷氏

YPC :菅､石原 (記)

1.資料説明: 菅､石原 (別紙)

【住宅配置可能地区外での住宅導入について】

【2階部分の-1報住居利用について】

【看板等付属施設について】

2.質疑

【住宅配置可能地区外での住宅導入について】

(飯田) ●1頁目にも1階の定義が必要ではないか｡

(管) ●2頁の階数の定義と一億です｡

(金子) ●駐車場の容積はどうなるのか｡

(佐藤) ●TCは駐車場整備地区o基準法上容積の1/5までに蛙と車場容積はカウントしないから､容積率

対象延床面積の50%ということだろう｡

(飯田) ●平均GLの取り方はどうなるのか｡

(管) ●前面道路に対する脹わいが問題となるので､各道路の高低差についての平均GLということであ

る｡

(秦野) ●多少要望が出ている地区が他にもあるが｡許容地区の設定はこれでよいか｡

(金+) ●用途条件と景観条件で厳しくしておけば､この許容地区で良いのではO

(秦野) ●マンション業者･ゼネコンにしてみれば分譲はダメというのはかなり厳しいはず｡

脇田) ●間取り条件に階高の条件も加えるべきO住宅の階高では事務所利用はしにくいのでは｡

(佐藤) ●別件で似たようなケースがあったが､住宅では階高-2.9m､事務所では階高-3.2mで指導し

た｡
(金f) ●分譲はダメということにしているが､いずれ売られる可能性もあるのでは.

(秦野) ●それはしょうがない｡

【2階部分の一部住居利用について】

扶墨) ●宅地が平地のとき､わざともぐらせる.(1階を半地下にする)こともあり得るのでは｡
●前面道路は全方位で考えているのか｡

闇 .現状でいくと車で来る客が多いからTC周縁部の方がメインになっているが､将来的には中心部

の方が賑わってくることになるから､あくまでも全方位で考えたい｡

晦江) .余談だが､赤鰍丁の店が入れるような街区もあってよかった.
CE) .同感｡ガイドラインではビルのなかで路地裏的なものも示唆している｡

(金}) ●事前に赤提灯の並ぶ路地裏的なものを条件にした街区を用意しておけばよかった｡

【看板等付属施設について】

(飯田) ㊥今回の資料の基準だと東急の広告 (芳l既パース)はどうなるのか.

(石原) ㊥全て設置できることになると思います｡

(飯田) ●TCは電柱が無い｡看板･広告物を厳しくしすぎると立て込んできたときに看板･広告物が見え

なくなってしまう｡駅前サインの工夫や街区毎のサインなどが必要なのではないか｡

(秦野) ●この基準からすると認められないが､最近はコマーシャル付きのストリートファニチャーもある

ようだO

(金子) ●｢くすのき通り｣の通りの名前を植えている樹木からとるように､バナーと通りの名前を関係付

(飯田) けるのはどうか｡バナー取付けの指定と共に色別の通り分けをするとか｡

(徳江) ●歩道のベーブで通り毎の特徴をつけるようなことをしてもよかった｡余談だがパリの電柱に ｢ト

イレ 左〇〇m｣といった案内があった｡あれはとてもよいと思った｡

(管) ●公団では公共サインの計画をしていると思うが｡

(大墨) ●やっています｡

(水谷) ●民間でも利用できるサインの検討も必要だ｡

(金子) ●基本的に営利目的でない看板･サインは許容ということは考えるべきではないか｡

(水谷) ●その辺の具体的なツメを次回の課題にしたいと思います｡

3.閉会のあいさつ:秦野

次回

事前打合せ

5/16(金)14:00- 街づくり館にて

YAMATER_AI爪IhK;CABIN'



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討 第4回朗 検討小委員会

E.]r

港北ニュータウン･タウンセンター地区

街づくり協定の運用に係る検討

第4回検討小
委員会

97年5月16日(金)14:
00-16:00

街
づくり館2F
第
1会議室にて

巨∃次

1.小委員会資料

運用状況と改善の視点･方向性

① レベルの違う2つ以上の道路･ぺデに接す建物の1･2階の取扱い
② 2階部分における一部住居利用につし＼て
③ 住宅可能区域外での住宅導入について

④ 看板等付属施設について

⑦ 小規模宅地における駐車場の取扱いについて

⑧ 界隈性の創出

YAMATERm lrGCABINI



1
緋 ニュータウン.夕ウ.!センター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討 - ススタディ.櫨 の鮎 .方向性 第4回-1

連 用 状 況 と 己膳 の 視 点 一方 向 性

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll■■lllllll- l

2. 検紺 べき問鮎 3.問題となる宅也ゾIンの I 4. 実際の運用状糊 I 5∴ 忘 孟宗 T:品 性

検討項目 現在までの運用状況

1.しれま ① 蒜 誓 言E言誌 ?.鷲 ;芸冨i雷 る ●同-1建物での複数階接道-1階の設定によって道路毎の r2Fまでの非住戸利用Jの解釈に矛盾 ●全ての道路に対して1.2Fの非住戸利用となるように指導 ●協定上の階数の定義づけ●景観的配慮を含めた1.2Fの取扱い●新定義による住戸.非住戸利用階の設定 6..新塞準

②2(;霊 宝雷:三三諾 ,t靖 利用について ●緩和の方向性の有無 ●1階の住宅設置-不可●2階の住宅設置-原則不可.但し､地権者からの申出に対しては個別に協定運営委に諮る

③ 住宅可駆 域外T-0住宅畝 の爾 ①住宅導入について ①マスタープラン策定 (T.C.への商.菓施設の高集 ●特定の街区における住居系機能の暫定利用許可

でめ建 抽出別 .紘参輿 ②施設付属従業員宿舎の扱い 槙)の経緯.T.C.内の人口計画から不可 秦の埴

④看板謝 属物の取乱 ､について ①ペントハウスの広告利用の扱い ①屋上広告物の出現 ●TC中心部と周縁部で住宅導入と広告規制のバラ

築 ②窓面広告の定義.緩和の方向性の有無 ②全面禁止だが既に出現 ンスをとる○ 示回

状 ③立て看板.桃太郎放 (峨)の扱い ③全面禁止だが既に出現 ー 中心部 l 周縁部

況の把握晦寸小● ④バナーの扱い ④店名.ロゴ7-ク有り-抽看板扱い店名.ロゴ7-クなし-高さ-歩道面+2.5M･出幅-歩道通行可能幅員の1′2かつlM以内 住宅導入 l !醐招集持 F 緩.琴悪霊設 itG‰ の腰 掛

⑤ 斯 継 粉 のしっらえ (重:壁面後退部の付属物設置による通行障皇②壁面後退部の自転車置場等の暫定利用 ①庇.独立広告塔.ゴミ置場etc.位置.大きさ.出幅によって適宜指導 ●幹線道路沿いの1mの歩道状公開空地の確保 ■

⑥ 慧 雷■!讐 譜 等 芸芸…芸 芸ドルの ●ベデレベルに合わせ宅地造成をすると開発行為となり計画が長期化 ●暫定利用として緩和

⑦ 小規模馳 こおける駐車齢 取扱いに'Ltて ●隔地駐車場鴫 巨 ●駐車場条例等で規定されているもの以外は､･原則自己所有 (借地承諾書等があれば非所有可)･隔地駐車場と建物敷地との距離は徒歩圏内･駐車場施設の有無は問わない

⑧ 相 性の創出 ●努力項目については評価

96年11/28員Aスケ～一 ■ 97年1/24 2/19 3/13l ー l 4/11 5/16 /l l l
耳 ンユ~ルl 去前打巌 _豪 打鮒 ..義 .回 嘉2回 去3回 去4向 島



∫ 緋 ニュータウン.タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用に係 る検討 ケーススタディ,- の- .方向性 第

◎2F脚 こおける瑠 脚凧 つ いて < 穏 和 の 考 え 方 >

｢前面道路の高低差が大きな宅地での緩和｣

｢景観的配慮による緩和｣

/+{+++/++++++/++/クク{+++++++++/+++++i
一三 三

/ f＼i.1 ､◆､.′ノ､-･辞>5I ー 前面遡名→ lく 宅 地 >Fニ 前面湖 _2F (協定)-. ~ 1F健基法)

)L■一一.■̀rt■:＼､号.ノ <景 観 白勺酉己慮 =>

､ヾfI ,ぺ∫●通 りに対 して開口部を大きくと り IL.'～i:■.ーe-I.r<泌I/Jr7LL=.∫辛 4F 住買 主完 霊芝冨 J塩L---------1+L------------1&LJ+------------ 療 法空 言oF● 全ての道路に対して見かけ上2層分の非住戸利用が確保できない場合､3階フアサ-ドデザインを1.2

ーF(協定L も/＼▼ 協 定 【平 均GL】 , 悼♯___. H< 亡▼)ヽ.ヽ- slis( 81F(建基法)▼基準法【平均地盤面】
-S

関 泰 盛 金 城!基準法 ｢地階｣叫 p血 =‥山 叫'乍撃力定 【平均G L】

店舗等の 脹わいを積極的に表出させる○鴫 定上の1Fの定義去韓鑑地 階となる階でも前面道路 幸一JJ､｢建築物が面 す るそれぞれの前面道 ‥ :床面から地盤面までの高さが､そ路の平均 の 高 さO の階の天井の高さの1/3以上○基準法 【平均地盤面】 階と揃えることで景観的に配慮する○この場合の3階は住戸利用できるo

●3面以上道路に接する場合 3F 住 4F 住

;建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面○GLより天井高の1/2以上が地上に出ていて､通り沿いに店舗 継 体で棚 ㌍ 柵 日 景観-前面道路に対して2階l X;1:1j )鹿 分の非住剤 用Zf筋

等張わい施勤 闇され通りに対して脹※ -◆ ケース●2Fにおける住居利用 カヽタあ 十ヾ分に表出できると判断される場合､協定上これを1階と見なす○イ参照協定上3階であれれ 基準法上2階で ても住宅利用できるものとする○ - 前面道路→ く 前面道路 >ー 前面道路-



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街 づ く tJ協定 の運 用 に係 る検討 ヶーススタディ噌 善の- 坊 向性 第4回-3

③住研能区掛での住宅輔的執こついて

<=緩 弄ロの 考 え 方 ニー
｢協定の変更はしない｡右図の街区につ

いて以下の条件に基づき､住宅機能の

暫定利用を認める｡

4

(1)用途条件

● 従業員宿舎､寄宿舎､期間限定利用

(ある期間で住宅利用が終了することが

事前に分かるもの)が望ましい｡

● 住宅系機能部分の床の分譲は不可｡

● 住宅系機能の導入は容積率対象床面

横の50%未満o

(2)景観的条件

● 住宅系機能の導入は敷地に接する全

ての道路から見て5階以上の階とする｡

● 外壁のデザインは下階 (4F以下)と
揃える｡

r階数設定は協定上の定義を用いる｡

(前ページ参照)J

(3)間取り条件

● 基本的にワンルームとし､オフィス

等非研 lJ用に簡易に転用できるもの

とする｡

｡ 将来的にオフィスとして利用する際

に､その価値や利用勝手が捉なわれな

いような間取りを条件とする｡

(3)間取り条件 について

遅筆捷バルコニーと

しての最小面積｡

簡易に取り外し可能であることが前提条件.担体としてワンルーム､面積は不問.

畳敷きにしない｡床下酉掛 i出来るようフリーアクセスフロアが望ましい｡

将来オフィス利用のできるよう天井裏 ･空調スペースの余裕やオフィス家具配置のできる天井

高を考慮した階高とする｡(ex.階高≧概ね3500)
作り付けの収納は設けない｡

ミニキッチン程度｡給湯室として独立して利用できるような配置にする｡

洗濯物干しを付けないO避難バルコニーとして利用できる最′川艮の面積とする._開口部の

取り方 ･パルコニ-の植栽等設えによって物干し利用ができないと判断されるものは許容｡

オフィス利用を前提とした容量の確保｡

YAMATER_ArqJl帖C他INI



糾 ニュータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討 ヶーススタディ･改善の視点.方向性 第4臥 4

④看板鮒属愚について

< エ リ ア の 考 え 方 >

エリア1.

;シンボル広場 ･シンボル道路

･駅前広場周辺

栄 エリ71.については個別の協議に

よって判断する｡

エリ72.

;その他のエリア (幹線道路沿道につい

ては細則あり｡)

< 看 板 等 広 告 物 の 新 基 準 (こ｢=>L てヽ >

全 イ二本基 準

●低層部 .中高層部の考え方

低層部は歩道面から 【概ね10mまで】の高さとする○

C3 前面道路の高低差に影響されず､独立広告塔高さ制限に同じO

●総許容面積の考え方

直上広告物､壁面利用広告物 ()1舛小上部利用､ビル名称､広告幕､テナント名称)､窓面広告 (低層部の

み)の総面積を建物立面の総見付面積に対する割合で算定するo

エリア1.丁兎付面積の2/10以下吐
エリア2.Tlji付面積の3/10以下､かつ､100nf以Tel

広 告 形 態 男リ基 準

●屋上広告物形態高さ基準 ●窓面広告

･ベント-ウス上部利用でベント-ウスの形状に .低層部のみ許容

合わせはみ出さないことO .透明シール等の利用により文字のみの表記とな

･広告物の高さは10m以下○ るものが望ましいo

･屋上より20m以下O .窓面積の1/3以下○

･建物高さの2/3以下o

屋上広告物

総見付面積の削合以内

｣ 評 .圃 J 芸三言誌 農 芸㌔ 字- のみ)唇 L.三攣 墾 ---協 覆 _土 壁堕

[コ m ⊂二EEⅠコ [ココ::□ ⊂Ⅰコ窓面広告 (低居部)富面積の1/3以下▼勧コ1 中高層部

11 [コ 皿 ⊂亡二⊂Ⅰコ [二に:【ココ皿

JLi二⊥二(萱sLi＼; ノ

一一ロー ロコ且 些 ロ_竺 ヨ年

ロ ロ::ロコ⊂⊂ロコ EEⅠ畠 EB tL低層部テナント名称 __
l窃視珍妙肋 粥か勿弥

□ Elm l ､＼□ Elm l ､＼

YAMATERm lN3CABIN'



コニリ ア 1_ (東急) 【見付面積の2/10以下o】 ･.一一一..I..一 見付面積 5556m2×2/10-111 7 >925n1 ____…ー_._=__=_._,‥-.一一_.屋上広告物-忘 星 亨 ｣_,byt,yli%Tgtgli+%Itw%/+AL杉Jj ilF了5-6等∴…~~~~!Ii広告薫!∃ ー毒

∩

li.:-iI】】⊆丘■:_=J脚 J' l屋上広告物 し巧ベットl】I I上部 lゴーJ -.-.一一.- 検討面積 2207m2×2/10- 44 m2∴100nf適用の場合 島■声等弧

iAi】 ∴ j｢ - 1 4 lゝ lt - 1ノAy/+1+1+++1;ヾラぺツ

~割き秤l′㍑クi頭諒rLiwJ>-Jl,/y･H,/%+イイク物
'Jjiii千一二一｢■一.~L.■■■_■- I-一丁~'-~'~-∫一軍諜軍

rロコココ-岩男○【

i 毎拙 l藍捌 Sit:, 1-T等■h. I+類無､纂芸琴発

l lI 一I { … ｢7 7l∫.≡ ]｣._B柳 秋材L+++++++++1_____-ii+L+++++++1_｣= :てこ コ1in□□ 'rLUl Pl卜IlJ
ロ⊂コ i2 ! 圭一

l■ 吻 柳 %

UF2e-.eロ旧--口 □ I.g I .▼10mライン 1 FZZ訟 乞走 出 Iう喜l

□□Lt◆̀L+ l ｢一十JrT-JTT -l- r"fJ"""" /仰 yj:I+++++ll ⊂コ【コーコ .p I｣_.〟 .ー～竺 鹿 ヨ 臼

蛋 IlI.-≡= I LL ー ロ ロ コ 占

､● A___¶_ L ー1



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定の運用に係 る検討 ヶーススタディ･改善の鮎 ･加 性 第4回-6

｡看板広告物等一覧

看板､広幼 定義;自社 (テナント)用看板･広軌 貸し看板､商品広告､広域店僻 内等は禁止 案内サイン･パ,-け 一二ング等は看板.広甜 こは含まない｡

エ リ ア 1. (イ国 男リ調 整 協 言義 ) エ リ ア 2ー

合計許容硝 屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告の合計許容面軌ま 屋上広告物+壁面利用広告物十窓面広告の合計許容面積は各立面につき見附面積の2/10以下とします○ 各立面につき見附面積の3/lO以下､かつ100m2以内とします○

屋 上 広 告 物 貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止しますo

形態;ペントハウス上部利用のみo 広告物の高さ;10m以下､屋上からの上端までの高さ;20m以下､かつ建物高さの2/3以下○

壁 面 弄り用 広 告 物 パラペット上部 (文字 (線状)表記のみ)､ビル名称､広告幕､テナント名称､窓面広告 (低層部のみ)とします○

貸し看板､一商品広告､広軌吉舗案内等は禁止します○

窓 面広 告 低居部 (-約10m) 表示面積;窓 (開口部)面積の1/3以下o透明シール等により文字のみの表記となるものが望ましい.

事由看 板 低層部 (～約10m) 高さ2.5m以上で10mの高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所としますo 高さ2.5m以上で10mの高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面複数箇所としますo

独 立 広 告 塔 禁止しますo 高さを10m以下 (市 屋外広告物条例実績)としますo ;高さを10m以下とし､道路境界から1m以内で高

…さ2.5m以下の範囲には固定物は設置しない○

里予立 て 看 板 禁止しますo (公共広告､自社用､テナント募集､テナントオープン広告等は許容)

恭 一草 色 の面 白勺使 用 3階以上の高さに使用する場合は彩度を低く抑えましょう○

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の1/3までに抑えましょう○)

ネ ∃｢ ン等 低居部 (-約10m) 光源が謁出し点滅するものも 容しますo

中高層部 約10m～) 点滅型のものは禁止しますo 住居系利用を考慮し､禁止しますo

号 の イ也 ･オーロラビジョン.時計等広告物以外の付属物については個別調整協議の上判断〇･仮囲いの広告利用は許容しますo但し､公共広告､自社用､テナント募集､テナシトオープン広告等に限る○ ･仮圧臥､の広告利用は許容しますo但し､公共広告､自社用､テナント募集､テナントオープン広告等に限る○
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.看板､広告物定義;自社 (テナント)用看板･広告軌 貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

L

L

r

一

『合計許容面積･屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告の合計許容面積エリア2_ l合計許容面積･屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告の合計許容面積

｢ lI1不｢妄三:≡去Ii 】 幹線道路沿道 ･珊

は各立面につき見附面積の3/10以下､かつ100nf

蓮｣屋上広告物･高さ10m以下･上端までの高さ20m以下､かつ建物高さの2/3以下壁面利用広告物 ド･3Mfやド;,3iBr】1～ :.:/;/ l 屋上広告物･高さ10m以下･上端までの高さ20m以下､かつ建物高さの2/3以下 外壁天端以下.壁酬 用広鰯 yrT- -

?二._I

L1≡くつ～日
一十I1･巾ぺ7ト上部利用/.ビル名称看板･一時設置の広告幕/.低層部の窓面広告/ ･パーベト上部利用′/ 77 l∃/.ビル名称看板･-1時設置の広告等/ '低層部の窓面広告/

巨巨妻

∫】 袖看板･出幅1m以内､高 さ2.5m以上､10m以下/'.1壁面1箇所.+ + ㌔i .窓面広告､点滅サイン ＼の許容 1.,･窓面広告面横は窓面槙 :二1:i:≡の1/3以下 ;:;:らI:../>ゞぎ:;:,…jj妻…… ∫ 抽看板･出幅1m以内､高さ2.5m以上､lOm以) 下のものは1壁面複数箇所･漫 筆 ttlt､tL.tも 妻書き以下のものは1壁面l t/卜 驚 =:Mm:車当甘 さ…:琵琵 正 室II,5ー∈｡一 勝.-

I～iI｢ I】Ij l/…,,,-'1｣ 巨Fr巨…妻…ト∴巨董…董 /∫///∫

Il中高層恭千 I / I.// 】` ∴ 瀬 ↓ 爪低層部] ㌔l !ユ ニ山≒l梅見塾:'三瀞tl-W亜JJ-q≠Jp 島∈○ :I:::

∃ ∫ :.子!ぢ-:昏ヰ儲熟 夏 雲 三幸…内 ㌃; -Tii! 召 ILLT⊂ヽ一

lm以内 抄盟 ーTm以上 ー壁面後退撮敷地境棉 】

YAMATER_仙 IN3CABlN●
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街 づ くり協定 の運 用 に係 る検 討 ケーススタディ･改善の視点･方向性 第4回-8

⑦小規模宅地における駐車場の鰍､について

1.間 孟夏点

●小規模敷地

→1F間口が狭く駐車場で潰れてしまう｡

●住宅系施設

一任戸数の7割の自前駐車場確保.-1Fが駐車場で潰れてしまう｡

→2Fまでの賑わい施設導入に矛盾｡

●隔地駐車場の是非

-小規模敷地で付置義務の生じない施設での借地による隔地駐車場確保0

-隔地駐車場がビルトアップされたとき､駐車場設置をどう担保するか0

2.こ れ ま で の 運 用 イ列 と 現 況 手巴握

⇒ ● ｢街づくり協定｣によるものは､下の条件を満たせば隔地でも認めることとする｡

① 原則自己所有 (借地承諾書等があれば非所有可)

② 隔地駐車場と建物敷地との岸巨雛は概ね200M以内

③ 駐車場施設の有無は問わない

●住宅系宅地駐車場確保状況

敷地面積クラス 総宅地数 隔地保有宅地数 自前駐車台数 隔地等主車台数 自前駐車率 隔地駐車率

(mz) (件 ) (件 ) く台) (台) (%) (%)

～149 14 12 6 57 9.5

150～249 9 7 20 71 21.9 ≡……≡潔…縦 ≡謙
250-349 1 1 3 12 20.0

350-449 2 1 27 6 81.8 18.2

450-549 4 2 83 9 90.2 9.8

950一一 8 1 230 53 81.2 ー8.8

●駐車場条例等で規定されているものは､その条例等の取扱いによる0

1.建築基準条例 第4条の3 隔地駐車場は認めていない｡

2.駐車場条例 第10粂第一･項 市長が特に認めたもので 200m以内はOKだが､市長が特に認める
ものは次の2条件を満たすもの｡

① 敷地規模 500m2未満
② 付置義務台数 5台以下

3.ワンルーム指導基準 第4条第三項第3号イ

借地承諾書添付が条件で､建築物と駐車場との距離は 500m以内とする｡

3.言亥当 街 区

辛逮■㌔＼A)aー■-■■-■一一｢1=:㌔-.∴亀t:==-Lt'.≡≒ 7.., ｢--.≡堤 ■ゝ､F.:.ド ∴仁: ･一 書 霞 ≡ 頂≡≡[ 帯

㌧ ･LI.-I,

) 任.LlL.｣ー1239･三Lこう

～ u 当 !

鉦 i;Iもつ苛也 -■33畦_(8 件 丁 ~中約4割) 278台ー_敷地外駐車場

凡 ● ;敷地外駐車場をもつ宅地

4.改 善 の 視 点 -プチ向一性

●敷地規模 ･間口による隔地誘導基準の設定

⇒ ･住宅系･非住居系ごとの敷地規模 ･間口率による隔地誘導基準の検討｡

●借地利用の場合で隔地駐車場がビルトアップされたとき､駐車場設置をどう担保してゆくか｡

⇒ ･公的駐車場配分､共同駐車場 (ex.街区毎駐車場斡旋 ､公的用地利用)

●駐車場建設のための融資制度および補助制度

E*･横浜市駐車場整備融資 30台以上の一時預かり又は月俸駐車場を建設する場合 (建築物に限る)

敢資限度額 :8億円

利 率 :年3.2006(8年5月28日現在)

償還期限 :20年以内 (5年据置き)

⇒･共同駐車場整備促進事業 ①駐車場整備地区､商業又は近商地域内

②概ね4haの地区内で10人以上の地権者等が共同で整備するもの

③駐車場法に基づく届出駐車場で､かつ一時預かり駐車台数が50台以上

④助成されないと経営が困斧であること

⑤周辺路上駐車の解消に寄与するもの

助成率:共同駐車場整備事業費の1/6(国1/12､横浜市1/12)

(おおむね500台を限度とする)

某国への予算要望.市の予井措置のため､事業若手までに時佃がかかる｡

YAMAltR_ANll帖CABIN
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◎界隈性の創出

<前回小委員会までの考え方>

rバナー･オーニンク等の付属物を積極的に用い､通り(街区)毎の統一された賑わいをつくり出し､通

り(街区)毎の特徴付けを行う｡｣

｢独立サイン塔･壁付サイン等による民間施設案内サインの設置｡｣

S

｢通り毎､街区毎の賑わい (カラー､特徴等)と民間施設サインとの連係による分かりやすい歩行動線の

動緑誘導を図る｡｣

4.改 善 の 視 点 -プぎ向 J性

●通り毎 (街区毎)の賑わいの創出､特徴付け

･バナー､オー二ンク等付属物 (色の統一､形状の統一-1tC.)
･植洗汁画 (立体緑化､植種の統一etc.)
･建物色彩計画 (低層部､中高層部etc.)
･建物照明計画 (低層部のみ､色etc.)
･ネーミング (色､植栽etc.)

●民間用案内サインの設置｡

･通り(街区)入口宅地での設置｡

･通りの特徴と絡めた独立サイン塔､壁付きサインetc.

民間施設案内サイン
民 間施設 誘 導 サ イ ン

総合案内サイン 案内サインAタイプ 誘導サインAタイプ 誘導サインRタイプ

駅前広場案内サイン 案内サインBタイプ 誘導サインBタイプ 誘導サインSタイプ

YAMATER_A肌l帖CABIN●



糾 ニュータウン･タウンセンター地区 街 づ く
り協定 の運 用 に係 る検討 議事録 第4回-10

■第4回 港北NT･TC･ ｢街づくり協定→運用検討小委員会
日時 :97.05.16.(金) 14:00-16:00

於 :街づくり館 2F第1会議室

(出席) 徳江 義治 協定運営委員会副委員長
栗原 貞夫 委 員

(事務局) 横浜市 :北村氏
公団 :大墨氏

KTC :進氏､秦野氏､水谷氏
YPC :菅､石原 (記)

1.資料説明: 菅､石原 (別紙)

【2F部分の一部住居利用について】 【界隈性の創出について】

【看板等広告物について】 【まとめ方について】

【隔地駐車場について】

2.質疑

【2F部分の十拓住居利用について】

(大墨) ●1･2Fの定義の平均GLは各前面道路毎ではなくて､全部の前面道路の平均でとった方が良い
のではないか｡4周を前面道路で囲まれた宅地の場合の判断が難しくなってしまう｡

(栗原) ●景観的配慮というのはP2の場合､3Fの住戸部分を非住戸のように見せるということか｡

(秦野) ●バルコニーの設えなりで住戸ではないように見せるということです｡
Clk谷) ●4周を前面道路で囲まれていて道路の高低差が大きい場合､特に共同化したときP2の基準では

うまく指導できない｡共同化の宅地でモデルスタディをしてもらいたい｡

(秦野) ●景観的配慮をもっと分かりやすくして､もっと単純なものにしてもらわないと実際には運用しに

くい｡

暦) ●住宅利用についてはモデルスタディを含めて運用しやすい基準に整理しておきますO

措板等広告物について】

(徳江) @東急の案はP5の基準でクリア出来るのか｡
簡 辱出来ます｡

(秦野) ●｢めがねのアイガン｣のような眼錠型のマークを掲げているのは広告か｡パラペット上部利用の
基準だと文字表記のみということになっている｡

扶墨) @赤･黄色の面的使用についてはどうなるのかo
CE) 酢色彩についてのガイドラインに併せて彩度の調整で許容していく0

秋谷) .色については彩度のみの規定にしても良いのでは‥ . 0

(徳江) .信号のある交差点付近だけは厳格にしたい｡

(秦野) .街のカラーを決めておければ良いのだが､例えば野毛や馬車道のように｡
(北棚 .音に対する基準は無くて良いのか｡渋谷駅前のオーロラビジョンのように強制的に大音量を聞か

されるのが良いとは思えない｡

(秦野) ●自主規制しかないのでは｡

【隔地駐車場について】

(水谷) ●駐車場の問題も大きくなりつつある｡

(秦野) ●住宅系の敷地面積の大きな宅地で隔地駐車率が出てくるのは商業床に対する付置義務台数が生じ

るからであろう｡

●商業系の宅地で客用の駐車場を多く確保しても､各テナント用､サービス用の駐車場確保がきつ

くなっているのが現状のようだ｡

(水谷) ●協定 ･ガイドライン上では柔らかい表現をしているが､実際の運用ではある程度きつくしている｡

(徳江) ●覚書があっても距離が遠い隔地駐車場はあって無いようなもの｡

(栗原) ●私の宅地を駐車場利用したいという要望は高いようだ｡

(大墨) ●根本的な解決は難しい｡時勢毎の対応をしていくほうがよいのでは｡施設立地傾向を見ていると

この5･6年の間は半分ぐらいの宅地は空いていると思う｡自前の駐車場を無理に取らせていく

と街並みがサどれてしまうし､各宅地にしても収支が苦しくなる｡隔地も許容でよい｡

●その後町内会の熟成とともに出来るだけゾーン毎に共同の立体駐車場を考えていくというのはど

うだろうか｡

(秦野) ●間口が大きくても潜らせる形の宅地だと駐車台数確保が難しいようだ｡

(徳江) ●多摩プラーザのそごうなどは土 ･日と火曜が混むらしく第3駐車場まで埋まっている｡東急など

は実際どうなっていくのであろうか｡

(秦野) ●オリンピック等を見ているとオープン時と年末位が混む程度であとはそれほどでもないようだ｡

(水谷) ●運用側としては､台数の取り方 ･賑わい･距離といった問題にボーダーラインがあれば指導しや

すい｡

【界隈性の創出について】

(大墨) ●景観的なもの以外に業種 ･業態等についての特徴付けも考慮してほしい｡

(北村) ●TCがある程度立ち上がってきたときに町内会に対して ｢是非こういったことをやってほしい｡｣
と言えるような用意をしておきたい｡

【まとめ方について】

(秦野) ●この小委員会で決まったことは協定運営委員会の手持ち資料程度にしたい｡ガイドラインのガイ

ドライン｡

(水谷) ●最終的に運営委員会でオーソライズするということにします0

4.閉会

次回

事前打合せ

7/7(金)14:00- 街づくり館にて

YAMATERm lrGCABINI
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用に係 る検討 第5回- 検糾 委員会

港北ニュータウン･タウンセンター地区

街づくり協定の運用に係る検討

第5回 検 討 小 委 員 会
97年 7月 7日(月)14:00-16:00
街づくり館 2F第1会議室にて

目 次

I.小委員会資料

検討フロー図

① r協定上の階数 (1階)の定義Jによる2層分の非住戸利用について

一 高低差の大きな道路に接する建物の1･2階の取扱い
② 住宅可能区域外における住居系機能の醐 lJ用について

③ 看板･広告物の取扱いについて

④ 暫定利用時のベデと宅地レベルの取扱いについて

⑤ 小規模宅地における隔地駐車場の取扱いについて

⑥ 界隈性の創出について

YAMATER.仙川トBCABIN●



顔b=ユータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討

検討フロ-図

検討フロー図 第5回-1
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4. 実際の胡 状加 地

検討項目 現在までの運用状況

●2F部分の住居利用についての緩和の ●1階の住宅設置-不可

方向性の有無 ●2階の住宅設置-不可
(地権者からの申出に対しては個

別に協定運営委に諮るo)

●同■建物での複数階接道 ●全ての道路に対して1.2階の非住戸利用となる

-1階の設定によって道路毎の r2階までの非住戸利用Jの解択に矛盾 ように指導

●協定上の階敗(1階)の定義づけ

●新定義による住戸.非住戸利用階の設定

①住宅導入について ①マスタープラン策定 (T.C.-の商.業施設の高集 ●住宅配置可能区域の変更はしない

②施設付属従業員宿舎の扱い ■積)の経緯.T.C.内の人口計画から不可 ●対象街区における住居系機能の暫定利用許可

①ペントハウスの広告利用の扱い ①屋上広告物の出現 ●TC中心部と周縁部で住宅導入と広告規制のバラ

②窓面広告の定義.緩和の方向性の有無 ②全面禁止だが斑に出現 ンスをとつたエリアの改訂

③立て看板.枕太郎族 (樵)の扱い ③全面禁止だが既に出現 中JL部 l 周縁部

④バナーの扱い ④店名.ロ:称-ク有り-抽看板扱い 住宅導入 現状維持 l 緩

店名.ロ17-クなし-+高さ〒歩道面+2.5M 看板規制 ■ 緩 現状維持

･出幅-歩道通行可能幅員の ●建物低層臥 高層部を分割しtS基準
1′2かつ1止以内 ●綱 鄭0Ⅰ丘の見直し

①壁面後退部の付属物設置たよる通行障 ①庇.独立広告塔.ゴミ置場etc.位置.大きさ.出 ●幹線道路沿いの1mの歩道状公開空地の確保

皇ー=コ②壁面後退部の自転車置場等の暫定利用 幅によって適宜指導 ■

●ぺデレベルに合わせ宅地造成をすると朋党行革となり計画が長期化 ●暫定利用として緩和 .

●隔地駐車場の是非 ●監郵旨条例等で規定されているもの以外は､_.原則自己所有 (借地鞠 寸あ柑ま非所有可)_.隔地駐車場と建物敷地との呈藷郎ま徒歩圏内･駐車嚇毎設の有無は問わない

2/19 3/13 4/11 5/16 7/7

第1回 第3回 第4回

-

新

基

準

案

の
蛙

示

第5回
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緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くtJ協定の運用に係 る検討 ① r協- の轍 (個 の定勤 による2層分の非住剤 用について 第5回-2

① 『協定上の階数 (1階)の定義』による2層分の非住戸利用について
- 高低差の大きな道路に接する建物の1･2階の取扱い

∫
rI

■
.I
.-

l

l

改 良 運 用 基 準 の 考 え プヲ

r 原 貝rl;従来亀岡の遵守

1.r全ての道路に対して2層分の非住戸利用J=ま変えないO

従来の運用通り ｢全ての道路に対して2層分の非住戸利用｣となるよう指導する｡但し､以下の様な場
合は2屈分の非住戸利用と見なす｡

■ 運用基準の旦耶酎ヒ

2.r協定上の階数 (1階)の定義』

● 通りに対する賑わい形成という観点から､建築基準法とは別に前面道路から見た階数 (l階)の設定を

協定独自に行うものとする｡ 【P.3 参照】

3.r前面道路の高低差が大きな宅地』での基準

●TC中心部や幹線道路沿道といったエリアによる緩和はせず､即地的な解決策をとる｡

( 前面道路の高低差によって半地下となる階 (建基法上地下1階)が r協定上の階数の定義)で1麿と判
断される建物であれば､建基法上2階となる階であっても3階と判断し住戸利用を認める｡

ただし､通りに対して見かけ上 ｢2層分の非住戸利用｣が確保されていないと判断される場合は､ r景

観的配慮Jを行うものとする｡ 【P.4 参照】

4.r景観的配慮いこよる2層分の非住戸利用の確保

● 改良運用基準の描完規定として現行運岡例を基準化する｡

Lr協定上の階数の定義Jの条件を満たす建物であっても､通りに対して見かけ上 r2層分の非街司り用)

が確保されていないと判断される場合は､3階 (住戸利用階)のファサードデザインの工夫や建物全体の

賑わい形成による r景観的配慮Jを指導するものとする｡ 【P.4 -参照】

YAMATE礼.ANWNGCABIN'



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定の運用に係る検討
① r協定上の階数 (1隙 の定勤 による2層分の非住戸利用について 第5回~3

『協定上の階数 (1階)の定義』

● 以下の基準を満たす場合､建築基準法上の ｢Bl階･1階･2階～｣を協定上 ｢1階･2階･3階～｣と見
なす｡

漂W狩jgV-3e=--4--qSyJW-5.5dF5- R j =q - - I - j- 5ieG& EiJ6- - A O y W - 5-5-A襲,. {++i+{++++j r y + + + y + + i + j j + + A

十- ∵ 三 ∴ .+

･7900 十{500 j=;0 -.300
道路A

∴ ′ ./ 二 ､' ･平均GL-900-(900十300)/2⊥ 一 一 占

…遊SA(平均GL-+300)より …

--T1--∴ -. メ_.I_-メ -ィ .I.Y;=｣で 妄 ｢二 一/ で --.._1 -+300-1500;

＼- .J . Jj二 ＼ 江 立面 図 ニー1200

W L･前面道路 ′ }さ ▲3階部分の景親的配慮

欝 芸完 認 諾書芸霊 萱 4階脚 i●● FL≧-1207諾 霊芝す｡:.

⊥階｣協2)～ ..7～＼ I # 守く=> ■_ .冒 .■ 甲的 ▼■~･< B1階麟 封▼基準法【平均地断面】

する｡ 賭【由難;:.:.

▼協定 【平均GL】.,e!.(▽FL≧-1200) l確保できない〇 ･!:
l~■l l ■一 --.- 二 軍 .守卜 p, 一 {

i

1.I扇萄賭 誹■l枠分迅Lil.adM.JJ謙抑 6..化樹 .-,;Ll触 棚 .t鼓;地 類

●通りに対して開口部を大きくとり､店舗等の脹わいを積極的に表出させ .る○ 三協定【平均GL】 監 …_ー基 準 法 ｢地 階 ｣ くJ地 盤 面 までの高さが､そ'['高さの1/3以上○平均地盤面】,≡;建築物が面すろそれぞれの前面首 :'f-;床 面 か ら路の平均の高さO の階の天井の基準法【- -.-=∴..〒 警 J_.禦 難 解 軒 諾 野 =i 3A一協定上のpl~階の定義 __一一_

増築物が周囲の地面と接すろ位置■.の平均の高さにおける水平面○ 満たせば1階と見なす

●1虫 定 上 の 1階 の 定 義 -●前面道路の平均GL■

- 基準法上地階となる階でも前面道路の平均GLより天井高の1/2臥上が地上に出ていて､通り沿いに店舗 p本協定は主に通りに対する賑わい形成に主眼を置いているので､敷地形状に係わら輔 緬進路とそれに面す
等賑わい施勤 現され通りに対して脹わいが十分に表出できると両断される場乱 協定上これを1階と見なすo る建物立面との関係で賑わい形成の成否を判断することとするo

栄 - ケ-ススタディ1Lp参照 よって､平均GLの捉え方はそれぞれの前面道路毎として､各前面道路の平均GLに対するフロアレベル

●2時における住居利用前面道路に対して協定上3Fであれば､基準法上2Fであつても住宅利用できるものとするO- (F.LL)とその際の天井高の関係によって前面道路 (通り)に対するlFの定義を行うoI
YAMATER_APDJlPGCABIN●



劇t=ユータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討 ① r協定上の階数 (1Fg)の定義山こよる2層分の非住剤 用について 第5回-4

ガイドラインの改良運用基準

# 階数の設定については<協定上の階数 (1階)の定義>に基づくo

■ 原 臭り
『全 て の 道 路 lこ文寸し て

2屈 分 の さF住 戸 亭rJ用 J]

( 前面 道 路 の 高 低 差 カで大 き な 宅 地
iiirdD巨真弓堅≡

⊥ 景 観 自勺配 慮

)景観的配慮 例)●Juコニー雌の鎚 ･---- I(hコニー他 も1潤と畝蟻掛嫉ける.
●仙コ=-TJqLンの砧 ･･-･-仕放 線､EE脚敬1･2Fと取る.
I壬楓･軒Lを加なL感 ･･･瑞り軸椎わた飽恥掛る｡

●高さの違うそれぞれの道路に対する2層分の非住戸利用の判断

■高さの違う2つ以上の道路に接する｡

●協定上の階数 (1階)

前

面

道

路

●高低差が大きな前面道路に対する2層分の非住戸利用の考え方

●前面道路に対して2

分の非住戸利用｡

の定義を満たしていれ

ば､2層分の非住戸利

用と判断する｡

3倍 住 5階 住

● 同一宅地で接道階が異なる場合でも､接する全ての道路に対して2
層分の非住戸利用の確保を前提とする｡

■協定上の階数設定は満たしているが.前面道路の高

低差によって見かけ上2層分の非住戸利用を確保で
きない部分がある｡

●協定上の定義を猷 した階W ll

●r協定上の階数 (l階)の定義Jを洛たした協定上の3階であれば住
戸利用できる｡

● 前面道路の高低差によって見かけ上2層分の非住戸利用を確保でき

ない部分がある場合は､3階部分での景観的配慮が望ましい｡

●高低差のある複数の前面道路に揺する場合の宅地全体での判断

前

面

道

路 … =: -- 1 1-1=

←他の前面道路に対しては協定上の階数の定義に基づいた2層分 …

の非住戸利用は確保されているが部分的に確保できない｡

●景観的配慮 ●景観的配慮

賑わい施設.の配置や動線の工 1.2階とファサード
夫等､宅地全体で各道路に対 デザインを合わせでい

する脹わいを確保する○ れば住戸利用できるO.

3倍 住 4階.住

i l

∵

W #+ +類+++ L+ +++++++++++++++++++A
･+

忽 髪

●協定上の階数の崖義を満たせない｡

● 2面以上道路に接し､道路の高低差や共同化等の施設計画上の理
由から､部分的に全ての道路に対して見かけ上2層分の非住戸利用
が確保できない場合､賑わい施設の酌量計画や動線の取り方 ･ファ

サードデザインの工夫等宅地全休での景観的配慮によって判断する｡

YAMATERJNVlrGCABlN'



ヽ
緋 ニュータウン.タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討 ① r協定上の階数 (順 )の定勤 による2層分の非住戸利用について 第5回

●問題点 - 前面道路の高低差が大きい場合､1階が景観的に埋もれてしまうo

｡ケ-スス夕TJイ1- .【前面親の高低差が大きい齢の道順 する賑わい】 ..以下の遥cl:霊芝警 完 C'=讐 芸霊 芸/讐 芸冨:冨害芸㌫ 芸諾 黒 岩ol志～3階までのフア
サード全体で脹わいの演出に貢献していると思われるものは【景観的配慮】と見なす○

1.壁 面 後 退 型 2.,1 I2階 併 用 型 3.ビ ⊂】テ if型 4.ス キ ッ プ 型 5.穫 衝 帯 型

略図事 t lm■m lm m t m m m m l l lm m lm m l口~l｢ tlm m lr-Tlm

｢｢1m m ｢1
J><コl t⊃ー<こH ｢>一二I LX l l.>′lI- lX H Lm l Im m lm Tlllrl1.m l lX IT rWm̀ m lm m 】m m m m m m m mm lm mtX H IXIL l b<一一 しっーJ FX l IXl 帖詩l- 由 l- ■一己きl ll EKl

Immlm軌肋 虎三塁i岬ヒ mmm.m- 髄迫E-払l-ErllrT,- I;rm m :m ｢T｢ .

■丁II.i.I/ /.1/L//L..'■丁■‥~手工 :JEi.JL___-___",I.ll"_.._._.__._______J)∫一一

@rJ等 卿 -̂TSi＼-轡 ミ蛋≡⊆三.rkbJrT＼-ー⊥ ____∴_TN I_ i.-- ..｢-- .J

角牢 ●'1.2階部分のみを十分に壁面後退し外 ●1階部分では主にエントランスの賑わい ●十分な壁面後退が出来ない場合､メイン=●1.2階をえキツプフロアとし前面道路 ●前面道路に対しポルティコやア-ケ-ド.壁と歩道の緩衝帯として建物レベルにあ を前面に出し､.2時へのアプローチデツ エントランス部分を1̀ 2階吹き抜けの の高低差に係わりなくエントランスを設 アトリウムなどを設けることで外壁との緩

吉見 つた歩道状空地を設ける○ キなどで全体の賑わいを掃う. ピロティにするなど､街角卿 に設え はる○ 一軒等をつくり出しファサードデザインその

●賑わい施設の開口部を大きく取れば歩道からの見下げとなり中の様子が分かりや■すいo ることで局部的に般わいを表出させる○ ■もの欄 わいを軌 だす○ .--



港北ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用 に係 る検討 ② 住宅配置可能区域外における住居系機能の暫定利用について 第5回-6

② 住宅配置可能区域外における住居系機能の暫定利用について

現 行 ｢街 づ く り 協 定

- プゴ●ィ ド ラ イ ニ/｣

現 孝二テの 運 用

ガイドライン(P.6),→~■py▼.･～.Jy-./-へ■ヽ■.住居の計勘ま住居配置可能埠区で:I.*Ji,r霜;,E%'
計画出来るものとします○-7点て二手二おこて.u::i..

タウンセンターは港北ニュータウンのセンターであると同時
に､横浜市北部地域のセンターとしての役割も期待されてい
ます｡
そのためには､商業施設や業務施設を集積させることが大切で
すが､港北ニュータウンにおける八ランスの取れたBiつくりも
考慮し､タウンセンターには約1万人の定住人口を計画してい
ます｡供給処理施設等の碁盤施設も､この人口計画を基に造ら
れています｡
タウンセンターの中心部分は､街の核にふさわしい商業.業務
系の施設集揃をはかる必要があるため､住居の利用は中心部
以外の街区(住居配笹可能地区)で行いましょう｡

●1階の住居導入について

-協定･ガイドライン通り住居導入は認めていない｡

●2階の住居導入について

-ガイドライン通り住居導入は認めていないが､地

権者からの申出によって協定運営委員会において

不謝となり2階への住居導入を行ったケースはあ

る｡

-住居配置可肯地 区以外での住居導入を認めていな

い背景を説明

(1)T.C.マスタープランのコンセプト

(構浜市高欄妃の位置づけ､商業･業務施設

の高菜輯)

(2)皆で話し合いを重ねて作ってきた ｢街づく

り協定｣だから自分たちで守るのが大切

(3)人口計画の順守

(4)〔申し出〕 〔ゾ-ニンクつ 〔換地〕といった

段階的経緯での合意を無にしない｡

改 良 運 月∃基 準 の 考 え 方

II 原 貝rJ

1.r住宅配置可能地区』の変更はしない｡

■ 運用基準の明確化

2.r対象街区に対し特例として住居系機能の暫定利用を認める.A

● 協定の変更を行わず､商業･業務系施設集税の補完支援策として､対象街区に対し条件を満たすものに

限り､住居系擁能の暫定利用を認める｡

J 対象街区に対し､以下の3条件を満たすものに限り､住居系我賄巨の暫定利用を認める｡

‖用途条件

･従業員宿舎､寄宿舎､期間限定利用のものとする｡

･分譲しない｡

･容積は容積率対象味面積の50%未満とする｡

(2)景観的条件
･住居系械鰭導入階は全ての道路に対して5階以上の階とする｡

･外壁デザインは非住戸利用階と揃える｡

※階数設定は r協定上の階数 (1階)の走鞄 による

(3)間取り条件

･基本的にワンルームとし､オフィス等非住戸利用に簡易に転用できるものとする｡

･非住戸利用に転用する際にその価値や利用勝手が損なわれないような間取りとする｡
【P.7 参照】

●施設付属従業員宿舎の扱い

3.r施設付属従業員宿舎の扱いJI

■･公的施設内住居機能は緊急性公益性を考慮し付属施設として､宿舎･宿直室･仮眠施設などを認める｡

･宿舎､宿直室､仮脚 分の77サードデザインは洗濯物や布団干しを見せない工夫や上下階の外壁

デザインとの統一などの景観的配慮を行う｡

YAMATEPLArAJl帖 CABIN●



緋 ニュータウン.タウンセンター地区 街づ くり協定 の運 用 に係 る検討 ② 住宅配置可能区故枇 おける住居系稔能の暫定利用について 第5回-7

ガイドラインの改良運用基準

｢協定の変更はしない｡右図の街区につ

いて以下の条件に基づき､住宅械能の

締 り用を認める｡

(1)用途条件

● 従業員宿舎､寄宿舎､期間限定利用

(ある期間で住宅利用が終了することが

事前に分かるもの)が望ましい｡

● 住宅系機能部分の床の分譲は不可｡

● 住宅系機能の導入は容槙率対象床面

横の50%未満｡

(2)景観的条件

● 住宅系機能の導入は敷地に接する全

ての道路から見て5階以上の階とする｡
● 外壁のデザインは下階 (鳩以下)と
揃える｡

r階数設定は協定上の定義を用いる｡

(3ページ参照)∫

(3)間取り条件

● 基本的にワンルームとし､オフィス

等非研 り用に簡易に転用できるもの

とする｡

● 柵 勺にオフィスとして利用する際

に､その価値や利用勝手が損なわれな

いような聞取りを条件とする｡

(3)間取り条件について 避難バルコニーと

しての最小面積｡

･間仕切り壁 ;簡易に取り外し可能であることが前提条件｡躯体としてワンルーム､面積は不問｡

･床仕上げ ;畳敷きにしない｡床下酉撒 く出来るようフリーアクセスフロアが望ましい｡

･階高 ;将来オフィス利用のできるよう天井裏･空調スペースの余裕やオフィス家具配置のできる天井
高を考慮した階高とする｡(ex.階高≧概ね3500)

･収 納 ;作り付けの収納は設けない｡

･キッチン ;ミニキッチン程度｡給湯室として独立して利用できるような配置にする｡

･バルコニー;洗濯物干しを付けない｡避難′ヾルコニーとして利用できる最小限の面積とする｡-開口部の

取り方り ルヾコニーの植枝等設えによって物干し利用ができないと判断されるものは許容｡

･電気容量 ;オフィス利用を前提とした容量の確保｡

YAMATEFM lr雌CABIN●



雛 ニュータウン･タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討 ② 住宅配置可能区域外における住居系機能の暫定利用について 第5回-8

<街区の選定の考え方 >

<街区選定の考え方>

｢TCを内濠･外虚と分けた中で外濠｣

｢メインストリートに対しサブストリート｣

r公的用地 (公団所有地､市有地､保留地他)を除いた馳

｢シンボル広場周辺･駅前広場周辺･ビジネスコア以外の街区｣

以上の様な考え方から下図に示すA-D街区について検討を行った｡

<対象街区>

第 1地 区 8-37街区
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緋ニュータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討
③看板･広告物の取扱いについて第5回-9

③ 看板 ･広告物の取扱いについて

現 行 の 運 用
現 行 ｢街 づ く り 協 定 ･

ガ イ ド ラ イ =ノ｣

■共通項目 ガイドライン
●屋上広告･窓面広告･野立広告楓ま禁止します｡
●自家用看板に限ります｡
●蛍光塗料､点滅サイン(ネオン等)は禁止します｡
●赤･黄色の面的使用は禁止します｡(交通信号､緊急時の表示
に摩先使用します｡)
●3措以上の高さに付く看板･広告物の色彩は彩度を低く抑え
ます｡(マンセル色度表示による最高彩度の1ノ3までの彩度と
します｡)
●看板の設乱こあたっては､表現.取り付け方法について､8i
つく'リ協定運営委員会と協議してください｡

■エリア別項白

エリア1.シンボル広場･駅前広埠周辺
●3階以上の高さには､看板･広告物等は設置しないようにし
てください｡(ただし､建物の名称を示す合計20rrr以内の看
板､および一時設許の広告帝は設置出来るものとします｡)
●壁面利用広告物は､建築壁1面につき空面積の1/10以下､か
つ捻許容面清を60nf以下とします｡
●袖看板､独立広告塔は禁止します｡
エリア2.シンボル道路沿道
●袖看板は､高さ25m以上かつ3梓床の高さ以下で､建物壁面
からの出幅をlrn以内としたもので､1壁面1箇所とします｡
●壁面利用広告物は､建築壁1面につき壁面積の2/10以下､か
つ総許容面積を60nl以下とします｡
●独立広告塔は禁止します｡
エリア3.その他
●抽毒軌ま､高さ2加l以上で建物の高さを超えず､建物壁面か
らの出信を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします｡

●壁面利用広告執事､建築聖1面につき壁面積の3/10以下､か
つ総許容面積を60rTf以下とします｡
●独立広告塔は高さを1α【以下とします｡

注)
壁面利用広告物･･藍面に張り付けられた事板､空面に組み込まれたt葡
(コンビニエンスストアの■坂等)などを持します.

●屋上広告物

- 禁止だが､不調の末出現したケースがある｡

(広告面の数･方向については指導｡)ト

●壁面利用広告物

- 広告幕を一時設置として面積許容したトスがある

●書面広告

- 禁止だが営業開始とともに自然に出現している｡

●袖看板

- 現行ガイドライン通りに運用している｡

●独立広告塔

- 現行ガイドライン通りに運用している｡

●赤･黄色の面的使用

- 現行協定･ガイドライン通りに逢弔している｡

●ネオン等

- 現行協定･ガイドライン通りに運用している｡

改 良 運 用 基 準 の 考 え 方

1.r協定の変更はしない』

● 現行の ｢街づくり協定Jは変更せずに解釈を明確にし､ ｢ガイドライン｣の基準の見直しを行う｡

← 看板･広告物の定義及び各広告形態に対する解択を明確にする｡

;自社 (テナント)用看板･広告物｡サインやバナー･オ-ニングの類l頒手板広告物の基準には入れな

い｡

;貸し看板､商品広告､広域吉舗案内等は禁止とする｡ 【P.12 参照】

2.rエリアの見直し』

● 現行ガイドラインにおいて最も基準の厳しい 〔エリア1.】については､TCの集客効果を制約しないよ
う〔エlJア2.〕と同じ基準とし､エリア分けを2つに簡略化する｡
● 看板･広告物規制と住居導入でガイドラインのバランスをとる｡中心部については大幅に基準を変更す

る｡

■ エリアの改訂

エリア1.;シンボル広場･駅前広場･シンボル道路沿道

エリ72.;その他 (幹線道路沿道については壁面後退部分に対する基準を追畑 【P.12 参照】

3.r低層部の積極的緩和】

● 低層部､中高層部を分割した基準を設け､低層部については通りの賑わい形成上積極的に広告できるも

のとする｡

■ 低層部､中高層部の分割

低層部 ;歩道面-約10m ､ 中高層部 ;約10m- 【P.13 参照】

4.r総許容面積60m2の見直し1

● 壁面利用広告物の総許容面積60nfは見直し､できるだけ広告可能な面積を広くする｡
■ 各立面の見付面積に対し ｢屋上広告物･壁面利用広告物･窓面広告｣の合計許容面積の割合を規定する｡

エリ71.;見付面積の2/10以下

エリ72.;見付面積の3/10以下かつ100nl以下 【P.13 _草原】

YAMATER_ANVl帖CABIN●



緋ニュータウン･タウンセンター地区 街づくLJ協定の運用に係る検討

H
J

③ 看板･広告物の取扱いについて 第5回-10

現況及び問題点の整理､これまでの運用例

1.屋 上 広 告 物
●ガイドライン

･全面禁止

●現況･運用例

･禁止だが､不調の未出現した

ケースがある｡ (広告面の数

･方向については指導｡)

●問題点

･要望強く協定の解釈を含めた

見直しの必要がある｡

2.窓 面 広 告

●ガイドライン

･全面禁止
●現況･蓮用例

･禁止だが営業開始とともに出現している｡

●問題点

･協定の解択を含めた見直しの必要がある｡

3.壁面奉り用広告

一時設置の広告幕を含めると面積温過

面積-文字Hx2×(全幅十字幅×2)

妻屋根上の看板

●ガイドライン

エリア1.シンボル広場･駅広周辺

･建築壁1面につき壁面槙の1/10以下､
かつ総許容面依-60m2以下
エリア2.シンボル道路沿い

･壁面暁の2/10以下､総許容面積-60d以下
エリア3.その他

･壁面横の3/10以下､総許容面瞭-60d以下
●現況･運用例

･建築壁1面の解釈について
･複雑な建物での判断基準がない｡

･一時設置の広告幕の扱いについて

･暫定利用として面積を許容したケースがある｡

･妻屋根上の看板について

･特に基準はない｡

･字休 (線形)のみによる看板の面積について

･面積算定基準は特にない｡

●問題点

･建築壁1面の解釈､総許容面積等の見直しの
必要がある｡

YAMATEn.〟州柑;CABIN●



港北ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定 の運用 に係 る検討 ③ 看板･広告物の取扱いについて 第5回-ll

｢

r
j

rl

●ガイドライン

エリア1 シンボル広場･駅広周辺

･禁止

エリア2 シンボル道路沿い
･出幅1m以内､高さ2.5m以上3階床以下

エリア3 その他

･出幅1m以内､高さ2.5m以上建物高さ以下

●現況･違用例

･現行ガイドライン通りに運用している｡

●問題点

･-壁面鰍 設置の要望がある｡

･大規模テナントビルにおけるテナント蓑言面
積不足に不満があり､基準が厳しいと窓面広

告の発生が予想される｡

5.独立広告塔
●ガイドライン

エリ71 シンボル広場･駅広岡辺

･禁止

エリア2 シンボル道路沿い
･禁止

エリア3 その他
･高さ10m以下

●現況･連用例

･現行ガイドライン通りに運用しているこ
●問題点

･幹線道路沿い壁面後退部分で通行の障害になっ

ているものがあり基準の明確化が必要である｡

6.里予立広告板 7.r帽光 一/ヾナ -

●ガイドライン

･全面禁止

●現況･運用例

･建設予定公示看板や出店広告等が多く見られ

る｡

･暫定利用として黙認している｡

●問題点

･禁止となる広告形態の明確化が必要である｡

●ガイドライン

･基準なし

●現況･運用例

･店名･ロ二叶-クあり;柚看板扱い

店名･ロカークなし;高さ-歩道面+2_5m

出幅-歩道通行聯 高点

の1/2かつ1m以内

●問題点

･基準化の必要性がある｡

●ネオン等点滅サインについて

･夜間内職型･ライトアップ型･液晶等はネオン電飾扱いか｡

●赤･黄色の面的使用について

･企業カラーとして使用要望が多い｡緩和の方向性はあるか｡

●界隈性の創出について

･通り､街区､エリア毎の性格付桝こよる細かな指針が今後必要となるか｡

●チェック粍構の在り方について

- 農 芸 慧 莞 欝 に二 ､てti]というかたちで附 欄 け腿 の職 を頗

しているが､大規模な計画職 llなケース以外は芳雌協議を行うことは少ない｡また､テナント等の

営業開始とあわせた看板の設置や窓面広告についてはチェック機構が無い状態にある｡
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雛 ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くtJ協定の運用 に係 る検討
③ 看板･広告物の取扱いについて 第5回-12

■ 協 定 の 解 釈

看板､広告物定義;

●自社 (テナント)用看板･広告物｡サインやバナー･オーニングの類は看板広告物の基準外｡

●貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

a.●屋上広告物

･貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は弘

･自社 (テナント)用看板は許容｡

●窓面広告

･低層部については許容｡

●野立広告物

･貸し看板､商品広告､広域店舗嚢内等は禁止｡

･公共広告や暫定利用の自社用･テナント募集･テナントオープン広告等は許容｡

b.●蛍光塗料.点滅サイン

･蛍光塗料は使用不可｡ (市 屋外広告物条例)

･光源が買出し点滅するものは低層部での位相を許臥 特に住宅配置可能地区の中高層部で甲
使用は禁止｡

C.●赤･責の面的使用

･彩度調整によって許容｡

Itエ リ ア の 弓女言丁
エリア1.

;シンボル広場 ･シンボル道路

･駅前広場周辺

※ エリア1.については個別の協議に

よって判断する｡

エリア2.
;その他のエリア (幹線道路沿道につい

ては細則あり｡)
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港北ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定 の運 用 に係 る検討
LL

③ 看板･広告物の取扱いについて 第5回-13

■ 低 層 吾β -中 高 届 書βの 分 害リ

■ 合 計 許 容 面 積

●低層部.中高層部の考え方 ●合計許容面積の考え方

低層部は歩道面から【概ね10mまで】の高さと 邑｣ヒ広告物､壁面利用広告物 (JTラ叫 上郡利用､

するo ビル名称､広告幕､テナント名称)､窓面広告 (低層

Cj 前面道路の高低差に影響されず､独立広告 部のみ)の絵面鏡を建物立面の総見付面暁に対す

塔高さ制限に同じo る割合で算定するo l.エリ71.r見付面積の2/10以下OJエリ72.r見付面積の3/10以下､かつ､100nt以下○Jl

広 告 形 態 男 .リ基 準

●屋上広告物形態高さ基準 ●窓面広告

･ペントハウス上郡利用でペントハウスの形状に ー低層部のみ許容

合わせはみ出さないこと○ ･透明シール等の利用により文字のみの表記とな

･広告物の高さは10m以下○ るものが望ましい○

･屋上より20m以下〇･建物高さの2/3以下○ ･窓面積の1/3以下.

･合縛 緬 執 象広納 ≡芸 芸 のぬ 以内

m ーロココ 皿 ⊂コ ! :組 付醜[【Ⅲ 蒜 ⊂[Ⅲ]皿 『 一.丁~-…ロ 口Ⅱ [=【Ⅲ 皿 四 … 霊 芝.讐 監/lモ目 口 = -霊 藍 巨 恵

一日 巨 血 冒 問 立 這一日 巨 血 冒 問 立 這

●手中奈 JH 県 屋 外 広 告 物 臭 伊 fJ(抜 粋 )芸 苧範 -つの建築物についての表示醐 の合

l萱撃. は上る 部 也位域 計は 20平方メートル以内とする○

第規_刺-也種域 一つの建築物についての表示面槙の合計は60平方メートル以内とする○

聖義認 一つの建築軌 こついての表示面額の合計は100平方メートル以内とする.

冨曇感域 表示面横の制限なし○

畢 1.-つの建築物についての表示面額dニ A

に 種 (広口塔の場 ロは最大断面故をいつ.以下>の表において同 じ )のA計は

･も 突.也 規刺也 o JjFt100平方ノ-トル以内とする○2.建築物の高さの3分の2以下で､lO

の すらち 域 メートルを超えることはできない○#& 1.表示面軒の制限なし○

の●横 浜 市 噂桂城 2.建築物の高さの3分の2以下で､20メートルを超えることはできない○

l 申 住 居 地 域 舷 その他の地■域_.

タ ト広 告 物 集 伊 fJ(抜 粋 ) 広告物の高さをlOm以下 かつ建築物の高さ 広̀告物の高さを20lT,.～以下 かつ凍集物の

一般の基韓周田の環境をそこなわないもの.道路交通上及び添上交通上支障のないもの.蛍光塗料及びこ 一一t-Jの2分の1以下 官㌻琴五 汚す;芹

琴 型 壁 掛 もの J-～ ～広20FE Lt

釈明義正等の使用基準罪-球低潜住居吋用地唆.辞二価低層住居専用地域.節-額中高層住居群用地域 .第二,壌中 ･.一.一覧 臥EEr田田

帯層住居専用地域内では光恵が買出し点滅するもの並びに映像装置及びこれらに頬するものを

如 ないもの.その埠の地域では頓 媒 篭記 譜 諾 鎧 芸票 崇 莞 嘉 遠,はtJ放.はLJ札 31■田田口
はり革-.はり札.ポスターの面軌ま1平方 るもの (壁面看板) 用EEIE]

メ-トル以内とし,同一のものを連続して 広告物の縦の長さを建築物の高さの3分の1以 C.i,

軒 一票 .≡ G.L

種住居地域 そ の 他 の 地 域

G､ATLぶ{ lo一九†8-P絹i
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射ヒニュータウン･タウンセンター地区 街づ くtJ協定の運用に係 る検討 ③ 看板･広告物の取扱いについて 第5回-14

ガイドラインの改良運用基準
看板､広告物定義;自社 (テナント)用看板･広告物｡貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡案内サイン･バナー･オーニング等は看板･広告物には含まない｡

エ リ ア 1. (イ国 男リ冨岡 整 協 議 ) エ リ ア 2_

合緒容硝 屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告の合計許容面静ま 屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告の合計許容面静ま各立面につき見附面積の2/10以下とします○ 各立面につき月肘面積の3/10以下､かつlOOnZ以内とします○

屋 ｣二広 告 物 貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止します○

形態;ペントハウス上部利用のみ○ 広告物の高さ;10m以下､屋上からの上端までの高さ;20m以下､かつ建物高さの2/3以下○

壁 面 事り月弓広 告 物 パラペット上部 (文字 (線状)表記のみ)､ビル名称､広告幕､テナント名称､窓面広告 (低層部のみ)とします○

貸し看板､商品広告､広域吉舗案内等は禁止しますb

窓 面広 告 低層部 ト約10m) 表示面積;窓 (開口部)面積の1/3以下○透明シ-ル等により文字のみの表記となるものが望ましい.

事由看 板 低層部 (～約10m) 高さ◆2.5m以上で10mの高さ以下で､贋物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします○ 高さ2.5m以上で10mの高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面複数箇所とします○

独 立 広 告 塔 禁止しますo 高さを10m以下 (市 屋外広告物条例案掛 とします○ …高さを10m以下とし､道路境界から1m以内で高

…さ2.5m以下の範囲には固定物は設置しない○

里野立 て 看 板 貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止します○ (公共広告､自社札 テナント募監 テナントオープン広告執ま許容)

蘇 -黄 色 の 面 白勺使 月弓 3階以上の高さに使岡する場合は彩度を低く抑えましょうo

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の1/3までに抑えましょう○)

ネ コ｢ン等 低層部 ト.約10m) . 光源が買出し点滅するものも 谷しますo

中高層部 的10m～) 戯 盟のものは禁止します○ 住居系利用を考慮し､禁止しますo

そ の イ也 ･オーロラビジョン.時計等広告物以外の付属物については個別調整協議の上判断〇･仮囲いの広告利用は許容します○但し､公共広告､自社用てテナント募集､テナントオープン広告等に限る○ ･喝臥 ､の広告利用は許容します.但し､公共広告､自社用､テナント寡乱 テナントオープン広告等に限る○



ユータウン･タウンセンター地区 街 づ く り協 定 の運 用 に係 る検 討
③ 看板 ･広告物の取扱いについて 第5回-15

､広告物定義 ;､自社 (テナント)用看板 ･広告物｡貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁血

一 一 ~~~==去==『~ 合計許容面積 血 Aユー ､ エ リ ア 2_ 合計許容面積･屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告のA計許容面積

幹線道路沿道･2mの壁面後退･道路境界線より1m以

･屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広口のロ計許容面 棟は各立面につき見対面紋の2/10以下とします○ は各立面につき見附面積の3/10以下､かつlOOd以下とします｡

重量r i 誤 20m.屋上広告物以下､かつ建物高さの2/3以下 .5fqf七島≡○～萱,! 嵩 】

･,I.;〟.I. 星山∈告物:･高さ10m以下
⊂>

) ･上端までの高さ20m以下､かつ建物高さの2/3肝 ㍉垂:.

ムーコ･Jtラ<1ト上郡利用･ビル名称看板I .-時設置の広告幕 .… .低脚 の窓配 合1y 柿 板l .出幅1m以内､高さ ･壁面利用広告物･Jfiベサト上部利用･ビル名称看板･一一時設置の広告幕･低官邸の窓面広告/ '寮 11%:以下のものは1壁面複数
fj. 2.5m以上､10m以 .I 下i '1壁面1噺｢Il 低層部i .窓面広告､点滅サイン 古妻喜書伝謹書妻喜 //′ 内には歩行者の通′一の

の許容パ 十 欝 票 は表 / 低層部･窓面広告の許容･窓面広告面横は窓面鏡中高層部 の1/3以下I+ イ丁障害となるものは-切設置しない○中高層部で､

i 】
壬壷 喜 壬頼 捧 :キミ≡‥lJLf:.至宝罫 を 胡 認 許

喜 H.碍 ≡ 二

■ I1m以上;触蜘 ト



港北ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定の運用に係る検討

④ 暫定利用時のぺデと宅地レベルの取扱いについて

④ 暫定利用時のベデと宅地レベルの取扱いについて 第5回-16

現 行 ｢街 づ く り 協 定 現 行 の 運 用

- プゴ-イ ド ラ イ ン ｣ ㌍㌍提琴≡童…董奉 ≡…董…蒸 器

-.争 :禦 千野 甲 .響 _一. こ -~協 定 (≡,=.f.:_;I..7,!●シンボル広場とのレベルについて
L.言募f:集に定める偵犀区軸 の土叫 $l和 様註暫寮的-既に事例に合わせ許容しているo
纏 顛 岬二醸 設率築上等寧車辛味複 軸奉橿割汚襲

.rTJフ:琴合JLi=.=_ち:;この協xE.の内容に沿ずたもの;LE:鞍ー■≠=.i頑lo)手続きを行うものとレ垂◆オー-∴:..■F'七.::ei-.;.淡さ翫-だ滞}ーこ
和 議…癖 董議武 で海 嶺由鹿 蓋蕪…告

ガイドライン (P .16)

I-壁面後退部分のしっらえ床のレベル

前面のシンボル広甥の高さに合わせましょう.天井の高さ

隣接する建物の壁面後退部分と合わせましょう.舗装

シンボル広場の舗装材との素材や色調の調和を考えま.しよう.使い方

通行の妨けになる､看板や自動販売機等は置かないようにしましよう.(ウコンなど盛時に設置するものは除きます○)

事例 (第2地区 9-26-伽 》センタ-南駅前商業施設 仮称)i..二 言 i /I; rL FH 宜 .

.5 A才

粗造かベルiまそのまま -.季O./. ⊂】 ロ

-6..-.-と温/鳶βi./,/~imI'..D--ヂ争.,I--r脂ロ ･口. ⊂ユロ:,;..二二三≠ 腰 q
-G. ⊂】 BB;円_⊂J Ju_m⊂=⊃√b.i_如-ここ｢一･･.---:ニー.I- i.u噂 こ こ

-_;-:--::ノ 空 ,HlJ

改 良 運 用 基 準 の 考え 方

1.r暫定的土地利用については粗造成 レベルでの建築が出来 るものとす る｡』

● TCの早期熟成を目指し暫定的土地利用においては､開発行為として計画が長期化しないよう粗造成レ
ベルにおける建築が出来るものとする｡

但し､以下の点に留意した壁面後退を行い､開放的に設えることによってシンボル広場との一体㌍挿J用

が出来るようにする｡

←粗造成レベルでの壁面後退部分での留意点

(1)シンボル広場から自由に利用できる平場を設ける｡

(2)シンボル広場と壁面後退部分は階段やスロープなどスムーズな歩行者動線によって繋げる｡
(3)壁面後退部分は施設の脹わいとシンボル広場の脹わいが連続していくような設えとする｡

ex)施設の開放テラス利用､待ち合わせ広場､り臓 tc.

T



緋 ニュータウン･タウンセンター地区 街 づ くり協定の運 用 に係 る検討 ⑤ 小規模宅地における隔地駐車場の取扱川こついて 第5回-17

⑤ 小規模宅地における隔地駐車場の取扱いについて

現 才子 ｢街 づ く り 協 定
-プゴーイ ドラ イ ン ｣

現 才二子の 運 用

◎駐車場 ･駐輪場
【19]駐車場･駐輪場の設置

来街着の利便性､円滑な;

協定 (P.5)

駐車場･駐輪場の付置を図りましょう｡駐車場を付置

する場合､付置義務台数以上の整備に努めましょう｡

大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて駐輪場を

付置しましょう｡小規模宅地では､駐車場の計画に際

して共同化等に努めましょう｡
ガイドライン (P.8)

来街者の利便性を高めるため､十分な駐車場を
整備しましょう｡(ガイドライン6-1)

タウンセンターは､その立地特性から自動車による釆街者の
割合が副＼と予想されています｡駐車場が少ないと､駐車待ち
行列によって周辺道路にまで渋滞が発生しますし､街中の路
上駐車も増えてしまい環境も悪くなります｡
タウンセンターは駐車場整備地区に指定されており､建物の
用途や床面軌こよって整備しなければならないB車台数(附
逝義耗台数)が定められています｡
しかし､附直義稗台数は都心における駐車場整備の恩低限度
を条例で定めたものであり､来街書にとってより利便性の高
いタウンセンターの街つくりを行うためには､附置義務台数
以上の駐車場整備が必要です｡

施設の計画にあたっては､来街着やサ-ビス用の車両の路上
Ei車などが生じないよう､施設の用途や規模をよく考慮して
十分な丘の駐車台数を確保しましよう｡
十分な駐車場が用意出来ない場合でも､商尭･業務系施設(非
住居系用途分)については､横浜市良車甥条例による附富美務
台数の少なくとも2割増し程度は設けるようにしましよう｡
また､住居系用途の場合には､戸数の7割程度の駐車場(車庫)
は設けるようにしましよう｡

対象/横浜市史畢XE灸剛こ抜当する用途の建物

小規模な施設の場合でも､自前の駐車施設を

駐車場の附置義務の生じない施設でも､テナント用や来店客
用の駐車場が必要となります.自分で使用する駐車施設lよ自
前で造ることが大切です｡

このような場合には､､共同ビル方式や敷地を共同化した小さ
な施設が集まって共同で駐車場を整備する方法もあります｡

釣魚/瓜車鳩の約匹汚溝に満たない小規域の品位
Bはするガイドライン/2-I1的の共同化

2-2協調化した施l生計i5

- 協定､ガイドライン通り住戸数の7割の自前駐

車場の確保を指導している｡

-以下の条件を満たせば隔地駐車場を認めている｡

(1)原則自己所有とする｡

(借地承諾書があれば非所有でも可能とする｡)

(2)隔地駐車場と建物敷地との距離は徒歩圏内と
する｡

(3)駐車場施設の有無は問わない｡

改 良 運 用 基 準 の 考 え 方

1.r施設立地状況を見据えた段階的な指導を行う｡』

● (I)現段階 隔地駐車場の許容

施設立地が半数に満たない段階では偏地駐車場を許容し､TCの早期熟成という目的から自前駐
車場によって1階部分の賑わいが途切れることのないように指導する｡

(2)第2段階 共同化駐車場の誘致
施設立地がある程度充実し各ゾーン･街区の動向が見極められる状態になった段階で､ゾーン毎

に共同化駐車場の設置を誘導する｡

■ 隔地駐車場の許容基準

(1)敷地規模による許容の目安

以下の敷地規模の宅地で前面道路の賑わい形成上､隔地駐車場が望ましいと判断されるものは隔地

駐車場を許容する｡

･住宅系施設 ; 敷地面積 約300Ⅱf以下の宅地

･非住宅系施設 ; 敷地面積 約200m'以下の宅地

(2)原則自己所有とする｡ (借地承諾書があれば非所有でも可能とする｡)
(3)隔地駐車場と建物敷地との距離は徒歩圏内とする｡

(4)駐車場施設の形態は問わない｡

■ 共同化駐車場の誘致

共同化駐車場の設置は各ゾーン･街区全体の問題として積極的に指導し､ r横浜市監事場整備融資｣

｢共同駐車場整備促進事業｣といった公的補助制度も指導していく｡

YAMAlfR_ArVdl帖CABlN●



港北ニュータウン.タウンセンター地区 街づ くり協定 の運用 に係 る検討 ⑤ 小規模宅地における隔地駐車場の取扱いについて 第5回-18

現況手巴瞳

●住宅系施設駐車場確保状況

敷地規模 総宅地数 隔地f賄 宅地数 自前駐車台数 隔地駐車台数 自前駐車率~隔地駐車率

(nf) (件) (件) (台) (令) (%) (%)

-一oo( -149) 14 12 6 57 9.51 妻……妻≡黙Q…≡妻……葺き喜

200(150-249) 9 7 20 71 2一.9

300(250-349) 1 1 3 12 20.0 三≡≡…嬢海≡;…三…≡fl…
400(350-449) 2 1 27 6 81.8 18.2
500(450-549) 4 2 83 9 90.2 9.8

1000(950- ) ー8 1 230 53 81.2 18.8

･ 敷地規模300rd以下では､隔地監物 〈高い.400Ⅱf以上の敷地規模で隔地的 〈発生している原因

としては､商業床から発生する付置義務台数が影響していると思われる｡

敷地規模 松宅地数 隔地保有宅地数 自前駐車台数 隔地駐車台数 自前駐車率 隔地駐車率

(nf) (件) ■ (令) (令) (%) (%)

～100( -149) 7 6 2 28 ■6.7

200(150-249) 2 1 -3 3 50.0 郵≡童妻…喜.Q董
300(250-349) 4 0 39 0100.0 0.0

400く350-449)◆

500(450-549) 4 0 40 0 100.0

600(550-649) 1 lL 0 13 0.0 100.0

TOO(650-749) .2 1 20 13 60.6 39.4

800(750-849) 1 1 0 14 0.0 100.0

1000-(1050-) 13 0 2187 0100.0 ●0.0

. 敷地規模600Ⅱf以上で隔地駐車が発生しているのは､第1地区の地下鉄高架下利用の宅地によるもので

｢蜘勺な宅地では200nf以下の敷地規模にしか隔地物 〈発生していないことになるO

< 鷲 津斗 >

ー 横 浜 市 馬主車 場 条 イタrJ

(駐車施設の附定の特例)

第10粂 第4条から第6条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは

用途変更をしようとする着払 その建築物の構造又は敷地の位置,規模等により,

市長が特にやむを得ないと認める場合において払 その建築物又はその建築物の敷

地内に駐車施設を附置しないことができる｡この場合において,当該新築又は増築

若しくは用途変更をしようとする者は,その建築物の敷地からおおむね200メート

ル以内の場所に監事施設を設けなければならない｡

2 建築物の新築又は増築若しくは用途変更をする地区又は地域の地ヲ玖 交通事情等

からして,第4条から第6条までの規定により建築物に附置しなければならない良

事施設を2以上の建築物のために一団として設けることが合理的であると認められ

る場合において,その監事施設が規則で定める規模以上となるときは,当該建築物

の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は,第4条から第6条までの鋭

定にかかわらず,その建築物又はその建築物の敷地内に監事施設を附置しないこと

ができる｡

3 第4条から第6条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途

変更をしようとする者が,その建築物からおおむね200メートル以内の場所におい

て,法第10粂第1項の規定により都市計画として決定された路外駐車場を建設する

場合は,その建築物又はその建築物の敷地内に附置する駐車施設の駐車台数を,第

4灸から第6条までの規定により算出した監事台数からその路外駐車場の監事台数

の2分の1の範囲内において規則で定める限度の駐車台数を控除した駐車台数とす

ることができる｡

4 前3項の規定により駐車施設を設けようとする者は,あらかじめ,監事施設の位

鼠 規模及び構造について市長の承認を受けなければならない｡東認を受けた事項

を変更しようとするときも.また同様とする｡

YAMATER_AMIrGCABIN●



<賃料>

- 駐 車 場 建 設 の た め の 丙虫賛 辞fJ度 及 こダ補 助 希u度 ー 共 同 駐 車 場 整 備 促 進 事 業

一一一一＼ 対 象 と な る 駐 ヰ 鳩 融 資 等 の 内 容 問合せ先 1 桐 脚 伽 滝筏 (2)riq附bt-人の恥 か柚地肌 別 も行-

横浜市駐車場を 傭 融 SF30台以上の一時預かり又は月毎駐車場を建設する場合 (建築物に限る) 弘資阻旺額:8億円刺 _率 :年3.20%(8年5月28日現在)LXjZ期間 :20年以内 (5年据置) 柵 画 l諾 讐竺芸芸志望霊芝宗.,讐豊 榊 が欄 して雄肘柑叫 L 冨害悪慧芸詣3迩謡 話 し享協力金枝払うが.7立地及び榔

局屯細対態課書045-67ト4052

2.慧 芸慧冨害芸.柳 城.正和築地即であること,, ■.I.- LS≡崇 空重

･.芸霊宝芸孟;;冨芸誓言と!仝TJ:で鯛 して行うものであること.A :で 一.#声 9 ..Lこ狩 野こ'.7=-
:芸霊芝蓋王㌫諾烹≡芸誓 言欝 等皇;三宝.aーと. .鎧聾 __-.t._- ■和 ..

横浜市共同住宅駐車場設置資金取資 延床面扱1.000Z77を超える共同住宅を新築する事業で.敷地内にB車境を設置する場合(青空宅車姐を除く) 私党収ま執:工事鑑別毎に300万円以内/令 伽蟻浜市建亀肋成公社蜘TO45-461-3805 3共馳暮如J:る触 -.r事盲約.-'

横浜市マンシIン管理組合向け駐車場を輔融資 市内マンション菅軸 合所有の駐車場の新設.相投･補修工事で.住宅金払公庫のマンション共用部分T)フ*-ムロ-ンを利用し.なお資金不足の場合 飴賞限定葡:①300′台×台虫⑦(埋設絵額の90X)-(公呼融資額)①と②のどちらか庇い方利 ■率 こ年3.40%(8年4月8日弟在)休題期間 :15年以内

扶浜市産業開発資金融資 市及び轍 {.企画立案段階から抵抗して指導した中小.中堅企業の開発事業により整備する蛙辛施設及び校正に要する土地 地変阻変額:予昇の転用で時政定めなし手伸 :無利子及び年1.50%(8年4月1日現在)脚 問 :15年(据置親閲3年含む) 経済局藍u mtO45-
671-2592 .歩百着1,b,C- それぞれ土札t功のFt右投あり. iEEl1/12.市1′12｣ 5/6坤 昔 llJ細tは l

扶浜市商店街共同施設整備 商店街編興租合法又は中小企業等協同組合法に基づく又は準ずる商店街が整備又は改修する乗街着 助成率;25%以内 辻収 得衰阻変額‥500万円 は除く::聯 局産菜立地括弧 当 ー横 浜 市 駐 車 場 整 備 商虫鷺肋砿事業 用駐車場 駐 車 場 整 備 融 資~の ご 案 内 .

ライブタウン菜摘事業 ライブタウン整備事業の指定を受けた事業者が策定した計画に基やさ髭備される乗街着用駐車場 助成率‥35%以内 'tt地取得茸限度額三5,000万円 l_は除く;光中JJvJヽ売両案垢 助成率;25y.以内 IC45-671-3838 ｢壷毒',-̀■年率首r-;-JA'-i"ri'益'ili妄言扇前石妄Mi-蒜 言落で芯をI.'~芯指盲&-高遠｢音読'~~■̀~-(-玩-蒜 となるZW六の80'以内又は柵の出たり暮洲即 事づくlER-…ぎとなって別 打.その対配 し,.帥… 伽文脈促止すろたれ" 朋L,紬.ii .の80X以内わいすれかaEL.甘' !LL.-.-.-....-.--.-...------.一一一-...- ---..-.一一-一一------.---一一一一一-m--.-J
無法等魚用の場合 '限定頼:7,500万円 …し;:lL誓.先見交通の円靴 軌 市民生悪の安全性や利… 射 るとともに.! 脚 壬∴附 桝 … づ州 かつ80棚 に抑 即 す●

如 8L鮭のJI持及tfteiLにf与しようとするt,のです. ー☆桝 と正平

犠浜市中小企業 中小企業団拝の組掛こ射する法敵 中小企業等塩 助成率:15%以内 '&歯 痛義 撞済局産 言Ji54判平 年2ー7%正文虫利く垢Ⅰ榊 中2ー7%日平成B引 〇月258現在1喜一

団体共同施設 同組合法.商店街振舞組合法に基づく法人が生備 阻捕 :300万円 は除く…策搬 竿誓 :ナられる… … ※慧

整備助成事業 する駐車場 tO45-67ト2569 [30.台以上の一時汁かり又は月tiJiJIIを書投丁川合でJtJ相であるもの ー 脚の批 な棚 !…;:≡ …ニ≡::B'ニ;榊 l苅何字含 む ' ー☆挺汁 Z

妄言:;禁.t芸::≡:i::≡ ;:;:するt.Aとし… し'次甲-白にヨ :…芸::……:≡芸;脚 拝

-共 同 性 阜 鳩 次のすべての要件を満足する駐車場 助成率:共同駐車垢転備事業史の1′6 都市計画
整備促進事業 轡 堅r轡 蝉畏Iy蛸準桝 由 蔓(2)桝 苛立偏地区外において菅Pl店 マ-ケ,ト舟行逆別 等を兼とする者dL ℡045-671-3864.4052

桓'il右手li妻車沖の予昇措置d;)加 .串業者宅:;までに時間がか号≡:ります ②おおむね4haの地区内で10人以上の地権者等が 局駐車明 Ti 当昏出払のためにtnするti事I部分の連投号に羊するJt用. l.野 言草碑するもの③駐車場法に毒づく届出駐車場で.かつ二嘩艶TP駐車台数カや0台以上④助成されないと経営が艶文であること⑤周辺持上駐事の#.i削こ寄与するもの ,(国1/12.横浜市1/12)(おおむね納 台を限定とする)ちDO 対策孫1045-671-4052
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⑥ 界隈性の創出について

@ 界隈性の創出について 第5回-20

現 行 ｢街 づ く り 協 定 -
カ 'イ ド ラ イ ン ｣

現 行 の 運 月∃

⑳ 建物形態 協定 (P･4)
【12]意匠

建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを創
り出すように工夫しましょう｡

ガイドライン (P.24)
界隈毎に協調化したデザインにより､

一体的な通りの個性を演出しましょう｡
(ガイドライン15-1)

協調化デザインの考え方
ガイドライン2-2の敷地の共同利用と同じですが､それぞれの
敷地で別々 に施設建設を行う場合でも､隣り合った建物と協調
して計画することで一体的な計画とすることが出来ます｡

との方法も､地権者の皆さんが話し合いを行い､協力すること
から始まります｡

隣同士､通り毎､ブロック毎にまとまって話し合いを進めま
しょう｡

対象/針)､界隈に面するすべての施粗
ガイドライン (P.29)

界隈毎の統一感を出すため｢界隈色｣の
導入を検討しましよう｡
(ガイドライン18-2)

界隈色は､通り･街区毎(界隈毎)に基調色や､建物の2階以下
の壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するた
めに､色相の範囲や明るさなどを取り決めるものです｡

対象/すべての捷姐
ガイドライン (P.

賢の高い魅力的な看板で､建物の個性､

界隈の個性を演出しましょう｡
(ガイドライン20-2)

■界隈の個性づくり

通りのまとまりのある個性化のために看板の設置に際して以
下のような方法があります｡

●取り付け位置を揃える｡
●大きさを揃える｡

●色彩を揃える｡
●素材を揃える｡

+同じマークを使用する等

対象/Tへての施設

33)

●界隈性の創出について

改 良 運 月弓基 準 の 考 え 方

1.r施設立地状況を見据えた段階的な誘導を行うo』

● 馳 蜘 あヾる程度充実し各通り･街区 ･ゾーンの動向が見極められる状態になった段階で､商店会 ･

町内会の組織化を図り､通り毎 ･街区毎の特徴付け･界隈性の創出を誘導していく｡

■ 通り毎 (街区毎)の賑わいの創出､特徴付け

･バナー､オーニンク等付属物

ex)バナー用フックの取付けの徹底､形状 ･色の統一 etc.
･植栽計画

ex)フラワ-バスケット･フラワーポットの統一､梧種の統一 etc.
･色彩計画

ex)シンボルカラーの使用､建物 (低層部)色彩の統一､付属物色彩の統一 etc.
･照明計画

ex)照明演出の統一 etc.
･ネーミング

ex)シンボルカラーによるネ-ミン久 植種によるネーミング etc.
･業種､業態

ex)特定の業種 ･業態の誘致による特徴付け

T 民間施設用サインの設置

･通り (街区)入口宅地での設置

･サイン塔､壁付きサイン等のデザインによって通り毎 (街区毎)の特徴付けを強める｡

YAMATER_NQdlPd3CABIN◆
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<ゾーン毎 ･通り毎の特徴付け>

●ゾーン毎の考え方

(1)シンボル広場･駅前広場ゾーン

･ 両地区の顔であり玄関口となるゾーンとして建築形態を含めたデザインコードによる特徴付け｡

･ 4mセットバックによる回廊､ランドマーク､アイストップを意識した建築形態やシンボル広場の緑
と呼応するような立体緑化､バナー･オーニングによる一体感等によって特徴付けるO

(2)シンボル道路･坂的複合施設を中心としたゾーン

･ シンポノ雌 各･核的複合施設を中心としたゾーンの特徴付けを行い､セール等のイベント時にはシン

ボル道路を中心にゾーン全休で-1村勺な展開を図る.ゾーン全体の特徴付けとしてはシンボルカラーや

各付属物などを統一する｡

(3PT内会･商店会毎の特徴付けを行うゾーン

･ 町内会･商店会にあわせた特徴付けを行いながら回遊的となるベデや道路によって燐の繋がりを持た

せる｡

●通り毎の考え方

(1)シンボル道路

･ TCの中心的通りとして建築形態･色彩などの意匠や付属物や植栽などを含め特徴付けを行う｡付属

物やシンボルカラーなどについては､シンポノし道路･核的複合施設を中心としたゾーン-全体の特徴付

けにも用い､ゾーンの一体化も図る.

(2汀C内回遊通り
･ TC内の匝遊勤線として各商店会や町内会を繋ぐ連続した特徴付けを行う｡

出入口には民間施設用案内サインを設ける｡

(3)TCの内外を結ぶ通り

･ シンボル広場ゾーンとTC外朝蓄ぶ通りとして統一された特徴付けを行う｡

･ 出入口には民間施設用案内サインを設ける｡

llIE /
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1トススタディ､2日 ,【萌に囲まれた宅地の通旺対する賑わい】

第2地区 ⊂9 -39 共 同 イヒプ ⊂コ三ブ= ク トコ

① r協定上の階数 (1階)の定勤 による2層分の非住戸利用について 別 紙 資 料 第5回-22

●問題点 - 2つ以上の道路が接遺 し､宅地内にサービス械能を含めた様々な機能を配 したときに通りに対す

る賑わいが途切れてしまう｡●各桜能の配置計画や動線の取 り方 ･ファサー ドデザインの工夫によって､宅地全体で通 りに対する脹わい
の演出に貢献 していると思われるものは 【景観的配療】と見なすO

1.現 計 画 へ の 獅･.満面≡ 喜 ~~~iT ｢ 一 ~｢-1390-1110 .+660--1400抑 i碓 当 ミl ド ;'辞 冊 十 一...] LIH i｢ー-.-..附 LI塁禦熟 去 』 諾 』 , l i-.I一.._CLi~r 1---l｣T-.TTT-｢.-.十十｢一一十.
1階平面図 2階平面図

悪 貨畿 慧 畳替誤 認警警護こ ∴盟 -味 孔i-'-i-q通 勘如 塵 軸
卸1--的lFjWi【取か､がをlン虹lこくい喜作や､､･南桑 rニ L-声八A_77､｡- す3夕陽段
7li あr
･花廟l入れlントうン人は叱見向にQID的 何 で由tL' ･3F比上(31主F

霊 鍔遇 -惹j==農 悪音 だ ニー

t7.吋oI ___"_ _⊥L'■1 ~.-- ■T .- ーT住戸 T .- ■ .- l

J ■｢ ~ 7 ~~ ~~T

1 -7 ~｢ - ｢ T 一･･･.･.･.･.･.･.･.･.･.･..1=｢ ｢ ■｢ .-.-1｢一一 r- J｢ lI

Li--一一--一一一一----一二-.i-----ニト一一---琵 琶≡≡コ､l

断面国 ･立面図

･化鳳臥つLF7TE髄 へ7, 7○E1- (}ユろた ･IF克成東､射(,して且か7_ト頼-､
吹-f称 h kJD千1で,'{l LPiL勺 風p却 tで三言7-J.ltフ晩わいも克也レ
･/F天煮良 二之BoD よさtLLtいb

･達軸 罷十= I74To ･1線 抗了iY-舟変貌貰軌lf,て盲や皇U)かi77iT一にr-7才ーて､､ちク
･ 3F娃f棒t,/IILユン チザiンt,下帽 講 義

2.周 辺 地 区 の 言売 み 取
払か遜沢剖〝ヽ£ /W 蝕 ゝ′.過

●周辺敷地との関係

･北と東に核的複合施設あり｡

●周辺道路との関係

･東側-補助幹線道路

TC.内部へのアクセス車両 ･歩
行者交通量が多く見込まれる

･北側一歩車k合道路

(TC.回遊軸)

TC.回遊軸として大規模施
設を結ぶ歩行者通行量が多く

見込まれる

･南､西側

一歩車融合道路

8

●メイン道路の設定

東側 補助幹線道路

北側 歩車融合道路 (回遊軸)

3.改 良 ダーrフーグ ラ ム
●メイン道路に対する賑わい

･東卸道路を中心にショップフ

ロントを設け帳わい逆特への

眼わいを創出するE,_-

･北東角の部分はピロティ等に

よって2つの道路を結ぶ街角

広場を形成する｡

･道緒地盤高の高い南東角の部

分は2階への階段等の工夫に

よって東側道路への脹わいを

形成する｡

●サービス動線

･切下げ箇所は各道路 lヵ所と

し､車両､サービス動線は西､

南側道路からとる｡

･タワーパーキングは士博の住

棟計画上北角に配置するもの

とする｡

YAMATE札A帆1帖CABIN●



ヒニュータウン･タウンセンター地区 街 づ く り協 定 の 運 用 に 係 る検 討 ① r協定上の階数 (1階)の定勤 による2層分の非住戸利用について 別 紙 資 料 第 5回-23

iSi._〟. 6--.-訓 …三 一一鹿 妻 :i.k{､こ〕L′､~∃儲 遺 賢 OJ与.J,l ∃ .,至≡ 芋,三三千71

ギ 噸 脱 q GLE'55 --= …呈妄言買 霊 lT m ll .F-

●配置計画

･タワーパーキング位置

上階の住棟計画に合わせタワーパーキング位置は北角のままとする.但し､通りの景観を阻害しないよ

L上- I-ニー:.-:--.,--.,i-:-,-よ 一一-一一---よ --- - ユ ー｣ 二一--,-一一〒一一しこ ---- -- ち<景観的配慮> うタワーパーキングの外壁デザインにも留意する〇･東側にショップフロント
L-L,二二二●′くル⊃ニ-tt様の工夫- ●J{ルコニーデザインの工夫-●室外横.物干しを見せなし トラックヤードは回遊軸側から西側歩車融道alJ(lF店舗FLに擦りつけやすい位置)に移動し､比較

書 芸 諾 整 主筆 堅 陣 わT.講 書 = ± -.≡l十 一---｢ 的歩道環境への影響の少ないタワーパーキング出入口を匝遊軸側に設ける.西側のサービス動線と東側のショップフロントを明確に分ける○●賑わいの創出
一一｢ ･街角広場の形成

3F(住宅) 1 2つの賑わい道路の交差部となる北東1スパンをピロティとし街角広場を形成する.

二二= ■三二二 .i- rJ--- ∈≡≡≡;∃⊆≡≡≡≡∃∈≡≡∃E- 3F~J{ルコニー出=～lー_7...∴1"/,._._二｢i一一..一一.ど..7-≡-r--...1--r一一一一--1--.7--.----I..-一丁-"｢tT....1----.- ｣一､--.山二1二心1-Ll｣｣イー呈 ･メイン道路に対し開口部を大きく取る北東側スパンは中の脹わいが賑わい道路から見えるようサンタン的な設えで開口部を大きく取るo

･誓-型魁鮎幕き.J√l去削 .二._-1:一基.--=L.T.I;.;圭.;≡-..｣.I:..;:圭.Y ＼ / ≡.ラ ･2F外階段の礁調南側外階段によって動きのあるファサードデザインをすることで道路に埋もれてしまうlF部分の脹わいを掃う○●景観的配慮･3Fバルコニーデザイン見かけ上の2層分の非住戸利用が確保できない部分についての配慮として､3Fパルコニ1ま仕様 .チザインを店舗階と揃え､室外機配置.物干し等を見せない等の景観的配慮を行う｡

ー 井lJ.'{ .榊 .lJl-1 い'■-■'LH :■■-L 'ト蓋表 】 V巴 学監義損 ≦古一二l｡2Fへの外階段を見せ盲こと .●サンクン的設えによ って メイ ンl言.77サー棚き綿たせ =L批 対して勧 即 をとる○ 東側立醐



射ヒニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定の運 用に係 る検討 議事録 第5回-24

I
L_

■第5回 港北NT.TC. ｢街づくり協定｣運用検討小委員会
日時:97.07.07.(月) 14:00-16:00
於 :街づくり館 2F第1会議室

(出席) 徳江 義治 協定運営委員会副委員長

飯田 恒雄 ′′

金子三千男 委 員

栗原 貞夫 /′

(事務局) 横浜市 :北村氏､佐藤氏､続稿氏 KTC :進氏､秦野氏､水谷氏
公団 :大墨氏､革場氏 YPC :菅､石原 (記)

1.資料説明:石原 (別紙)

【改良運用基準の周知について】 【中央地区について】

【駐車場問題について】 【資料について】

2.質疑

【改良運用基準の認知について】

(秦野) ●改良運用基準の変更点をどういう形で周知していくのが最も良いだろうか｡この小委員会自体は

協定運営委員会の諮問機関という位置づけだが､現行の協定･ガイドラインはルール部会の作成

で開発推進協議会の発行､協定運営委員会の運用になっているO各組織に対してどういった手続

きを取っていくべきだろうか｡

(徳江) ●できるだけ簡略化したい｡協定運営委員会とルール部会はメンバーも似通っているのでまとめて

承認してもらってよいのでは｡

【駐車場問題について】

(飯田) ●隔地駐車場による駐車台数が確保のために､実際に駐車場は貸さなくてよいから契約だけしては

しいという話があった｡

●中川の農協の宅地は4年間の暫定利用として駐車場利用を考えているようだが､中川の協定に沿っ

て植栽を入れたり手を加えると4年間の暫定利用では損をする､というふうに聞いている｡

(金子) ●マンションを建てる時に､隣の宅地が当分の問建物を建てるつもりが無いと聞いていて駐車場と

して借りたが､隣の宅地が ｢やっぱりうちも建てることにした｣となった場合､駐車場を見込ん

で入居してきた入居者がどうしようもなくなってしまう｡

●ひどい話になると賃貸契約書を現金売りしてはしい｡ということもあるようだ｡そういった土地

は確認のときどうなるのか｡

掬勃 ●書規上だけ借りたいという人は多い｡

(秦野) ●実態として車の乗り入れが出来ないような宅地でも契約だけ取ってくるケースもある｡

(大墨) ●かつての青葉台の駅前のように猫受立地がしてくるまでは､暫定利用の駐車場を地隆者同士協力

しあってやっていくようにしても良いのではないか｡

(秦野) ●2地区では6人で宅地をまとめて葡憐堂に駐車場貸ししている｡

飯田) ●地下だけ共同化して駐車場利用することはできないだろうか｡

(徳江) ●東急不動産では現状で売れていない手持ちの土地を駐車場利用しているという話を聞いた｡_

(金子) ●1地区の核的複合施設用地や2地区のシンボル広場沿いの公団用地､ビジネスコアの幹線道路沿

いの用地 (ゴリラのある宅地)あたりを第3セクターで数年間暫定利用駐車場にしてはどうかO

(革場) ●公団の方でも駐車場を含め公団用地の暫定利用を考えている｡TCの熟成に寄与できるものであ
れば順次状況に応じてやっていくつもりだ｡

(飯田) ●市民ホールも当分使われないのだから暫定的に駐車場利用してはどうかO

(徳江) ●この小委員会で駐車場問題と固定資産税対策の2つを問題視したほうがよいのではないか｡本腰

を入れて取り組むべきだ｡

(金子) ●暫定利用するなら公団としては出来るだけ大きな宅地の方が良いのだろう｡

(秦野) ●但し､遊水池も造らなければならないし､開発許可かかってしまい緑化率等クリアしなければな

らなくなり簡単には出来ない｡

(佐藤) ●開発行為になるかどうかは建物を建てるための一定規模をこえるもので､高さ2m以下で 500m2

以内であれば開発許可にかからないのでほ｡

(徳江) ●これからは日本でも道路に駐車場をつけるべき､道路断面を変えていかなくてはならない｡

(北村) ●市の道路用地の中にも立体駐車場の用地も確保されている｡段階的に考えていくつもりでいる｡

【中央地区について】

(飯田) ●1･2地区と中央地区との整合性はどうなるのか｡1･2地区でこれだけ厳しい協定をもってい

るのだから､中央地区でもそういったことはしていくのだろうか｡

(秦野) ●協定ではなく地区計画をかけた方がよいのでは｡
(北村) ●中央地区は1･2地区をつないで地区計画をかけることになる｡当然協定を踏まえたものになる｡

(金子) ●早く中央地区の絵をつなげて考えたい｡中央地区にはTCに観光に来てもらえる要素を持たせた
い｡

【資料について】

(秦野) ●協定は地権者が皆で作ったものだから表現として ｢指導｣｢誘導｣というのは直してほしい｡
●病院については地域中核施設として別枠として考えて資料からは外すべきではないか｡

(金子) ●資料からは外そう｡

4.閉会

次回 8/ ()1:00- 街づくり館にて
事前打合せ

YAMATER_AトMl帖 CABIN●



ヒニュータウン･タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討 第6回運用検討小委員会

港北ニュータウン･タウンセンター地区

街づくり協定の運用に係る検討

第6回 検討 小 委員 会
97年 8月4日(月)10:00-ll:30
港北都市開発センタ-1階会議室にて

書 邑言

1.小委員会資料

検討フロー図

① r協定上の階数 (1階)の定義Jによる2層分の非住戸利用について
一 高低差の大きな道路に接する建物の1･2階の取扱い

③ 住宅可能地区夕日こおける住居系械能の暫定利用について

③ 看板 ･広告物の取扱いについて

④ 暫定利用時のペデと宅地レベルの取扱いについて

⑤ 小規模宅地における隔地監車場の取扱いについて

⑥ 界隈性の創出について

YAMATEFW IPGCABIN●
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港北ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定の運用 に係 る検討

① 『協定上の階数 (1階)の定義』による2層分の非住戸利用について
- 高低差の大きな道路に接する建物の1･2階の取扱い

① r協定上の階数 (1階)の定義Jによる2層分の非住戸利用について 第6回-2

現 行 ｢街 づ く り 協 定
- ブダイ ド ラ ーr ン ｣

現 行 の 運 用

●2階での住居利用要望について

通りの脹わいを形成するために′､
わい施設を立地ぎせまL/まう｡耳寺に～
面した施設の1階部分には.
の施設(販わいを生み出さな
A:うにL,_ましょう

ガイドライン (P.6)

良好な商業.業務施設立地のため言 ::三='ir.,:課.
住居は3階以上に設けるようにしてくだE._t～ri董卓壬

通りに面した1･2暗部分は､通りの底わいつくり上丘要であ
るので､脹わいを生み出さない住居は設けないようにしま
しよう｡

対生/住届配置可能地区

-ガイドライン通り ｢2階までの非住居利用｣を指
導している｡

●高さの違う2つ以上の道路に接する宅地について

-全ての道路に対してr2層分の非住戸利用jと
なるよう指導している｡

● 高低差の大きな道路に接する建物の1倍が埋も
れる (半地階が生じる)場合について

- レベル設定､開口部､ピロティ等によって通り

に対して極力開くように指導している｡

- 3階バルコニーデザインを1･2階に合わせ､
見かけ上2層分の非住戸利用となるよう指導して

いる｡

改 良 運 用 基 準 の 考 え 方

｢ 原 貝U;従来連用の遵守

1.r全ての道路に対して2層分の非住戸利用日ま変えない｡

従来の連岡通り ｢全ての道路に対して2層分の非住戸利用｣となるよう指導する｡但し､以下の様な場
合は2層分の非住戸利用と見なす｡

■ 適用基準の明確化

2.r協定上の階数 (1階)の定義』

● 通りに対する賑わい形成という観点から､建築基準法とは別に前面道路から見た階数 (1階)の設定を

協定独自に行うものとする｡ 【P.3参照】

3.r前面道路の高低差が大きな宅地Jでの基準

●TC中心部や幹線道路沿道といったエリアによる緩和はせず､即地的な解決策をとる｡

■ 前面道路の高低差によって半地下となる階 (建基法上地下1階)が r協定上の階数 (1階)の定義Iで

l階と中断される建物であれば､建基法上2階となる階であっても3階と判断し住戸利用を認める｡
【P.4参照】

4.r景観的配慮』による2層分の非住戸利用の確保

● 改良連用基準の補完競走として現行適用例を基準化する｡

rr協定上の階数 (l階)の走熟 の条件を満たす建物であっても､通りに対して見かけ上 r2層分の非住
戸利用Jが確保されていないと判断される場合は､3階(住戸利用階)のファサードデザインの工夫や建
物全体の賑わい形成による r景観的配慮Jを行うものとする｡ 【P,4参照】

YAMATER.仙 l帖 CA引N●



封ヒニュータウン･タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討 ① r協定上の階数 (1階)の定義Jによる2層分の非住戸利用について 第6回-3

『協定上の階数 (1階)の定義』

● 以下の基準を満たす場合､建築基準法上の rBl階･1階･2階～｣を協定上 ｢1階･2階･3階～｣と見
なす｡

I-仁IL..⊥
㌔.二二 ㌢ ,-∠霊ノ:rt､◆､ 薫 -十300

-.一一---,4.＼‥L ii_r-.ーペ ,.′hTl.:,/-I.- 緬 (IW -. 1階 健基劫 …道路A(平土恥 -+300)より …

･T--:- i :-'-t'.守 ...→ て一字 /:I.r=;笥 て - 圭 平均GL-天井高/2

;■.摘 要 願 琶 ELI'''plrr-■一丁"-_ 齢 で ,;≡ 曇.i; 立面 図 三一1200配慮

●芸 器 器 芸 4階【飼 …∴ FL≧-120?言至芸芸す｡…

･…毒表 わ{転 ,滞 1%i:ai3:i:g!i:li-:i:;i;:ii:;:{ii:;'i'iiiii:gjiii:i:i ..買軍 ……嘉真書蓋≡a.J#=i潅声】…;…;…;…B .' ▼平均GL-+ 30~■0-300●協定上の1倍の定義 .ー…ー

.前面謝 .-y 娩 楓 ▼協定【平均GL】p (▼+ 300) 8 ■でくり ー

~■ーll l..一 --.- -; l ●空 . -≡(

●通 りに対して開口部を大きくと り､ 所 定【平均GL】 野 基準削 地軌 甘

店 舗等の振わいを積極的に表出 させ 嘉 ;建築物が面すろそれぞれの前面道-.:--.√‥;床面かb地甑面までの同さが､そ～~るo 路の平均の高さO の階の天井の高さの1/3臥上○基準法【平均地相

;謝 勿が周囲の地面と接すろ位置の平均の高さにおける水平面. l満たせば順 と見なす

●協 定 上 の 1階 の 定 義 ●前面道路の平均GL

基準法上地階となる階でも前面道路の平均GLより天井高の1ノ2以上が地上に出ていて､通り沿いに店舗 本脇走は主に通りに対する賑わい形成に主眼を置いているので､敷地形状に係わらず前面道路とそれに面す

等賑わい施設が配され通りに対して脹わいが十分に表出できると判断される場合､協定上これを1階と見なすo る建物立面との関係で賑わい形成の成否を判断することとするo
汰 -→ ケーススタディ1参照 よって､平均GLの捉え方はそれぞれの前面道路毎として､各前面道路の平均GLに対するフロアレベル

●2階における住居利用前面道路に対して協定上3Fであれば､基準法上2Fであつても住宅利用できるものとするO - (F~L)とその階の天井高の関係によって前面道路 (通り)に対するlFの定義を行う○



射ヒニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用に係る検討 ① r協定上の階数 (1階)の定義Jによる2層分の非住戸利用について 第6回-4

ガイドラインの改良運用基準

※ 階数の設定についてはr協定上の階数 (1階)の定義Jに基づく｡

精髄の大きな前面端1つに接する齢 1

①2層分の非住戸利用

r協定上の階数 (:1階)の定
義Jを満たした協定上の3階
であれ脚 J用やきる｡.

②景観的配慮

r協定上の階数 (1階)の定
義Jを満たしていても､前面

道路の高低差によって部分的
に ｢2層分の非住戸利用｣に

見えない所がある場合は､3
階部分での景観的配慮が望ま

しい｡

r景 観 自勺酉己慮 JI

●バルコニー仕様の配慮 -.-一一一一-.-- バルコニー内が見えないような外壁の仕様とする○

･●バルコニーデザインの配慮----一一一一一仕上玖 色彩､目地割り等を1.2階と揃える○

精髄の大きな3つ比の前面萌に接する齢の宅地全体での判馳
①2層分の非住戸利用
道路Aに対して協定上の階数
の定義に基づく｢2層分の非
住戸利用｣を確保している｡

犠裏2つの萌に接する駄』
①2層分の非住戸利用
道路Bに対して協定上の階数
の定義に基づく｢2層分の非
住戸利用｣を確保｡

①2層分の非住戸利用
● ひとつの宅地で高さの異な

る表裏2つの道路に接する場
合､それぞれの道路に対して

r協定上の階数 (1階)の定義J

に基づく｢2層分の非住戸利

用｣の確保を行う｡

(D2層分の非住戸利用

･ 道路A･Cに対しては r協
定上の階数 (l階)の定義J

に基づく｢2層分の非住戸利

用｣が確保されている｡

･ 道路Bに対してのみ部分的

に r2層分脚 j用Jが

確保できない所がある｡

②通りに対する賑わい形成

宅地全体で通りに対する賑

わい施設の配置や動線等の工

夫を行う｡

③景観的配慮

･ Dめ部分の住戸利用床は景

観的配慮を行い､道路Bに対

してもr2層分の非住戸利用｣

に見えるような配慮をする｡

③景観的配慮

(D2層分の非住戸利用
造指Cに対して協定上の階数
の定義に基づく｢2層分の非
住戸利用｣を確保している｡

道路Bに対しても｢2層分の
非住戸利用Jに見えるよう乗
組的配慮を行う｡



封ヒニュータウン･タウンセンター地区 右づくり協定の運用に係る検討 ① r協定上の階数 (1倍)の定義Jによる2層分の非住戸利用について 第6回-5

l<景観的配慮の考え方>

lケーススタTJィ1-･【前面萌の高低差が大きい齢の通りに対する賑わい】
●問題点 - 前面道路の高低差が大きい場合､1階が景榔勺に埋もれてしまう｡

(1階階高を大きく出来ない｡メイン道路への1階の賑わいが表出しにくい｡)●以下の様に建物タイプ別にファサードデザインや動線･開口部等の取り方によって1階-3階までのファ
サード全体で賑わいの演出に貢献していると思われるものは【景観的配直】と見なす｡

1.壁 面 後 退 型 2.1-2階 併 用 型 3.ピ ロ テ ィ 型 4.ス キ ッ プ 塾 5.穫 衝 帯 型

略図事 l l lmlm trTlm l m-EX1品⊆;⊇…… tmm m m l m m ｢11m m T1 lm m m m lrTl｢ m m m m m m

l><LI LXll lX LX Hmm n｢m lmn.く′~l 【>一.Jt lX I lyl lXl _LX I Ln l tm m m m tm m_LN rX I3 TX J lX l lX I rWm rTllm mlmrXll l淵 L m m m ーT m_L>q lX l rM m ml l二一<:l
lm m tm m m m m m m m _:rTlm .

執榊 境=皇iq桝 - 境鞘1- 校軌- -七..-..-●..一一一■-I一l-●一一一一■▼一一一●_"I-:i:I:川.J .JiTri-L!.Yr-I:＼-｣ .___….⊥ -ノ/ i] ~- --一一二-i -

に=コ…[:=コ蛋i__辛･<I .-…~∴腰Z/js,.~tN .一JLJN.ー m m .--一腰買…賢讐 閑 捌こi-Lf_-.-∴主 二 男 .1 L 許 .響.I.lー▼-"il'-､●-●■_シ左fT/-,一一-.†妙コJ . I:I.pll-I:I...,iLt____埜"I._,__.一一_ー_I_.I_i)
efJ等 ＼ー_.･.･.■ i---.----.J

†十∫.l岩盤 L.鈍㍗./l■聖. -.-ら

角牢説 ●'1.2階部分のみを十分に壁面後退し外レベルにあ取れば歩道が分かりや ●1階部分では主にエントランスの脹わい ●十分な壁掛 出ヾ来ない場合､メイン■●1.2階をスキップフロアとし前面道路 ●前面道路に対しポルティコやア-ケ-ド.

壁と歩道の緩衝帯として建物 を前面に出し､2階へのアプローチデツ エントランス部分を1 2̀階吹き抜けの の高低差に係わりなくエントランスを設 アトリウムなどを設けることで外壁との緩

つた歩道状空地を設ける○ キなどで全体の脹わいを掃う○ ピロティにするなど,街角広場喝に設え ける｡ 衝帯をつくり出しラアサードデザインその

YAMATER_ANqW3CABIN●
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射ヒニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用に係 る検討
■ー - ● ●

② 住宅酉己置可能地区外における住居系機能の暫定利用について

② 住宅配置可能地区外における住居系槻能の暫定利用について 第6回-6

ガイドライン(P.6)住居の計画は住居配置可能地区や.窯独語 ●1倍の住居導入について ト 原 貝rJ
-協定.ガイドライン通り住居導入は認めていないo

..;ftささ三三浬計画出来るものとします癌 博 1.r住宅配置可能地区』の変更はしないO､
●2階の住居導入について

i ド タウンセンターは滝雅ニュータウンのセンターであると同時に､横浜市北部地域Ojセンタ-としての役割も期待されてい_ I一 運同基準の明確化

-ガイドライン通り住居導入は認めていないが､地

ます.そのためには､商業施設や業務施設を免租させることが大切ですが港北~ユータウンにおけるバランスの取れた街つくりも 権者からの申出によって協定運営委員会において不試となり2一瞥への住居導入を行ったケースはあ 2.r対象街区に対し特例として住居系機能の暫衰利用を認めるcL

考慮し､タウンセンターには約一万人の定住人口を計画しています.供給処理施設等の基盤施設もこの人口計画を基に遣ら るO-住居配置可青眼 汐トでの住居導入を認めていな ● 協定の変更を行わず､商業.業務系施設集積の補完支援策として､対象街区に対し射牛を満たすものに
れています. い背景を説明 限り､住居系枚能の暫定利用を認めるo

タウンセンターの中心部分は､街の核にふさわしい商業.某務系の施設集積をはか争必軍があるため､住居の利用は中心部 (1)T.C.マスタープランのコンセプト(横浜市吉備妃の位置づけ､商業.業務施設 ll 対象街区に対し､以下の3条件を満たすものに限り､住居系繊維 辞周を認める○
以外の街区(住居配置可能地区)で行いましょう. の高集積) (1)用途条件 p

F (2)皆で話し合いを重ねて作ってきた ｢街づく ･従業員宿舎､寄宿舎､期間限定利用のものとするo

り協定｣だから自分たちで守るのが大切 ･衰蓑しないo

(3)人口計画の順守 ･容積は容積率対象群面横の50%未満とする.
(4)〔申し出〕 〔ゾ一二ンクつ 換地〕といった (2)景観的条件

鵬 経での合意を無にしない.≡…喜美…趣善導廟 鉛毒≡線 近藤 壌窮≡≡……≡… ･住居系朝 を導入階は全ての道路に対して5階以上の階とする〇･外壁デザインは非住戸利用階と痛える○

Il ※階数設定は r協定上の階数 (1階)の定義Jによる(3)間取り条件･基本的にワンルームとし､オフィス等非住戸利用に簡易に転用できるものとする〇一･非住戸利用に転用する際にその価値や利用勝手が鼠なわれないような間取りとする○【P.7 参照】
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港北ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定の運用に係 る検討

ガイドラホンの改良運用基準

｢協定の変更はしない｡右図の街区につ

いて以下の条件に基づき､住宅系機能

の暫定利用を認める｡

(1)用途条件

● 従業員宿舎､寄宿舎､期間限定利用

(ある期間で住宅利用が終了することが

事前に分かるもの)が望ましい｡

● 住宅系機能部分の床の分譲は不可｡

● 住宅系機能の導入は容積率対象昧面I
積の50%未満｡

(2)景観的条件
● 住宅系機能の導入は敷地に接する全

ての道路から見て5階以上の階とする｡

● 外壁のデザインは下階 (媚以下)と

揃える｡

r階数設定は協定上の定義を用いる｡

(3ページ参照)J

(3)間取り条件
● 基本的にワンルームとし､オフィス

等非住戸利用に簡易に転用できるもの

とする｡

● 将来的にオフイ不として利用する際

に､その価値や利用勝手が損なわれな

いような間取りを条件とする｡

● 住宅系機能分の駐車台数は戸数の7
割程度確保することとする｡

② 住宅配置可能地区外における住居系機能の暫定利用について 第6回-7
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(3)間取り条件について 選幸捷Jtルコニーと

しての最小面積｡

間仕切り壁;簡易に取り外し可能であることが弼是条件｡樹本としてワンルーム､面積は不問｡

;畳敷きにしない｡床下配線が出来るようフリーアクセスフロアが望ましい｡

;将来オフィス利用のできるよう天井裏･空調スペースの余裕やオフィス家具配置のできる天井

高を考慮した階高とする｡(e‡.階高≧概ね3500)
;作り付けの収納は設けない｡

;ミニキッチン程度｡給湯室として独立して利用できるような配置にする｡

;洗濯物干しを付けない｡避紗 ルヾコニーとして利用できる最り僧の面積とする｡南口部の

取り方- ルヾコニーの植栽等設えによって物干し利用ができないと判断されるものは許容｡

:オフィス利用を前提とした容量の確保｡

YAMATEFW IPX;CABIN●
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港北ニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定の運用に係 る検討 ② 住宅配置可能地区外における住居系機能の暫定利用について 第6回-8

<街区の選定の考え方>

<街区選定の考え方>

｢TCを内濠･外濠と分けた中で外濠｣

｢メインストリートに対しサブストリート｣

｢公的用地 (公団所有地､市有地､保留地他)を除いた民地｣

｢シンボル広場周辺･駅前広場周辺･ビジネスコア以外の街宣｣

以上の様な考え方から下図に示すA-D街区について検討を行った｡

<対象街区>

第 1地 区 8-37街区

対象街腎卵 軍功 -さ 尋弘 毅 準. .,よ..-欝 鷲

f㌃一句セミ顎≡三岳A

諺義′...I;-.強i･iLSg ＼_& E.法.YL-,N ･i1-i.～ lf一.--.才.,:̀-5' . ーrA三 腿 望一基--A.. F I E

Lと==IlJ!

表ii:≡ち:!t.u＼ ■ヽ■ヽ.声ミならー ,'5a ti:■ ･i一.ト<'.㌔..2.'.:-,Tl.;I.,ii.:-1'.t● _∫..

I.L.

･-._.捕 i 宗-.f近一′..A～

･r-fGZ- //J. .柁宝呈-岩添'.I;＼1,. 1 .≡....dq.-.I-..'̂./'I'

ー卜 13 起こ12 ～一°.⊥ ■̀正■8-3.7JP 当 L

≡ を∴ .蒜巌..'.'.'IIさここご/汚さ'. 衰当 垂 二音 一一■-.-●.iy3'◆23 ,I_｢.ir..,一遍嘉;壁 書 ∋ …■

:古土 硬岩数3.::i:;::::Lj:.:illi ≡圏 歯 等妻,-.至 』-過-_

～ -,(.,,pr,FI 賢諒 _.Z_ど:-_I_ 義 '':-7≡t'̀-メ∈喜.ir./衣●dIA∫誠･9,.Lt鞘,. !妻頭 重 壷 重 義 ii 一■=±ざ4､1･.'.JI+i.I-∫I T-長一.･_塾--進一.㌔.

､.=こて:==二.=ゴミ. 許.-.- ヽ -

●.●ヽ･:.:.t.:..:5-..--一kL宇戸芦可-L覧9-g7福 I 'g:;ラ:き≧1.r'珊 L確撃墜 / ●●●◆●一 . ∫.:.ilT1㌦ゝゝt..}r!,. -V'.A三■ ヽ 一Fq -■■=- I.～ ..i .Ill辛-+∴ ≦5L& A:-:k_fi 逮 ､■一･一■■一一-●-■ー■

⊂=コ対象柾 匪沼 ,ンボル広場に面するエリ7芦 】ピ一ジネスコ.ア周辺エリア l… l既計画宅地､■工事中宅地等
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射ヒニュータウン･タウンセンター地区 街づくり協定の運用に係る検討
■一二 ~ー

③ 看板 ･広告物の取扱いについて

③ 看板･広告物の取扱いについて 第6回-9

現 行 の 運 用

現 行 ｢街 づ く り 協 定 -

プj'ィ ド ラ イ ン ｣

■共通項目 ガイドライン (P.31)
●屋上広告場面広告J野立広告軌ま禁止します｡
●自家用看板に限ります｡
●蛍光塗料､点滅サイン(ネオン等)は禁止します｡
●赤･黄色の面的使用は禁止します｡(交通信号､緊急時の表示
に優先使用します｡)
43倍以上の高さに付く看板･広告物の色彩は彩度を低く抑え
ます｡(マンセル色度表示による果高彩度の1ノ3までの彩度と
します｡)

●看板の設置にあたっ七は､表現.取り付け方法について､8i
つくり協定運営委員考と協議してください｡

■エリア別項日

エリア1.シンボル広場･駅前広場周辺
+3惜以上の高さには､看板･広告物等は設置しないようにし ●
てください.(ただし､建物の名称を示す合計20rrf以内の電
坂､および一時設置の広告幕は設置出来るものとします｡)
●壁面利用広告物は､建築堂1面につき壁面柵の1/10以下､か
つ総許容面積を60TTT以下とします｡
●袖看板､独立広告塔は禁止します｡
エリア2.シンボル道格沿道
+抽看板は､高さ2.5m以上かつ3陪床の高さ以下で､建物壁面
からの出信を1m以内としたもので､1壁面個所とします｡
+壁面利用広告物は､建築壁1面につき壁面相のy10以下､か
つ拷許容面積を60rrT以下とします｡
●独立広告塔は禁止します｡
エリア3.その他
●袖春樹ま､高さ25m以上で建物の高さを超えず､建物壁面か
らの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします｡

+壁面利用広告物は､廷襲撃1面につき壁面積の3/10以下､か
つ拷許容面積を60rrT以下とします｡
●独立広告塔は高さを1Ch以下とします｡

注)
七面利用広告物･･･壁面に張り付けられたf坂.垂面にJaみ込まれたf8i
(コンビニエンスストアのt石等)などを持します.

国【≡ヨ匡ヨ
[:コ[=][コ
[コ[=][コ
⊂コ[コ[:コ
[コ[コ⊂コ
□ [=]⊂コ[コ
⊂コ⊂][コ[コ

<Jl上広告
建築物の上部に突出し
た広告物

<東面利用広島
里面を利用した広告物

▼独立広告塔
環状の広告物

市 '…蓋喜≡≡望した

●屋上広告物

- 禁止だが､不調の末出現したケースがある｡

(広告面の数･方向については指導｡)ト

●壁面利用広告物

- 広告幕を-1時設置として面鏡許容したトスがある

●窓面広告

- 禁止だが営業開始とともに自然に出現している｡

●袖看板

- 現行ガイドライン通りに運用している｡

●独立広告塔

- 現行ガイドライン通りに運用している｡

●赤･黄色の面的朗

- 現行協定･ガイドライン通りに適用している｡

●ネオン等

- 現行協定･ガイドライン通りに運用している｡

改 良 運 用 基 準 の 考 え プチ

1.r協定の変更はしない』

● 現行の ｢街づくり協定Jは変更せずに解釈を明確にし､ ｢ガイドライン｣の基準の見直しを行う｡

← 看板･広告物の定義及び各広告形態に対する解釈を明確にする｡

;自社 (テナント)用看板･広告物｡サインやバナー･オーニングの類は看板広告物の基準には入れな

い｡

;貸し看板､商品広告､広域吉舗案内等は禁止とする｡ 【P.12 参照】

2.rエリアの見直し』

● 現行ガイドラインにおいて最も基準の厳しい 〔エリア1.〕については､TCの集客効果を制約しないよ
う 〔エリア2.〕と同じ基準とし､エリア分けを2つに簡略化する｡
● 看板･広告物規制と住居導入でガイドラインの′〈ランスをとる｡中心部については大幅に基準を変更す

る｡

■ エリアの改訂

エリア1.;シンボル広場･駅前広場･シンボル道路沿道

エリ72.;その他 (幹線道路沿道については壁面後退部分に対する基準を過畑 【P.12 参照】

3.r低層部の積極的緩和J

● 低層部､中高層部を分割した基準を設け､低層部については通りの賑わい形成上枝陸的に広告できるも
のとする｡

) 低層部､中高層部の分割
低層部 ;歩道面～約10m ､ 中高層部 ;約10rTl～ 【P.13 参照】

4.r総許容面積60m2の見直しJ

● 壁面利用広告物の細 oⅡfは見直し､できるだけ広告可能な面積を広くする｡

暮 各立面の見付面積に対し｢屋上広告物･壁面利用広告物･窓面広告｣の合計許容面積の割合を規定する｡

エリア1,;見付面積の2/10以下

エリア2.;見付面積の3/10以下かつ100rJ以下 【P.13 ~参照】

YAMATE臥.仙川PGCABIN
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ヒニュータウン･タウンセンター地区 街づ くり協定の運用に係る検討 ③ 看板･広告物の取扱いについて 第6匝ト10

現況及び問題点の整理､これまでの運用例

1.屋 上 広 告 物
●ガイドライン

･全面禁止

●項況･運用例

･禁止だが､不調の末出現した

ケースがある｡ (広告面の数

･方向については手執 )

●問題点

･要望強く協定の解釈を含めた

見直しの必要がある｡

2 . 窓 面 広 告

●ガイドライン

･全面禁止
●現況･蓮用例

･禁止だが営業開始とともに出現している｡

●問題点

･協定の解釈を含めた見直しの必要がある｡

3.壁面弄り用広告

妻屋根上の看板

●ガイドライン

エリアt.シンボル広場･駅広周辺

･建築壁1面につき壁面横の1/10以下､
かつ総許容面積-60Ⅰ丘以下
エリア2.シンボル道路沿い
･壁面積の2/10以下､総許容面瞭-60h2以下
エリア3.その他
･壁面積の3/10以下､総許容面積-60以 下
●現況･運用例

･建築壁1面の解釈について
･複雑な建物での判断基準がない｡

･一時設置の広告幕の扱いについて

･暫定手順 として面鏡を許容したケースがある.

･妻屋根上の看板について

･特に基準はない｡

･字体 (線形)のみによる看板の面積について

･面積算定基準は特にない｡

●問題点

･建築壁1面の解釈､総許容面横等の見直しの

必要がある｡

YAMATERm l帖CABlN●
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●ガイドライン

エリア1 シンボル広場･駅広周辺

･禁止

エリア2 シンボル道路沿い
･出幅1m以内､高さ2.5m以上3階床以下
エリア3 その他

･出幅1m以内､高さ2.5m以上建物高さ以下
●現況･運用例

･現行ガイドライン通りに運用している｡

●問題点

･-壁面複数設置の要望がある｡

･大規模テナントビルにおけるテナント表記面

療不足に不満があり､基準が厳しいと窓面広

告の発生が予想される｡

-6.野立広告板丁こ}I...-rl-Ir_l'一L-■■ 7.幡 -/ヾナ -

●ガイドライン

･全面禁止

●現況･運用例

･建設予定公示看板や出店広告等が多く見られ

る｡

･暫定利用として黙認している｡

●問題点

･禁止となる広告形態の明確化が必要である｡

｢
5.独立広告塔

●ガイドライン

エリアt シンボル広場･駅広周辺

･禁止

エリア2 シンボル道路沿い

･禁止

エリア3 その他
･高さ10m以下
●現況･運用例

･賀行ガイドライン通りに運用している｡

●問題点

･幹線道路沿い壁面後退部分で通行の障害になっ

ているものがあり基準の明確化が必要である｡

●ガイドライン

･基準なし

●現況･違用例

･店名･ロゴマークあり;抽看板扱い

店名･ロカークなし;高さ-歩道面+2.5m
出幅-歩道通行可脚豆員

の1/2かつ1m以内
●問題点

･基準化の必要性がある｡

●ネオン等点滅サインについて

･夜間内照型･ライトアップ型･液晶等はネオン電飾扱いか｡

●赤.黄色の面的使用について

･企業カラーとして使用要望が多い｡緩和の方向性はあるか｡

●界隈性の創出について

･通り､街区､エリア毎の性格付けによる細かな指針が今後必要となるか｡

●チェック梯構の在LJ方について

･拡 農 芸 芸雷 に二 ､てti]というかたちで附 欄 鵬 ｡再勝 機

しているが､大規模な計画朝額けなケース以外は卦勝 義を行うことは少ない｡また､テナント等の

営業開始とあわせた看板の設置や窓面広告についてはチェック桟橋が無い状態にある｡
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■ 協 定 の 角牢釈

は以下の迫りです｡

aL看板や)蝕 のなし甥 っ左J･iB並みを創るため､シン如 広場･

シンJT:ル迂路･駅前広場の周辺には､屋上広告･窓面広告･

-､ 野立広告板等比投置し机 ､ようにしまLJ:う｡ ～

‥ }t' 単発塗料､浸液サインLi色相しないように-しましよう｡

C 赤･溝 の面的使用は交通信号･緊急時の表示L=任先使用

するため､使わないようにしましょう｡

d 3階以上の高さに付く看板･広告物の色彩は彩度★を低

く抑えましょう｡

看板､広告物定義;

●自社 (≠ナント)用看板･広告物｡サインやバナー･オーニングの類は看板広告物の基準外｡

●貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

a.●屋上広告物
･貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

･自社 (テナント)用看板は許容｡

●窓面広告

･低層郡については許容｡

●野立広告物

･貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡

･公共広告や暫定利用の自社用･テナント募集･テナントオープン広告等は許容｡

b.●蛍光塗料･点滅サイン
･蛍光塗料は使用不可｡ (市 屋外広告物条例)

･光波が買出し点滅するものは低層部での使用を許容､特に住宅配置可肯跳ま区の中高層部での

使剛ま禁止,

C.●赤･責の面相吏用
･彩度調整によって許容｡

⊥ ･

{ エ リ ア の 改 言丁

エリア1.

;シンボル広場 ･シンボル道路

･駅前広場周辺

※ エリア1.については個別の協議に

よって判断する｡

エリア2.

;その他のエリア (幹線道路沿道につい

ては細則あり｡)

YAMATER_州 IrCCABIN●
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Jl イ氏 層 書rS-tP高 層 吾rSの 分 害tJ
■ 合 計 許 容 面 積

全 体 基 準

●低層部.中高層部の考え方 ●合計許容面積の考え方

低層部は歩道面から【概ね10mまで】の高さと 屋上広告物､壁面利用広告物 ()1ラ叫上部利用､

する○ ビル名称､広告幕､テナント名称)､窓面広告 (低層

C- 前面道路の高低差に影響されず､独立広告 部のみ)の総面陳を建物立面の総見付面鏡に対す

塔高さ制限に同じ○ る割合で算定する○

エリア一.r見付面積の?/10以下.J
エリア2.r見付面積の3/10以下､かつ､

100汀f以下｡J

広 告 形 態 男リ基 準

●屋上広告物形態高さ基準 ●窓面広告

･ペントハウス上部利用でペントハウスの形状に ･低層部のみ許容

合わせはみ出さないこと○ ･透明シール等の利用により文字のみの表記とな

･広告物の高さは10m以下o るものが望ましいo

･屋上より20m以下d一1-i･建物高さの2/3以下○ ･窓面積の1/3以下o

.A三-.一 息上広告物

●ロ計許容面積対象広告物 塵 馳

I,5で～rL潤 ,. ㌫ 諾 毘㌘ - のみ,

早･トー.3-----T7-Eく>～口車 ..撃 墜 ..--閣 覆 .宣堕 益

SJ.7｢ [コ ロコココ~[工ロコ 皿 ロコ ･扱昆付面積富面広告 (抵 層珊窓面積 の 1/ 3以 下-Tg-Q伽等苧低層部テナン ト名称

口 ⊂ロココ ⊂Ⅰ::⊂□ 皿 ロコ

□ 皿 [工亡ⅠコロコココEB･/

Jsr
□エロ__Eg __竺 ∋年

口 ロココ ロコ コ 匹 品 EB

レ次杉拘わ

□ EE【亘Ⅰコ Fr

●手中奈 Jll県 屋 夕ト広 告 物 集 イ列 (抜 粋 )芸 竺葡-つの建築鮎 ついての表示面糾 合

壁面を刺用するちのる 壁物面件*しる'も又のは上戟 榎蔑 計は20平方メートル以内とする○

第鹿_制-也種域 一つの建築物についての表示面欲の合計は60平方メートル以内とする○

竺観詔 =ヒ一 JeL
一つの建築物についての衣'7.-面前の口計は100平方メートル以内とする.く

冨曇盤域衷示面前の制限なし○
畢 1.-つの建築物についての表示面帝

に 種 (広告塔の場合は長大断面故をいう○以下この裏において同じ )のA計は

ち.≡規刺也 100平方2,建築物 O FjFZI(-トル以内とするOの高さの3分の2以下で､10

の すらち 域 メ-レレを超えることはできない○第娩 1.表示面環の制限なし.

の●横 浜 市 匹選種域 2,建築物の高さの3分の2以下で､20メートルを超えることはできない.外 広 告 物 義 仲rj(抜 粋 ) 串 住 居 地 域 舷 その他の地■頓
下 かつ建築物の高さ '広告物の高さを20m以下 か 建 一′■､一

一般の基準 の2分の1以下 . つ 妬物のW '

K Rt-～h-} iき望見 聖ゝ ､もの ′一一一′へ 一 ～ .ー■基串 広 ､Ed20b JEE

艮明装置等の使用罪-書店瀬住居#用地頓.鮮二才低JB住居専用地頓.第一孝中高JB住居専用地域.第二な中 圭 LtEEl田田

使用し11-いもの,その時の堆域では常時点滅する裳正をもつ場合点波速か 1_I?るやかなもの,一L1､- 31~出田田

Jt の さ 3 田日日

竿 酢 qL p-"1 日 .票 崇･o土 FFj] 1如G.L 芹 G.L G.L

種住居地域 そ の 他 の 地 域

m2以内W :■ 表示面研李 75m2以内･5旧G.L

YAMATE札州 lrGCABIN●
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ガイドラインの改良運用基準
看板､広告物蓮義;自社 (テナント)用看板.広告物｡貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止｡案内サイン･/〈ナ-.オーニング等は看板･広告物には含まない｡

エ リ ア 1. (個 男U言周整 協 議 ) エ リ ア 2_

合計許緬積 屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告の合計許容面接は 屋上広告物+壁面利用広告物+窓面広告の合計許容面軌ま各立面につき見附面鏡の2/10以下とします○ 各立面につき見附面積の3/10以下､かつ100EE以内としますo

屋 上 広 鰯 貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止します○

形態;ペントハウス上郡利用のみ○ 広告物の高さ;10m以下､屋上からの上端までの高さ;20m以下､かつ建物高さの2/3以下○

壁 面 不U用 広 告 物 パラペット上郡 (文字 (線状)表記のみ)､ビル名称､広告幕､テナント名称､窓面広告 (低層部のみ)とします○

貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁止します.

窓 面広 告 低層部 (～約10m) 表示面積;蕊 (開口部)面積の1/3以下○透明シール等により文章のみの表記となるものが望ましい○

事由看 板 I:.T他由 (-約10m)､ 高さ2.5m以上で10mの高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面1箇所とします○ 高さ2.5m以上で10mの高さ以下で､建物壁面からの出幅を1m以内としたもので､1壁面複数箇所とします.

独 立 広 告 塔 禁止します○ 高さを10m以下 (市 屋外広告物条例実紗 とします｡ …高さを10m以下としこ道路境界から1m以内で高
…さ2.5m以下の範囲には固定物は設置しない.

野 立 て 看 板 貸し看板､商品広監 広域店舗案内等は禁止します○ (公共広告､自社用､テナント募監 テナントオープ㌢広告等は許容)

赤 ー艶 の 面 白勺使 用 3階以上の高さに使用する場合は彩度を低く抑えましょう○

(マンセル色麦表示による各色の最高彩度の1/3までに抑えましょうo)

ネ オ ン等 低層部 ト約10m) 光源が露出し点滅するものも許容しますo

中亭層部 約10m～) 点滅型のものは禁止します○ 住唇系利用を考慮し､禁止します○

そ の 他 ･オ-ロラビジョン.時計等広告物以外の付属物については個別調整協議の上判断o･仮囲いの広告利用は許容します.但し､公共広告､自社駄テナント募集､テナントオープン広告等に限る○ ･仮囲いの広告利用は許容します○但し､公共広告､自社用､テナント募集､テナントオープン広告等に限る~○
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4看板､広告物定義 ;唱 社 (テナント)用看板 ･広告物｡貸し看板､商品広告､広域店舗案内等は禁血

~~- =岩====『合計許容面積 dエムき~ ヽ エ リ ア 2_ 合計許容面積 r LZニÅ要一､

′∴l㌧'. 幹線道路沿道独立広告塔･道路境界線より1m以内､高さ2.5m以下には固定物を設置しない○2mの壁面後退･道路境界線より1m以内には歩行者の通行の ,障害となるものは一切設置しない○

屋上広告物･高さ10m以下･上稔までの高 さ20m _以下､かつ建物高 さの2/3以下 旨ー■一%令旨≡く>～i t.=.三一=鵜tI1 は各立面につき男脚面横の3/10以下､かつ100Ⅱfー 以下とします○

根葉喜 最上広告物:･高さ10m以下･上棟までの高さ20m以下､かつ建物高さの2/3以下 〆讐誓.

I)1ラぺ7ト上部利用･ビル名称看板･｣等設置の広告幕 ...低層部の窓面広告/ 抽看板･出幅1m以内､高さ2.5m以上､lOm以 .下･1壁面1箇所低層部.窓面広告､点滅サイシの許容･窓面広告面軌ま窓面横の1/3以下 ■,一一●●●.中竿 帝 ......... ･壁面利用広告物･朽ベ7L上部利用･ビル名称看板･一時設置の広告幕･低層部の窓面広告

/

ノ 伝巨 lllr+ ㌔ .･/ 磨 .三三+ /

′ 低層部･窓面広告の許容･窓面広告面横は窓面硬の1/3以下/ .A./A 巨 /

千 --.V

h A冒 妻 / 逮 .5Tm ･llilll II匹-鰐FE;iLJ,'､二/_;1二うく

t.辛 iニー_LJ_…i
茎;i;三≡宅ヨ;;≡;i;熊≡:三宅.=… l lIJ,i.i≠;!騒音胡ヨ喜熟

. 乾 一博 i.

l1m以上;萄醗簸退棟㈱ トー■nt以内敷地境界線 I!肘榊

｣一■L YAMATER.AhMhGCABIN●
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封ヒニュータウン･タウンセンター地区 街づ くLJ協定の運用に係 る検討
■= ..■..■■■_

④ 暫定利用時のぺデと宅地レベルの取扱いについて

④ 暫定利用時のベデと宅地レベルの取扱いについて 第6回-16

現 孝二テ ｢街 づ < LJ協 定 現 行 の 運 月弓

- 力 'イ ド ラ イ ン ｣ ≡≡莞…≡開 き圭互選 琴…蔓;…無 言

協 定 (P5);暫定利用においても協定の内容に ●シンボル広場とのレベルについて

沿った計画とする○

ルこ合
ガイドライン (P16);壁面後退部分では床レベル

を揃える○

事例 (第2地区 9126-①勘 センター南駅前商巣海食(傭射

i.i J /rf l 日; I.'ll l - ｢ ー

由>5粗造成レベル ～ I

!まそのまま 軍";./.N -e.一一 / コ ローコ_ ⊂1

孟 〔/ー ,...ql;ロ⊂⊃

シンボル広場a). --:..._:.01_i-.撃 ;I.-I,..-蒼 口車表-: .,二GA._一一 ⊂】丁.I--.二二.:≠ 腰 D
⊂〕口 - i- ～3- 珊 紀択 藍-.-193

hL∫ J I,uJE琵 ご 那

羽

.l＼上｣ ｣ー"⊥ 仏 1I二 .ム - ･I

改 良 運 用 基 準 の 考 え 方

1.r暫定的土地利用については粗造成 レベルでの建築が出来 るものとする｡』

● TCの早期熟成を目指し暫定的土地利用においては､脱党行為として計画が長期化しないよう粗造成レ
ベルにおける建築が出来るものとする｡

協定上の4mの壁面後退部分は法面のままとするが､以下の点に留意した壁面後退を行い､開放的に設
えることによってシンボル広場との一体的利用が出来るようにする｡

←租造成レベルでの壁面後退部分での留意点

(1)シンボル広場から自由に利用できる平場を設ける｡

(2)シンボル広場と壁面後退部分は階段やスロープなどスムーズな歩行者動線によって繋げる｡
(3)壁面後退部分は施設の振わいとシンボル広場の振わいが連続していくような設えとする｡
ex)施設の開放テラス利用､待ち合わせ広場､/)臓 tc.

YAMATERm TPGCABIN●



潮ヒニュータウン･タウンセンタ-地区 街づ くtJ協定 の運 用 に係 る検討
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⑤ 小規模宅地における隔地駐車場の取扱いについて
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現 行 ｢街 づ く り 協 定
一 力 ●ィ ド ラ イ ン ｣

現 行 の 運 月∃

㊨ 駐車場 ･駐輪場 協定 (P･5)

[19]駐車場･駐輪場の設置

来街着の利便性､円滑な道路利用を高めるために､-
駐車場･駐輪場の付置を図りましょう｡駐車場をlli置

する場合､付置義務台数以上の整備に努めましょう｡̀_
大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて駐輪場を

付置しましょう｡小満模宅地では､駐車場の計画に際
して共同化等に努めましょう｡

ガイドライン (P.8)
来街毒の利便性を高めるため､十分な駐車場を
整備しましよう｡(ガイドラインかり

タウンセンターは､その立地特性から自動車による釆街着の
割合が高いと予想されています｡駐車場が少ないと､駐車待ち
行列によって周辺道路にまで渋滞が発生しますし､街中の鞍
上良車も増えてしまい環境も悪くなります｡
タウンセンターは星章暢整備地区に指定されており､建物の
用途や床面積lこよって竪個しなければならない応手台数(附
辛義持台数)が定められています｡
しかし､附音義梓台数は都心における良車鳩整備の責任限度
を条例で定めたものであり､来街着にとってより利便性の高
いタウンセンターの街つくりを行うためには､附置鼓舞台数
以上のB車甥整備が必要です｡

施設の計画にあたっては､来街香やサービス用の車両の践上
限車などが生じないよう､相投の用途や規模をよく考慮して
十分な丘の駐車台数を確保しましよう｡
十分な駐車場が用恵出来ない場合でも､商業.業務系施投(非
住居系用途分)については､横浜市B車甥条例による附置舞務
台数の少なくとも2割増し程度は掛ナるようにしましよう｡
また､住居系用途の場合には､戸数の7割程度の駐車場(車庫)
は軌するようにしましよう｡

対象/tA浜市B辛iE条例にEi当する用途の建物

小規模な施設の場合でも､自前の駐車施設を

駐車場の附奄未練の生じない施設でも､テナント用や来店客
用の駐車喝が必要となります｡自分で使用する駐車施設は､自
前で遣ることが大切です｡
このような場合には､共同ビル方式や敷地を共同化した小さ
td.L施設が集まって共同で駐車場を整備する方法もあります｡

対魚/息壬鳩の約7鼓舞に満たない小洩横の馳
EqiSTるガイドライン/2-Iii物の共剛L;

2-2tBfJI化した臨地計j5

●小規模宅地での駐車場について

- 協定､ガイドライン通り住戸数の7割の自前駐
車場の確保を桔導している｡

-以下の条件を満たせば隔地駐車場を認めている｡
(1)原則自己所有とする｡
(借地承諾書があれば非所有でも可能とする｡)(2)隔地駐車場と建物敷地との距離は徒歩圏内と
する｡
(3)駐車場施設の有無は問わない｡

改 良 運 用 基 準 の 考 え フぎ

1.r施設立地状況を見据えた段階的な駐車場の確保を行う｡』

● (1)現段階 ; 隔地駐車場の許容､暫定的土地利用による駐車場の確保

施設立地が半数に満たない段階では隔地蛭車場を許容し､TCの早斯熟成という目的から自前駐
車場によって1階部分の娠わいが途切れることのないようにする｡
また､当面の施設計画が無い宅地では宅地相互に協力し､駐車場としての積極的な暫定出 押J用

を行う｡

(2)第2段階 ;共同化駐車場の誘致

施設立地がある程度充実し各ゾーン･街区の動向が見極められる状態になった段階で､ゾーン毎

に共同化駐車場の設置を相互に検討 ･実現する.

■ 隔地駐車場の許容基準

(1)敷地規模等による許容の目安

以下の敷地脚美の宅地や前面道路に対する間口の狭い宅地で､前面道路の賑わい形成上編地駐車場

が望ましいと半噺 されるものは隔地駐車場を許容する｡

･住宅系施設 ; 敷地面積 約300Ef以下の宅地

･非住宅系施設 ; 敷地面横 約200Ⅱf以下の宅地

(2)原則自己所有とする｡ (借地承諾書があれiお餅子有でも可能とする｡)

(3)隔地駐車場と建物敷地との距離は徒歩圏内とする｡

(4)駐車場施設の形態は問わない｡

T 共同化駐車場の検討.実現

共同化駐車場の設置はTCの街づくりの最重要課題のひとつとして行政 ･民間一体で取り組み､民間で
の設置については開発推進協議会 (地腹者)や町内会 (テナント等)において ｢梯軒巨駐車場整備融資｣

｢共同駐車場整備促進事業｣といった公的補助制度も積極的に検討していく｡

YAMATER_ANdl帖CABlN●
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- 駐 車 場 建 設 の た め の 扇虫鷺 詩FJ度 及 び 補 助 希u度 一←共 同 駐 車 場 整 備 促 進 事 業1l≡警琵琶慧芸芸霊芝芸.,器 慧粥 孟 て- 柑- l '2'n;書芸蓋……害.:請 で書芸芸よ惑 星書芸.,主娘側 に

＼ 対 象 と な る 駐 車 場 熊 襲 等 の 内 容 問合せ先

横浜市金手鳩 30台以上の一時預かり又は月掻駐車場を建設する 融資取定額!8舷円 柵 画局も冬場 2 補助中辛の宰拝 押

転 傭 BL資 替合 偉 葉物に頗る) 刺 .串 :年3.20%(8年5月28日租収支親閲 ;28年以内 (5年据置) 封印tO45-671-4052 3..ieO等葉書書芸雲霞 gSgAgi ig芸藁葺 gi喜蓋2重Ifg墓;̂表 芸表芸毒i.昌 ∴ L'L■､無 蓋墓 書7,5g.gg ,1̀'諾笠芸諾豊富…舶 し,.そこ.こ共肌て… を別 fる. 削i500

横浜市共同住宅をヰ鳩設置資金触資 延床面積1.000n)を超える共同住宅を新築する事業で,敷地内に鵬 を設置する頒合(青空駐車明を除く) 払脚 額 :工事那 り毎に300万円以内/台利 率 :年3.40%(8年4月8日現在)正道潮間 :20年以内(分鼓住宅は2年以内一括舶 ) 棚 浜市建集助成公社蜘TO45-_46ト3885

横浜市マンシ1ン管理組合向け駐車場金偏融資 ボ内マンション管理組合所有の駐車場の新改.城受･搬 工事で.住宅金払公坪のマンシ?ン共用部分I)フォームロ-ンを利用し.なお資金不足の場合 触覚阻旺葡 :①aOO′台×台致◎篠 設捻輔の90X)-(公呼舶賢額)①と②のどちらか低い方刺 :申 :年3.40%(8年4月8El現在)戊遺期間 :15年以内

壊浜市産業開発資金弘資 市及び事業団が.企画立塞段階から推挽して指導した中小.中堅企業の開先中英により亜備する駐車施設及び役定に要する土地 融資限度額 :予井の転籍で特段定めなし利率:無利子及び年1.50%(8年4月1日現在)脚 問 :15年(据置期間3年含む) 経済局産粘 知識tO45-67ト2592 ,掛 b,C_ 芸 ci… r i 一問 魚 .2｣ 5/6職 者 lV柑肋金l

扶浜市商店街共同施設女偏 商店街叢興組合法又は中小企業等協同組合法に基づく又は準ずる商店街が掛藩又は改修する来街着 助成軒 25%以内 辻収 得衰限定頼:500万円 は除く享経済局産集出也指弛 当 - 横 浜 市 駐 車 場 整 備 南虫資助成事業 用駐車墳 駐 車 場 整 備 払 資一の ご 案 内 .

ライブタウン繋備事業 ティプタウン整備事業の指定を受けた事業者が策定した計画に基づき女偏される来街着用駐車場 助成率 :35%以内 辻地取得茸

tO45-

隈輔 =5.080万円 二は除く…※中小小売商業拓 助成率:259る以内 67ト3838 ト盲毒:福相をはじわとすさ生… 不足帽 申なま且渋清和 くなど.如 拙 …耳 目 4円 (払即すJLとなろ3ZiIの80轍内又JZ榊 の色出た川lJLClEこZつく加!iとな,,お..,汁.その対配 して.餌 .i.川の,Z如 促1Tるため.L棚tを..ぷ 蔓 ,tの…以内わいTrLか吐いす' irt---

興法等連用の場合 '限定額 :7,500万円 恒 別 ます. ■ 棚" lZ.B汗暮3EBIのJ5'にiE'" 4秒 つ鵬 肘 に榊 がtB乱 打.巨 れにより立折丑の円靴 柑 リ,- 由 の安全即 刊正位をt,釘 るとともに.隻 …Jはfl)平 年2.7%白玉全判(据t鵜南中2.7%目 早丘8年一〇月之SEほ ZE]i煉浜市中小企業 中小企業箆体の姐矧こ如する法乱 中小企業等協 助或率:15%以内 勤歯痛 衰 姪済局産
団休共同施設 伺組合法.商店街振興組合法に基づく法人が藍府 限輔 ‥300万円 は除 く…榊 ☆u 招けられる… I i F癖 現瓶院政竿

整相助成事業 する駐辛場 IO45-67ト2569 130.台以上の-時7FかU又L1月tE丘+qLをIZW さ4台でJE事物であるもの 蔓 榔 妄 E洲 … "用 一..…-｢L還 _蛋 .;,';芸竺 l朋 を舌L'' …巨誓 言言芸g還 ≡ 莞 ::;?する'戸とし暮す●ただし●次甲 白に｢ .:::≡;:≡:≡:; 脚 汝 -≡(2)JZM SE馳 帥 rこおいて.育X,i.マ-ケツト.紙 5E別 書を書とす絹が圭 Z'｡45-671-3864.4052~共 同 牲 ヰ 鳩整備促進宇美 次のすべての棄件を満足する駐車場①駐車撫 備地区.商業地竣又は近.?_韓 鞘 内i 前市計画

臥 'b亨盲嚢'gJ=I靖の予弄措置叫Il九め.事業者窮撫でに時間がかモ≡;ります. ②おおむね4haの地区内で10人以上の地権者等カブ明 言畢偉するもの③駐車場法に基づく届出鞍手鳩で.かつ-時政かり駐車台数が5晴 耕上④助成されないと経営が鼠難であること⑤周辺拷上駐車の肺削こ寄与するもの 助或率:共同性阜墳鼓偽卒業朱の1′6∴(邑1′12.横浜市1′12)(おおむね納台を限定とする)SDO 烏駐車場MtO45-671-4052 i細朗のために…す柁M 鮒 の脚 こ妄す叩用. .T
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⑥ 界隈性の創出について

現 行 の 運 用
現 行 ｢街 づ く り 協 定 -

プゴ~ィ ド ラ イ ン ｣

⑳ 建物形態 協定 (P･4)
[12]意匠

建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを創

り出すように工夫しましょう｡
ガイドライン (P.

界隈毎に協調化したデザインにより､

一体的な通.Uの個性を演出しましょう｡
(ガイドライン15-1)

協調化デザインの考え方
ガイドライン2-2の敷地の共同利用と同じですが､それぞれの
敷地で別々 に施設建設を行う場合でも､隣り合った建物と協調
して計画することで一体的な計画とすることが出来ます.
どの方法も､地権者の皆さんが話し合いを行い､協力すること
から始まります｡
隣同士､通り毎､プロツ'9毎にまとまって話し合いを進めま
しょう｡

対k/卦人界馬に面するすべての施設

24)

ガイドライン (P.29)

界隈毎の統一感を出すためr界隈色｣の
串人を検討しましよう｡
(ガイドライン18-2)

界隈色は､通り･街区毎(界隈毎)に基調色や､建物の2倍以下
の壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するた
めに､色相の範囲や明るさTlとを取り決めるものです｡

対魚/すべての丘ZR
ガイドライン (P.

賃の高い庖力的な看板で､建物の個性､
界隈の個性を演出しましょう｡
(ガイドライン2012)

上界隈の個性づくり

通りのまとまりのある個性化のために看板の設軌こ際して以
下のような方法があります｡
●取り付け位置を揃える｡
●大きさを揃える｡
●色彩を揃える｡
●素材を揃える.

●同じマークを使用する等

対史/すべての施設

33)

●界隈性の創出について

改 良 運 用 基 準 の 考 え 方

1.r施設立地状況を見据えた段階的な街並みの特徴付けを行う｡』

● 施設立地がある程度充実し各通り･街区･ゾーンの動向が見極められる状態になった励智で､商店会 ･

町内会の組織化を図り､通り毎 ･街区毎の特徴付け･界隈性の創出を図っていく｡

I一 通LJ毎 (街区毎)の賑わいの創出､特徴付け

･バナー､オーニンク等付属物

ex)バナー用フックの取付けの徹底､形状･色の統一 etc.
･植栽計画

ex)フラワーバスケット･フラワーポットの統一､植種の統一 etc.
･色彩計画

ex)シンボルカラーの使用､建物 (低層部)色彩の統一ヽ 付属物色彩の紡- etc.
･照明計画

ex)照明演出の統一 etc.
･ネーミング

ex)シンボルカラーによるネーミング､植種によるネーミング etc.
･業種､業態

ex)特定の業種･業態の誘致による特敏付け

■ 民間施設用サインの設置

･通り(街区)人口宅地での設置

･サイン塔､壁付きサイン等のデザインによって通り毎 (街区毎)の特徴付けを強める｡

YAMATEFW INGCABIN'
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<ゾーン毎･通少毎の特徴付け>

●ゾーン毎の考え方 ●通り毎の考え方

(日シンボル広場.駅前広場ゾーン (1)シンポノレ道路

･ 両地区の顔であり玄関口となるゾーンとして建築形態を含めたデザインコードによる特徴付けO .TCの中心拘通りとして建築形態.色彩などの意匠や付属物や植栽などを含め特徴付けを行う○付属
･ 4mセットバックによる回廊､ランドマーク､アイストップを意識した建築形態やシンボル広場の緑 物やシンポルカラ-などについては､シンボル道路.核的複合施設を中心としたゾ-ン-全体の特徴付

と呼応するような立脚射し バナー.オーニングによる一体感等によって特徴付ける○ けにも用い､ゾーンの-1封ヒも図るO

(2】シンボル道路.綾的複合施設を中心としたゾーン (2汀C内回遊通り
･ シンボル道路.核的複合施設を中心としたゾ-ンの特徴付けを行い､セ-}哨芦のイベント時にはシン .TC内の回遊動線として各商店会や町内会を繋ぐ連続した特徴付けを行うo
ポル道路を中心にゾ-ン全体で一体的な展開を図る○ゾーン全体の特徴付けとしてはシンボルカラーや. 出入口には風笥施設用案内サインを設ける○

各付属物などを統一する○ (3)TCの内外を結ぶ通り
(3)町内会.商店会毎の特徴付けを行うゾ-ン . シンボル広場ゾーンとTC外を結ぶ通りとして紡-された特徴付けを行うo
･ 町内会.商店会にあわせた特徴付けを行いながら回遊軸となるベデや道路によって横の繋がりを持た . 出入口には民間施設用案内サインを設ける○

せる○
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■第6回港北NT.TC.
｢街づくり協定｣運用検討小委員会(最終回)

日時:97.
08
.
04
.
(月)10:00-ll:30

於:港北都市開発センタ-1階会議室

(出席)篠江義治協定運営委員会副委員長

飯田恒雄//

栗原貞夫委員

(事務局) 横浜市 :北村氏､続橋氏

公団 :大墨氏

KTC :進氏､秦野氏

YpC :菅､石原 (記)

1.資料説明 :石原 (別紙)

2.質疑

【資料について】

(飯田) ●資料では各敷地を ｢宅地｣と表現しているが変えられないか｡用語としてはどうなのか｡

(続橋) ●建基法では敷地となっている｡｢敷地｣とした方が良い｡

【駐車場問題について】

(栗原) ●これが最後の検討ということで､今後はこれまでのように駐車場確保のための契約書 (ハンコ)

だけが欲しいという人に対してはどう対処していけよいのか｡

(秦野) ●駐車場についてはあまり厳しくするわけにもいかない｡今まで通りハンコを押さざるを得ないが､

一言 ｢契約書だけの駐車場ではなく､本当に駐車場を確保するよう｣に言ってやる位のことはあっ

てもいい｡

(大墨) ●両地区の駅前広場地下駐車場では､営業用･業務用といった車庫証明が不要なものについては､

台数や利用日時等を限って置けるようにするつもりでいる｡地下姓は来春 (4･5月)オープン

予定で､センター南地区ではオリンピックなどの｢腹に利用できるものもあわせると､3000台の

駐車施設ができることになる｡これらがどのくらい械能するかが今後を見極める材料になる｡

(飯田) ●前回徳江氏が仰っていたように､お金をとって道路に止められるようにするのが一番良い｡

(大墨) ●お金が賢察のあがりになってしまうO街に還元できれば良いのだがO

(徳江) ●メーターを付けて地元管理できれば最も良い｡既に手遅れだがヨーロッパのような路上駐車を前

提とした道路断面にするわけにはいかないだろうか｡

(進) ●伊勢佐木町の場合は駐車施設の絶対数が足りないなかで､駐車禁止の一時解除という形をとって

いるので､絶対的な駐車場不足にならないと驚案は動かないO

(秦野) ●ここの場合､道路断面はたっぷりとってあるわけだから､将来的に実情にあった道路断面の改良

は出来るはず｡路上駐車をする方からしてみれば用のある所の目の前に止めたい｡

(飯田) ●資料の17頁に共同化駐車場の検討･実現について触れているが､ケーススタディなり今後の共同

化の方程式がないと言葉だけで終わってしまう｡

(北村) ●道路用地に予定している立体駐車場もタイミング良く利用できるように考えはじめている｡
(飯田) ●市民ホール用地は暫定的に駐車場利用できないか｡

(大墨) ●公団のブラザビルの現場事務所用に公団が借りているので､ブラザビルができる来年3月までは
動けない｡

(徳江) ●今後の問題点としては駐車場がガンになる｡

【今後の扱いについて】

(秦野) ●協定運営委員にしてもご自身で土地を持っている人も多い｡協定そのものには個人的に反対と言

う人もいるし､この検討にしてもそういう声は出てきている｡合同部会かなにかで公に意見を出

し合うようにすべきかもしれない｡

(徳江) ●合同部会が良いのかもしれない｡

(飯田) ●検討内容についてはいつから効力を発揮するのか｡

(徳江) ●合同部会を行ってから｡

(秦野) ●合同部会後にTCレターで配布し､それから業者対応できるようになる｡
謄江) ●合同部会はいつ開催するか｡

(続橋) ･●次回の協定運営委委員会を1時間程度にして､その後そのまま話し合ってもらうのが良いのでは
ないか｡

(秦野) ●資料としてはTCレター版として検討径緒は省いた結果だけのもので用意してもらいたい0

3.閉会
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